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第１部 基本的な方針 

１ 男女共同参画基本計画の目指すべき社会 

男女共同参画社会基本法 （平成 11 年法律第 78 号）は、その前文において、「日本国憲法

に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社

会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされ

ている」とし、「男女共同参画社会の実現を 21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題と

位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

推進を図っていくことが重要である」としている。 

その上で、同法においては、「男女共同参画社会の形成」を、「男女が、社会の対等な構

成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保

され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること」 （第２条）と定義し、同法の基本理念にの

っとり、その促進に関する基本的な計画として、男女共同参画基本計画を定め、施策の総

合的かつ計画的な推進を図ることとしている（第 13 条）。 

第６次男女共同参画基本計画（以下「６次計画」という。）においては、我が国における

経済社会環境や国際情勢の変化、我が国が主体的に参画してきたジェンダー平等に係る多

国間の合意・コミットメント1の着実な履行・実施の観点も踏まえ、目指すべき社会として

改めて以下の４つを提示し、その実現を通じて、男女共同参画社会基本法が目指す男女共

同参画社会の形成の促進を図っていく。 

 ① 男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富ん

だ、活力ある持続可能な社会 

 ② 男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

 ③ 仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家

庭生活を送ることができる社会 

 ④ あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、国際社会と協調する社

会 

２ 社会情勢の現状、予想される環境変化 

男女共同参画は、我が国の重要かつ確固たる方針であるとともに、国際社会で共有され

ている規範であり、その形成は男女の個人としての尊厳が重んじられることを旨として、

行わなければいけない。また、全ての人が個性と能力を十分に発揮し、生きがいを感じら

れる、多様性（ダイバーシティ）が尊重される社会を実現するものであるとともに、我が

国の経済社会にイノベーションをもたらし持続的な発展を確保する上でも極めて重要な意

義を持つものである。さらに、女性の所得向上・経済的自立は、男女の置かれた状況の違

い等を背景に生じている様々な困難を解消していく上でも重要な鍵となる。 

 
1 持続可能な開発のための 2030 アジェンダ、未来のための約束、女子差別撤廃条約、北京宣言・行動

綱領、国連女性の地位委員会における政治宣言・合意結論、Ｇ７、Ｇ20、ＡＰＥＣなどにおける首脳

宣言・閣僚宣言等。 
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政府は、平成 15 （2003）年に「社会のあらゆる分野において、2020 年までに、指導的地

位に女性が占める割合が、少なくとも 30％程度となるよう期待する」との目標2を掲げ取組

を進めてきた。第５次男女共同参画基本計画（令和２年 12 月 25 日閣議決定。以下「５次

計画」という。）においても、「2020 年代の可能な限り早期に指導的地位に占める女性の割

合が 30％程度となるよう目指して取組を進める」との目標を掲げ、取組を強化してきた。

こうした中、女性の就業率については、いわゆるＭ字カーブがほぼ解消し、男性の育児休

業の取得率が向上したほか、女性に対する暴力についても、各種の支援体制が拡充される

など、大きな進捗もあった。一方、出産を契機に女性が非正規雇用化するいわゆるＬ字カ

ーブ問題が続いており、政策や方針決定過程への女性の参画拡大などについては、進展に

遅れが見られ、また、根強い固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシ

ャス・バイアス）も残っている。さらに、今もなお、育児や介護を始めとしたライフイベ

ントに際し、両立のしづらさや特に女性において着実なキャリア形成が困難となる状況が

みられ、その背景には、長時間労働や固定的な性別役割分担意識による女性への家事・育

児等の負担の偏りがある。特に男性では、超過勤務の多さなどが生じており、心身の健康

悪化や生活の質の低下をもたらしている側面がある。 

男女共同参画・女性活躍に係る取組を推進することは、男性も含めた全ての人の就業環

境の改善につながり、さらには、女性も男性も暮らしやすい多様な幸せ（well-being3）を

実現する社会形成に資するものである。 

６次計画は、こうした状況やその要因に加え、以下のような社会情勢の現状と現状に係

る認識を踏まえ、男女共同参画の取組を更に加速させることとする。 

（１）社会構造の動向・変化 

（ⅰ）人口減少、世帯構成の変化等 

 〇 令和６（2024）年の出生数は、統計開始以来初めて 70 万人を下回って約 69 万

人となり、合計特殊出生率は 1.15 と９年連続で低下している4。我が国は平成 20

（2008）年をピークに長期の人口減少過程に入っており、令和 38 （2056）年には、

我が国の人口は１億人を割って 9,965 万人となり、令和 52 （2070）年には 8,700

万人になると推計されている。生産年齢人口は平成７（1995）年をピークに減少

に転じ、2030 年代にその減少が加速することが推計されている5。 

 〇 総人口が減少する中で、65 歳以上人口は約 3,624 万人、総人口に占める割合は

29.3％となっており6、令和７（2025）年には団塊の世代が全て 75 歳以上の後期

高齢者となる。平均寿命をみると、女性 87.13 歳、男性 81.09 歳、死亡最頻値は

 
2 国連の「ナイロビ将来戦略勧告」（平成２（1990）年）で示された国際的な目標である 30％の目標数

値や諸外国の状況を踏まえ、設定。ロザベス・モス・カンターの「黄金の３割理論」においても、組

織・コミュニティの構成員の 30％が変革すると、その組織・コミュニティの文化が変わる、とされて

いる。 
3 well-being について確立された定義はないが、身体的・精神的・社会的に「良い状態」を表すといっ

た考え方もあるように、非常に幅広い概念。 
4 厚生労働省「令和６年人口動態統計（確定数）」。 
5 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）出生中位（死亡中位）推計」。 
6 総務省「人口推計」（令和６（2024）年 10 月１日現在）。 
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女性 92 歳、男性 88 歳と7、正に人生 100 年時代を迎えている8。また、平均寿命

と健康寿命の差を見ると、女性は 11.63 年、男性が 8.49 年と、女性の方が約３年

長くなっている9。 

〇 未婚や単独世帯の割合が上昇するなど大きな変化が生じている。50 歳時の未婚

割合を見ると、昭和 55 （1980）年に女性 4.45％、男性 2.60％であったものが、最

新のデータである令和２（2020）年は女性 17.81％、男性 28.25％となっている10。

将来推計によれば、この数値はそれぞれ令和 12 （2030）年に 20.2％、29.4％、令

和 17 （2035）年に 21.2％、30.1％、となっており、この傾向は今後も続くことが

推計されている11。単独世帯割合に目を向けると、昭和 45 （1970）～60 （1985）年

には２割前後で推移していたが12、その後上昇し、令和２（2020）年には全世帯の

３分の１を上回る 37.9％を構成するようにまでなっている13。将来推計によれば、

令和 12（2030）年に 41.6％、令和 17（2035）年に 42.8％となっており、世帯の

単独化が進むとともに、高齢者の独居率が上昇すると見通されている14。 

〇 令和６（2024）年時点で、共働き世帯数は専業主婦世帯数の３倍以上となって

おり15、妻がフルタイムの共働き世帯数も増加傾向にある。 

〇 我が国で働く外国人労働者数は増加傾向で推移し、令和６（2024）年 10 月末時

点で、約 230 万人と過去最多を更新している16。将来推計によれば、令和 52 （2070）

年に総人口の 10.8% （939 万人）が外国籍となり、若年層に絞ると、令和 17 （2035）

年には 18～34 歳、令和 31 （2049）年には 35～59 歳で外国籍人口が 10％を超える

等、より速いペースで進展すると推計されている17。また、令和６（2024）年の年

間訪日外国人旅行者数は3,687万人で、過去最高であった令和元（2019）年の3,188

万人を約 500 万人上回った18。 

（ⅱ）就業・生活の在り方 

 
7 厚生労働省「令和６（2024）年簡易生命表の概況」。 
8 平均余命については、65 歳で男性 19.47 年、女性 24.38 年、70 歳で男性 15.60 年、女性 19.97 年と

なっている（厚生労働省「令和６（2024）年簡易生命表の概況」）。 
9 最新のデータである令和４年（2022）年の男性の健康寿命、平均寿命はそれぞれ 72.57 年、81.05 年。

女性の健康寿命、平均寿命はそれぞれ 75.45 年、87.09 年。平均寿命については厚生労働省「令和４

年簡易生命表の概況」、健康寿命については厚生労働省「第４回健康日本 21（第三次）推進専門委員

会資料」。 
10 国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集 2025」。45～49 歳と 50～54 歳における未婚割合の

平均値。 
11 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（令和６（2024）年推計）」よ

り算出。 
12 総務省「国勢調査」。 
13 国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集 2025」。 
14 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（令和６（2024）年推計）」。独

居率は 65 歳以上人口に占めるひとり暮らしの割合。 
15 総務省「労働力調査（詳細集計）」により計算。共働き世帯（雇用者の共働き世帯（妻 64 歳以下））

1,222 万世帯、専業主婦世帯（男性雇用者と無業の妻から成る世帯（妻 64 歳以下））398 万世帯。 
16 厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ」（令和６年 10 月末時点）。 
17 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」。 
18 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）「訪日外客数」。 



 

4 
 

〇 就業率は、近年男女ともに上昇傾向にある。就業継続に関する意識が変化する

とともに、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64

号。以下「女性活躍推進法」という。）に基づく取組や働き方改革、両立支援等、

官民の連携により取組が進められる中、令和６ （2024）年は、15～64 歳の女性は

74.1％、25～44 歳の女性は 81.9％、15～64 歳の男性は 84.5％となっており、特

に 25～44 歳の女性については、平成 24（2012）年～令和６（2024）年にかけて

14.2％ポイント上昇し19、国際的にも遜色ない水準となっている。 

〇 近年は出産・育児によるとみられる女性の正規雇用比率の低下幅は小さくなっ

ており、今後も女性の正規雇用比率の高まりが期待される。一方で、育児休業か

ら復帰した後に短時間勤務や時間制約で働く人が増加している中で、多様な人材

を公正に処遇する評価・報酬、時間制約の有無にかかわらず成長を促すような職

務経験・教育機会の提供が重要となっている。 

〇 働きながら介護をしているワーキングケアラーが増加し、今後、更なる高齢化

の進展により、家族の介護をする者の増加が予測される。くわえて、未就学児の

育児と家族の介護というダブルケアを担う者もいる中、依然として女性への家事・

育児・介護等の偏りが存在している20。 

〇 女性と男性では、健康課題の内容も課題を抱えやすい時期も異なる。男女共同

参画の一層の推進のためには、男女が共に自分自身及び互いの身体の特性・健康

課題に対する正しい理解とそれぞれの特性に応じた健康支援が必要となっている。 

〇 近年女性の起業家は増加傾向にあり、起業家全体に占める女性起業家の割合は

上昇している。有業者のうち本業がフリーランスの数は 209 万人となっており、

有業者に占める割合が 3.1％となっている21。 

（ⅲ）ビジネス・地域経営の動向・変化 

〇 近年、企業経営において、人的資本経営22や健康経営®23、ダイバーシティ経営24、

エンゲージメント25向上に向けた取組への関心が高まっている。また、企業活動と

人権に関する社会的要請が高まっている26。背景には、国連グローバル・コンパク

ト（平成 12（2000）年）や、国連責任投資原則（Principles for Responsible 

 
19 総務省「労働力調査（基本集計）」により計算。 
20 内閣府「令和６年版男女共同参画白書」。 
21 総務省「令和４年就業構造基本調査」。 
22 人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげ

る経営の在り方。 
23 従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること。「健康経営」はＮＰＯ法人健康

経営研究会の登録商標。 
24 多様な人材を生かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出

し、価値創造につなげている経営。 
25 エンゲージメントには代表的なものとして、「ワークエンゲージメント」、「従業員エンゲージメント」

の２種類があり、前者は、仕事にやりがい（誇り）を感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得てい

る状態を指し、個人と仕事との関係に着目し、後者は、企業などの所属組織への貢献意欲を指し、個

人と組織との関係に着目しているとされる。 
26 平成 23（2011）年、グローバル化の進展によって、企業活動が人権に及ぼす負の影響が拡大し、企業

活動による人権侵害についての企業の責任に関する国際的な議論がより活発になる中で、ビジネスと

人権に関する指導原則が国連人権理事会において全会一致で支持され、企業に人権尊重を求める動き

が国際的に加速している。 
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Investment）（平成 18 （2006）年）、国連「女性のエンパワーメント原則」（Women's 

Empowerment Principles。以下「ＷＥＰｓ」という。）（平成 22 （2010）年）、国連

「ビジネスと人権に関する指導原則」（平成 23 （2011）年）といった企業と機関投

資家のための一連の指針が示され、それらが企業経営や投資行動に浸透してきた

ことがある。ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）要素を考慮した投資判断や、人

権デューディリジェンスの実施の拡大に加えて、人権や人的資本に係る情報開示

の議論も進行している27。こうした中、有価証券報告書やコーポレートガバナンス

に関する報告書において、企業の情報開示が進められてきている。 

〇 また、令和４（2022）年度からは、常時雇用する労働者が 301 人以上の企業に

おいて、女性活躍推進法に基づき、男女間賃金差異の公表が義務付けられ、さら

に、第 217 回通常国会における女性活躍推進法の改正により、男女間賃金差異及

び女性管理職比率の公表が常時雇用する労働者が 101 人以上の企業に義務付けら

れた。 

〇 一方、コロナ禍から平時へ移行し、経済活動が活発化する中で、令和７ （2025）

年時点の我が国の企業の人手不足感は、非製造業や中小企業を中心に、歴史的な

水準にまで高まっている状況であり、自社を退職した人材を再び迎え入れるとい

った仕組みを設ける企業も出てきている。 

〇 我が国全体の人口減少が続く中、産業活性化、出産・子育て支援、移住促進等

の取組がなされたものの、東京一極集中の大きな流れを変えるには至らず、若者

や女性が地方を離れる動きが加速している。自分の都合で出身地域を離れた人に

ついて、出身地域を離れた理由をみると、「希望する進学先が少なかったから」

を挙げる割合が、男女ともに最も高くなっている。特に、自分の都合で都会へ転

居した女性では 35.0％と高く、次いで、「やりたい仕事や就職先が少なかったか

ら」（22.6％）、「地元から離れたかったから」（20.7％）の順となっている28。 

〇 一部の地方公共団体においては、女性に選ばれる地域づくりという観点から、

男女共同参画の推進に着目し、先進的・総合的なまちづくりの取組を進める例も

でてきている。 

〇 我が国では、今後、地方において人口構成や世帯構成にますます大きな変化が

生じることが想定される。各地域において、女性の活躍を推し進めることは、女

性本人の経済的自立や自己実現に資するのみならず、我が国社会全体として、地

域社会の担い手の確保や、多様な視点によるイノベーションを通じた、経済社会

の持続可能性向上にもつながるものである。 

（２）意識・価値観の動向・変化 

〇 男性にも女性にも「主たる稼ぎ手は男性である」といった固定的な性別役割分担意

識が残っていることを示す調査結果29 がある。固定的な性別役割分担意識以外にも、

 
27 令和６（2024）年９月に不平等、社会関連の財務情報開示タスクフォース（ＴＩＳＦＤ）が設立され、

令和８（2026）年末までに開示枠組みが公開予定。 
28 内閣府「令和６年度地域における女性活躍・男女共同参画に関する調査」（令和６年度内閣府委託調

査）。 
29 内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和６（2024）年９月）によると、「夫は外で働き、

妻は家庭を守るべきである」という考え方について、「賛成」「どちらかといえば賛成」と回答した人

が男性 37.5％、 女性 29.3％。 
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無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の存在により、無意識のうちに、性

別による差別・区別が生じることがある。働き方・暮らし方の変革の実現にとって、

こうした根強い固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みが大きな障壁となっ

ている。 

これらは、往々にして幼少の頃から長年にわたり形成され、若い世代では年齢を重

ねるにつれ、親や学校の先生を含めた身近な人間関係やＳＮＳ、メディアなど周囲か

らの影響を数多く受けることで性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイ

アス）を抱きやすくなると考えられることから30 、幼少期から性別に基づく固定観念

を生じさせないことが重要となっている。成人に対しても、固定的な役割分担意識や

無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の解消に向けた取組を継続して行っ

ていく必要がある。 

〇 近年、若い世代でジェンダー31格差を重要な課題と考えている割合が高く32、若者を

取り巻く状況と課題を把握し、それらを政策に反映していくために、より多様な背景

を持つ若者の視点を政策に反映させるための仕組みづくりが重要となっている。 

〇 未婚の女性において仕事と家庭の両立を望む人の割合が上昇しているだけでなく、

未婚の男性においても、将来のパートナーに仕事と家庭の両立を望む人の割合が上昇

し33 、若い世代の意識は変化している。また、女性はライフステージに応じて働き方

の希望は変化する傾向にあり、男性もフルタイムで残業のない働き方を含めた柔軟な

働き方を希望する割合が約４割～５割存在している34。 

〇 一方、例えば、男性の育児休業取得について、多くの男性が肯定的に捉えているに

もかかわらず、男性個人が、他の男性は取得に否定的であると思い込むことで、取得

を控えるといった傾向が指摘されていることについても留意する必要がある。 

〇 性犯罪・性暴力のない社会の実現に向けて、被害当事者や支援者の声が社会的機運

の醸成に大きな役割を果たし、令和５ （2023）年には強制性交等罪を不同意性交等罪

に変更する等の刑事法の整備が行われるなど、対策が充実・強化されてきた。そのよ

うな中で、官民の様々な啓発活動等も通じて、加害行為を容認しない意識が高まると

ともに、社会的に大きな影響を与えた事件等によって、こどもや男性等の被害への認

 
30 東京都「令和５年度性別による「無意識の思い込み」に関する実態調査」（令和６（2024）年３月）に

よると、小学生に比べ高校生、また、高校生の中でも上の学年の生徒の方が、職業に対する性別によ

る思い込みを持つ人が多くなることが認められた。内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令

和６（2024）年９月）によると、進路選択に影響を与えるものとして、「母親」、「父親」次いで、「友

人や先輩」、「学校の先生」、「インターネットやＳＮＳ」、「本、漫画、テレビやアニメ」の順に多くな

っている。 
31 「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別（セックス／sex）

がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、

このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー／gender）という。 
32 日本財団「18 歳意識調査「第 62 回 －国や社会に対する意識（６カ国調査）－」」（令和６（2024）

年４月）。 
33 国立社会保障・人口問題研究所「第 16 回出生動向調査（独身者調査）」によると、令和３（2021）年

調査時点で女性が理想とするライフコースは「両立コース」が 34.0％、パートナーに「両立コース」

を望む男性が 39.4％といずれも最多となった。 
34 女性では、こどもが３歳未満では短時間勤務の希望が多く、子の年齢が上がるにつれてフルタイムで

残業のない働き方を希望する人が多くなる。日本能率協会総合研究所「仕事と育児の両立等に関する

実態把握のための調査研究事業」（労働者調査）（令和４年度厚生労働省委託事業）（令和５（2023）年

３月）。 
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識も広がってきている。さらに、配偶者間での行為について、身体への暴力だけでな

く、精神的な暴力にあたる行為等についても「どんな場合でも暴力にあたると思う」

とする人が増えるなど、配偶者等への暴力 （ＤＶ）に関する認識にも広がりがみられ

る35。 

〇 職場におけるハラスメントはあってはならないものであり、社会問題となっている

カスタマーハラスメントや就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラスメント

を含め、更なる対策の強化を通じて、ハラスメントのない職場づくりを進めていくこ

とが重要となっている。 

（３）テクノロジーの急速な進展・進化 

〇 近年のテクノロジーの進展は目覚ましく、特にＡＩは分野によっては人を上回る質

のアウトプットを驚異的な速度で生成し、ビジネスや学術活動などに幅広く活用され

始めるなど、我々の働き方や生活に大きな影響を及ぼしている。テクノロジーの進展

は、以前より労働市場における代替性・補完性の両面をもたらすとされているが、女

性の方がＡＩの影響を大きく受ける可能性が高い職業に就いているとみられ、ＡＩに

業務を代替されるリスクに留意する必要がある。男女が共にテクノロジーの進展に寄

与し、性別にかかわらず、誰もがその恩恵を享受できるよう、政府においては必要な

取組を講じ、経営側においては迅速にテクノロジーを導入し、労働者側についてはリ ・

スキリングを含め対応するなど、社会全体で進めていくことが重要である。 

〇 テクノロジーの進展のリスクにも留意する必要がある。テクノロジーの利活用の拡

大及び新技術の台頭に伴い、それらが生み出すリスクも増大している。ＡＩによるバ

イアスのある出力及び差別的出力やバイアス等の再生成等のリスクを認識し、ＡＩリ

テラシー・倫理感を確保しつつ、リスクの許容性及び便益とのバランスを検討した上

で、テクノロジーの開発・提供・利用を行うことが重要である36。 

〇 科学、保健・医療、工学、環境分野など、性差37を考慮した研究開発を進めるジェン

ダード・イノベーションを取り入れる動きが広がってきている。 

（４）安全・安心に影響を与える様々な要因 

〇 令和５（2023）年以降の賃上げ率は高水準で推移しており、2025 年春闘（第７回（最

終）集計）の賃上げ率は 33 年ぶりの高さの賃上げ率であった前年を上回っている38。

また、令和７（2025）年賃上げを行う企業の３分の２弱は、中小企業を含め、一定以

 
35 内閣府「男女間における暴力に関する調査」（令和５（2023）年度）によると、「大声でどなる」、「他

の異性との会話を許さない」、「避妊に協力しない」等について、それが夫婦間で行われた場合に「ど

んな場合でも暴力にあたると思う」と答えた人の割合が、前回調査（令和２（2020）年度）に比べて

増加した（両調査では、対象とする年齢層が異なるため、共通する年齢層（20～59 歳）の結果の比較

による。）。 
36 総務省・経済産業省「AI 事業者ガイドライン第 1.1 版別添」（令和７年３月 28 日公表）では、「バイ

アスのある出力及び差別的出力」の具体的な事例として、ＩＴ企業が自社で開発したＡＩ人材採用シ

ステムが女性を差別するという機械学習面の欠陥を持ち合わせていたことが挙げられている。 
37 生物学的な性差若しくは社会的・文化的な性差又はその両方を指す。 
38 日本労働組合総連合会「2025 春季生活闘争 第 7 回（最終）回答集計結果」（2025 年７月３日）。 
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上の確率で、今後５年間毎年賃上げが可能と回答している39 。一方で、賃金上昇が物

価上昇を安定的に上回っていくのか注視していく必要がある。 

〇  （１）（ⅰ）で示した人口動態・世帯構成の変化を踏まえれば、高齢者や、就職氷河

期世代等の今後高齢期を迎える世代が抱える様々な困難への対応が、これまで以上に

重要な課題となる。特に、性別でみると、高齢女性は高齢男性よりも貧困率が高く40、

その中でも単独世帯の高齢女性の貧困率が高い状況にある41。 

〇 誰もが、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できるようにするため

には、個人の人権が尊重され、安全に、かつ安心して暮らせることが不可欠である。

しかしながら、我が国の現状をみると、性犯罪・性暴力、配偶者等への暴力、ストー

カー行為、セクシュアルハラスメント等の暴力が個人の尊厳を踏みにじり、安全で安

心な暮らしを妨げる大きな要因となっている。また、デジタルを始めとするテクノロ

ジーの進展、ＳＮＳなどのコミュニケーションツールの更なる広がりに伴い、被害は

一層多様化している。 

〇 令和７（2025）年は阪神・淡路大震災の発生から 30 年となる。災害対応に女性が主

体的に参画し、女性と男性の災害から受ける影響やニーズの違いに配慮した取組を行

うことが、災害に強い社会の実現には重要である。政府では、男女共同参画の視点か

らの防災・復興の取組を推進してきたが、令和６年能登半島地震の対応に係る各種の

状況調査では、避難所等において女性のニーズを配慮した対応が十分ではないことが

明らかになり、いまだ、男女共同参画の視点からの防災・復興の取組が十分に浸透し

ているとは言い難い状況である。 

〇 近年の平均気温の上昇、大雨の頻度の増加により、災害の増加、熱中症のリスクの

増加など、気候変動及びその影響が全国各地で現れており、今後、地球温暖化の進行

に伴い、このような猛暑や豪雨のリスクは更に高まることが予測されている。従来の

発想を転換し、 「公正な移行（Just Transition）」という視点も踏まえ、産業構造や社

会経済の変革を図るＧＸ（グリーントランスフォーメーション）を推進することが重

要である。その過程においてはジェンダーの視点も重要である。 

地方においては、女性の就業 ・起業機会が依然として限られている一方で、スマー

ト農林水産業技術革新は、女性にとっても働きやすく、働きがいのある新たな環境づ

くりにつながる可能性を秘めている。ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の

推進にジェンダー主流化42 を組み込むことで、女性の経済的自立につながることが期

待される。 

（５）国際的な潮流 

 
39 株式会社東京商工リサーチ「2025 年２月「賃上げ」に関するアンケート調査」。 
40 厚生労働省「国民生活基礎調査」。 
41 内閣府「人生 100 年時代の結婚と家族に関する研究会（第５回）」（令和３（2021）年 11 月２日）阿

部彩東京都立大学人文社会学部人間社会学科教授報告。 
42 あらゆる分野でのジェンダー平等を達成するため、全ての政策、施策及び事業について、ジェンダー

の視点を取り込むこと。国連経済社会理事会合意結論 1997/２号においては、「ジェンダーの視点の主

流化とは、全ての分野の全てのレベルの法律、政策プログラムを含め、全ての計画された行動が女性

と男性に及ぼす諸影響を評価する過程である。女性と男性が等しく便益を受け、不平等が永続しない

よう、女性及び男性の関心と経験を政治、経済、社会全ての分野における政策や施策の計画、実施、

監視及び評価の不可欠な要素とするための戦略である。最終目標は、ジェンダー平等を達成すること

である。」と定義されている。 
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〇 男女共同参画社会基本法第７条では、我が国の男女共同参画社会の形成は、国際的

協調の下に行わなければならないとされている。こうした中、平成 27 （2015）年９月

に国連で持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を含む「持続可能な開発のための 2030 ア

ジェンダ」が採択され、我が国も賛同し、 「誰一人取り残さない」社会を目指し、国際

社会が一致して取組を進めている。 

〇 上記アジェンダでは、前文において「すべての人々の人権を実現し、ジェンダー平

等とすべての女性と女児のエンパワーメントを達成することを目指す」43 とうたって

いる。そして、ゴール５として「ジェンダー平等とすべての女性・女児のエンパワー

メント」を掲げるとともに「ジェンダー平等の実現と女性・女児の能力強化は、すべ

ての目標とターゲットにおける進展において死活的に重要な貢献をするものである」

とし、あらゆるレベルでの意思決定において女性と男性が同等の機会を享受するべき

こと、国・地域・グローバルのそれぞれでジェンダー平等と女性のエンパワーメント

を推進する組織への支援を強化すること、男性と男児の参画も得て、女性と女児に対

するあらゆる形態の暴力を根絶していくことなどが掲げられている。その上で、アジ

ェンダ全体の実施において「ジェンダーの視点をシステマティックに主流化していく

ことは不可欠である」としている44。 

〇 グリーン経済45 やデジタル経済への移行が進む中で、国際社会においては、ＳＴＥ

Ｍ教育や起業家支援の更なる促進のほか、無償ケア労働の軽減と再分配、有償ケア労

働における適正な処遇の確保など、持続可能で包摂的な成長の実現に向けた取組が議

論されている。 

また、女性・平和・安全保障（ＷＰＳ）の推進46、男性が変化をもたらす主体や受益

者、戦略的パートナーとしてジェンダー平等・女性のエンパワーメントに関与するこ

 
43 原文：“seek to realize the human rights of all and to achieve gender equality and the 

empowerment of all women and girls.” 
44 国際連合「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」（Transforming our 

world: the 2030 Agenda for Sustainable Development）のパラグラフ 20 の原文は以下のとおり。

“Realizing gender equality and the empowerment of women and girls will make a crucial 

contribution to progress across all the Goals and targets. The achievement of full human 

potential and of sustainable development is not possible if one half of humanity continues 

to be denied its full human rights and opportunities. Women and girls must enjoy equal 

access to quality education, economic resources and political participation as well as 

equal opportunities with men and boys for employment, leadership and decision-making at 

all levels. We will work for a significant increase in investments to close the gender gap 

and strengthen support for institutions in relation to gender equality and the empowerment 

of women at the global, regional and national levels. All forms of discrimination and 

violence against women and girls will be eliminated, including through the engagement of 

men and boys. The systematic mainstreaming of a gender perspective in the implementation 

of the Agenda is crucial.”  
45 ＡＩを含むＳＴＥＭ分野に関し、ジェンダーに基づく固定観念と偏見を取り除くことにより、女性及

び女児がＳＴＥＭ教育及び職業に関与することを奨励し、ＳＴＥＭ分野と教育におけるジェンダー格

差の解消に取り組むこと、また、同分野における女性の認知度を高め、ＡＩ開発を含むＩＣＴ分野及

びグリーン移行における女性の割合の低さに対処するための具体的な措置を講じることとされてい

る。 
46 平和と政治プロセス、紛争予防、紛争解決、平和構築のあらゆる段階において、女性が全面的、平等、

有意義、かつ安全に参加することが、国際平和と安定の維持、前進、促進に不可欠な要因の一つであ

るとする「女性・平和・安全保障（ＷＰＳ）アジェンダ」を認識し、推進すること。 
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と47等も重要なアジェンダとなっている。さらに、令和６（2024）年に国連で採択され

た「未来のための約束」48では、平和と安全、持続可能な開発、気候変動、デジタル協

力、人権、ジェンダー、若者及び将来世代、グローバル・ガバナンスの変革など、広

範な課題が示されている。こうした議論やその他諸外国の動向も踏まえ、日本でも取

り組んでいく必要がある。 

３ ６次計画における基本的な視点と取り組むべき事項等 

〇 ６次計画は、５次計画の取組を引き続き進めるとともに、女性も男性も暮らしやす

い多様な幸せ（well-being）の実現につながるよう、男女共同参画の取組を進めると

いう考えの下、令和７（2025）年に改正された女性活躍推進法に基づく情報公表の取

組の充実、各種ハラスメント対策の強化、仕事と健康課題の両立支援、テクノロジー

の進展と利活用の広がりを踏まえた男女共同参画の推進、令和６年能登半島地震等を

踏まえた災害対応への男女共同参画の視点導入、地域における男女共同参画の取組な

どを強化しながら取り組む。 

〇 ５次計画においては、ＥＢＰＭ49 の観点を踏まえ、成果目標の達成状況や取組の進

捗状況の点検を行う中間年フォローアップが実施された。６次計画においては、この

ような取組をより充実させ、毎年の「女性活躍・男女共同参画の重点方針」（女性版骨

太の方針）の策定プロセスにおいて、各年に特に重点を置いて成果目標の達成状況や

施策の進捗状況の点検を行うべき事項・分野について丁寧なフォローアップを実施す

るとともに、それに基づいて更なる取組を促すことが重要である。 

〇  「１ 男女共同参画基本計画の目指すべき社会」及び「２ 社会情勢の現状、予想

される環境変化」を踏まえ、６次計画は、以下の基本的視点及び取り組むべき事項に

留意しながら策定する。なお、６次計画は累次の基本計画と同様に便宜的に分野ごと

に整理を行うが、各分野で相互に関連する事項も含まれることから、分野間の連携も

考慮しつつ、取組を行っていく必要がある。 

〇 令和７（2025）年通常国会（第 217 回国会）において、男女共同参画社会基本法が

改正され、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策として、国、地方公共

団体、男女共同参画促進施策に関する活動を行う民間の団体その他の関係者間の連携

及び協働の促進とともに、必要な人材の確保等が追加されることとなった。あわせて、

地方公共団体が、関係者相互間の連携と協働を促進するための拠点となる男女共同参

画センターの機能を担う体制の確保に努めること、独立行政法人国立女性教育会館を

機能強化することで新設される独立行政法人男女共同参画機構（以下「男女共同参画

機構」という。）が同センターを支援し、様々な関係者と連携して、施策を推進するた

めの中核的な機関としての役割を果たすこと等が規定された（第 10 条の２、第 18 条

～第 20 条）。６次計画に基づく取組は、今般の改正も踏まえ、進めていく必要がある。 

○ ジェンダー主流化を推進し、政府機関、民間企業や若者を含めた市民社会など全て

のステークホルダーが連携して一層の取組を進めていく必要がある。 

 
47 第 68 回国連女性の地位委員会合意結論「ジェンダーの視点からの貧困撲滅、機構強化、資金動員に

よるジェンダー平等と全ての女性・女児のエンパワーメント達成の加速」。 
48 グローバル・デジタル・コンパクトと将来世代に関する宣言が盛り込まれており、人権やジェンダー、

持続可能な開発に強く留意しながら様々な課題に関して明確なコミットメントを行い、 具体的な成

果を実現するもの。 
49 Evidence Based Policy Making（証拠に基づく政策立案）。 
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（１）基本的な視点及び取り組むべき事項 

① 性別にかかわらず全ての人にとって働きやすい環境づくりと女性の所得向上・経済

的自立に向けた取組の一層の推進。その基盤として、両立支援（育児、介護、健康、

学び等）、多様で柔軟な働き方の推進、長時間労働の是正、ＤＸによる働き方改革・生

産性向上、ハラスメント対策及びリ・スキリングの促進。 

② 男女間の実質的な機会の平等を担保する観点から極めて重要である意思決定過程

への女性の参画を一層加速するため、「2020 年代の可能な限り早期に指導的地位に占

める女性の割合が 30％程度となるよう目指して取組を進める」との目標の達成と、そ

の先の、誰もが性別を意識することなく活躍でき、指導的地位にある人々の性別に偏

りがないような社会に向け、国際的水準も意識しつつ、男女共同参画社会基本法第２

条第２号に定められている積極的改善措置（ポジティブ・アクション）50 も含め、人

材登用・育成を強化する必要。 

③ 各地域の実情を踏まえた男女共同参画の取組を促進し、更に女性が活躍でき、暮ら

しやすい地域づくりを後押しするため、都市部・地方における課題を踏まえた、雇用

の場の創出、起業支援、非正規雇用の処遇改善と正規転換、男女間賃金格差の是正、

固定的な性別役割分担意識の解消・慣行の見直し、教育分野の取組、国・地方公共団

体・産業界・市民社会の連携や取組の横展開等の各地域における男女共同参画の推進。 

④ テクノロジーの進展・利活用の広がりを踏まえ、テクノロジー関係施策のジェンダ

ー主流化と男女共同参画施策を進める上でのテクノロジー利活用促進を車の両輪と

して進め、ジェンダード・イノベーションを推進するとともに、テクノロジーの進展

が男女共同参画に与える負の側面に留意した安全・安心な利用環境の整備に取り組む

必要。 

⑤ 性犯罪・性暴力や配偶者等への暴力等の多様な暴力が男女共同参画社会の実現を妨

げていることを踏まえ、ジェンダーに基づくあらゆる暴力を容認しない社会基盤の形

成と被害者の尊厳を回復するための支援の充実に取り組む必要。 

⑥ 社会的・経済的な男女間の格差が生活上の困難を固定化・複合化していることを背

景に、多様かつ複合的な困難を抱える女性に対して困難な状況が固定化・連鎖しない

ようきめ細かな支援に取り組む必要。 

⑦ 大規模災害での男女共同参画の視点の浸透の必要性が再認識されたことも踏まえ、

男女共同参画の視点を取り入れた防災・復興対策の徹底が必要。 

⑧ 税制や社会保障制度を始めとする社会制度や慣行が、実質的に男女にどのような影

響を与えるのか常に検討され、経済社会情勢を踏まえて不断に見直されることが男女

共同参画社会の形成のために重要であり、持続可能な活力ある我が国社会を次世代に

 
50 積極的改善措置（ポジティブ・アクション）とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思

によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため必要

な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう（男女共同

参画社会基本法第２条第２号）。また、同法第８条は、国の責務として、国が、男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する旨、

規定している。男女間において形式的な機会の平等が確保されていても、社会的・経済的な格差が現

実に存在する場合には、実質的な機会の平等を担保するために積極的改善措置（ポジティブ・アクシ

ョン）の導入が必要となる。 
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引き継ぐためには、あらゆる分野において男女共同参画・女性活躍の視点を確保する

とともに、制度・慣行が男女の社会活動の選択にできる限り中立なものとする必要。 

（２）第２部の構成 

上記「（１）基本的な視点及び取り組むべき事項」を踏まえ、第２部は、２つの政策領

域（「Ⅰ 男女共同参画の推進による多様な幸せ（well-being）の実現」及び 「Ⅱ 男女

共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 ・強化」）に加え、これらの取組を総合的かつ計

画的に推進するための「Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の整備・強化」

で構成されている。また、Ⅰ～Ⅱの各政策領域の下に重点的に取り組む12の個別分野を

設け、これら12分野及び「Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の整備・強化」

について、それぞれ令和17 （2035）年度末までの「基本認識」並びに令和12 （2030）年

度末までを見通した「施策の基本的方向」及び「具体的な取組」について記述している。 
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第２部 政策編 

Ⅰ 男女共同参画の推進による多様な幸せ（well-being）の実現 

第１分野 ライフステージに応じて全ての人が希望する働き方を選

択できる社会の実現 
 

【基本認識】 

〇 就業は生活の経済的基盤であるとともに、女性も男性も働くことを希望する全ての人

が性別にかかわらず自らの個性と能力を十分に発揮し、生きがいを感じられる社会を実

現する観点からも極めて重要な意義を持つ。また、男女共同参画・女性活躍に係る取組

を推進することは、男性も含めた全ての人の就業環境の改善にもつながり、さらには、

女性も男性も暮らしやすい多様な幸せ（well-being）を実現する社会形成に資するもの

である。 

〇 女性の就業についてみると、第１子出産前後の就業継続率は約７割51となり、いわゆる

Ｍ字カーブはほぼ解消しているものの、依然として女性は男性と比べて正規雇用比率が

低く、25 歳から 29 歳をピークに、年代が上がるとともに正規雇用比率が低下する、Ｌ字

カーブを描いている52。 

また、我が国においては、生産年齢人口が減少し、今後も働き手の減少傾向が続くこと

が予想される53一方、依然として、育児や介護等に関する理由を含め、就業を希望しなが

ら求職していない女性は 149 万人（令和６（2024）年）54存在する。育児や介護を始めと

したライフイベントに際し、両立のしづらさや特に女性においてキャリア形成が困難と

なる状況がみられ、その背景として、長時間労働や女性への家事・育児等の負担の偏り、

その根底にある固定的な性別役割分担意識がある。 

男女共同参画・女性活躍は、我が国の経済社会にイノベーションをもたらし持続的な発

展を確保する上で不可欠な要素であり、このように、女性の潜在能力を十分に生かせてい

ないことは大きな損失である。 

〇 このような状況において、女性も男性も働くことを希望する全ての人が、仕事と子育

て・介護・社会活動等を含む生活との両立のしづらさを感じることなく働き続け、キャ

リア形成やリ・スキリングの機会を得ながらその能力を十分に発揮することができる環

境を整備することが重要である。このため、女性が長期的な展望に立って働けるように

する観点からも、固定的な性別役割分担意識の解消に向けた対応等により、ライフステ

ージに応じて女性も男性も全ての人が希望する働き方を選択できることがますます重要

となっている。 

 
51 国立社会保障・人口問題研究所「第 16 回出生動向基本調査（夫婦調査）」。 
52 総務省「労働力調査（基本集計）」。 
53 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）出生中位（死亡中位）推計」。 
54 総務省「労働力調査（詳細集計）」。 
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〇 近年、若い世代が希望するライフコースは変わり、若い世代の男性は家事・育児に対

する意欲が他の世代よりも相対的に高く55、育児休業について制度と給付の両面からの対

応の強化等が行われる中、男性の育児休業取得率は４割を超え56、上昇傾向にある。 

しかし、男性の育児休業は女性に比べて短期間の取得が多く57、また、女性に比べ、子

の年齢にかかわらず、残業をしながらフルタイムで働く男性の割合は高く58、依然として

家事・育児が女性に偏っている現状にある59。このような状況が解消されないままでは、

女性が休息したり、自身の健康を気遣う時間を確保したりすることは難しく、その結果、

心身の健康を維持することができなくなってしまうおそれもある。こうした現状が女性

の採用・育成・登用を阻害している可能性についても十分留意すべきである。 

そのため、取得期間の延伸を含めた男性の育児休業の取得促進に加え、育児休業にとど

まらない共働き・共育ての実現が重要であり、男性が育児休業後も家事・育児を積極的に

行うことができる環境を整備することは、女性の就業継続や第２子以降の出生率にも影

響を及ぼすとともに、職場における働き方・マネジメントの在り方を見直す契機ともな

り、ひいては女性にとっても男性にとっても暮らしやすい社会形成にも資するものでも

ある。 

〇 また、介護・看護を理由とする離職者数については、男性が約３万人であるのに対し、

女性は約８万人（令和４（2022）年）と、男性よりも女性の離職者数の方が多い状況にあ

る60。 

我が国における高齢者の人口は増加するとともに、家族の介護をしながら就業する者、

いわゆる「ワーキングケアラー」も増加している。今後、高齢化が更に進展すると、ワー

キングケアラーが更に増えていくことが見込まれ、管理職となる年代において、女性の活

躍を阻む要因になり得るものである。そのため、女性を含めた全ての人が着実にキャリア

を形成できるようにする観点からも、介護を理由に離職することなく、仕事と介護の両立

が可能となるよう環境整備を一層推進する必要がある。こうした取組は人手不足にある

企業における必要な人材の確保にも資するものである。 

家族の介護が必要になるのは、管理職として活躍している場合や職責の重い仕事に従

事しているなど、企業で重要な役割を担っている世代であることが多い。そうした中、介

護は育児と異なり突発的に発生することや、介護を行う期間等も多様であることから、仕

事と介護の両立が困難となることも少なくない。 

そのため、両立支援制度と介護保険制度等を組み合わせて両立環境を整え、労働者自身

が介護を一手に引き受けるのではなく、介護をマネジメントする立場にあることを前提

に介護によって追い詰められないようにすることが重要であることを関係者が広く認識

するとともに、そうした両立環境を実現するために必要な知識や情報の普及に社会全体

で取り組んでいく必要がある。 

 
55 内閣府「令和４年度新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」

（令和４年度内閣府委託調査）。 
56 厚生労働省「令和６年度雇用均等基本調査」（事業所調査）。 
57 厚生労働省「令和５年度雇用均等基本調査」（事業所調査）。 
58 日本能率協会総合研究所「仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業」（労働者調

査）（令和４年度厚生労働省委託事業）（令和５（2023）年３月）。 
59 総務省「令和３年社会生活基本調査」。 
60 総務省「令和４年就業構造基本調査」。 
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〇 以上を踏まえ、企業、経済団体、労働者、労働組合、国、地方公共団体等が連携し、ラ

イフステージに応じて女性も男性も全ての人が希望する働き方を選択できる社会の実現

に向けて取組を着実に推進するとともに、こうした取組の推進により、男女共同参画の

実現を阻む根本的な原因の解消を図り、政策・方針決定過程への女性の参画拡大の前提

となる環境を整備する。 

＜施策の基本的方向と具体的な取組＞ 

１ 働き方改革の更なる推進と多様で柔軟な働き方の実現 

（１）施策の基本的方向 

〇 女性も男性も働くことを希望する全ての人が、仕事と子育て・介護・社会活動等を含

む生活との両立のしづらさを感じることなく働き続け、キャリア形成やリ・スキリング

の機会を得ながらその能力を十分に発揮することができるよう、取引先中小事業者への

「しわ寄せ」にも留意しつつ、働き方改革を更に推進し、管理職も含めた長時間労働の

削減や生産性の向上を推進するとともに、ライフステージや個別の事情等に対応した多

様で柔軟な働き方の実現を図る。なお、人手不足が深刻化する中、女性も男性も全ての

人が希望に応じて多様で柔軟な働き方を選択できるようにすることは、企業経営の観点

からも重要であることから、その実現に向けた企業における取組を後押しする施策を推

進する。 

（２）具体的な取組 

① 長時間労働の抑制のため、法定労働条件の履行確保及び監督指導体制の充実強化

を行うとともに、労務管理等の専門家によるコンサルティングなどを行う。また、労

働時間の縮減に取り組む中小企業事業主等への助成等を実施する。 

② 人手不足が深刻化する中、長時間労働を是正するためには、生産性を向上させる必

要があることから、省力化に効果のある設備・システムの導入や生産性向上に資する

設備投資を行う中小企業・小規模事業者に対して、助成を実施する。 

③ 働き方の実態とニーズを踏まえた労働基準法制の見直しについて労働政策審議会

で検討する。 

④ 管理職の時間外・休日労働の実態を把握するとともに、管理職を含む長時間労働の

改善に係る対応を検討する。 

⑤ 労働者の心身の疲労の回復や生産性の向上にも資する年次有給休暇の取得を促進

するため、連続した休暇を取得しやすい時季を捉えた集中的な広報の実施等により

機運の醸成を図る。また、育児・介護・治療等とキャリア形成の両立が可能となるよ

う、時間単位の年次有給休暇制度について、時間単位の年次有給休暇制度を新たに導

入した中小企業事業主への助成金による支援や、企業の好事例紹介等を実施する。さ

らに、病気休暇等の特別休暇制度について、パンフレットやリーフレット等による制

度の普及促進を図る。 

⑥ 働き方や休み方の見直しに取り組む企業等に対し、長時間労働の抑制、年次有給休

暇の取得促進に向けた労働時間や休暇制度に係るコンサルティング等を実施する。 

⑦ 勤務間インターバル制度について、専門家によるコンサルティングや労働者の健

康管理等を行う産業医等に対する制度の内容・効果の周知、導入マニュアルの周知
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等、制度導入促進に向けた機運の醸成を図るとともに、制度の在り方についても検討

する。 

⑧ 勤務時間、勤務地、職務・職種を限定した「多様な正社員」制度について、支援員

による導入支援や好事例の周知等を実施する。また、労働条件明示の対象に、就業の

場所・従事する業務の変更の範囲を追加する等の労働基準法（昭和 22 年法律第 49

号）の改正内容について、適切な施行のため、周知徹底するとともにその履行確保を

図る。 

⑨ 地方においても時間や場所を有効に活用でき柔軟に働ける環境整備に向け、テレ

ワークの導入・改善を検討している企業に対するコンサルティングや、中小企業事業

主に対する助成金等の各種支援策を推進するとともに、リモートによる副業・兼業の

推進等の地方の課題解決等を図る取組等を推進する。 

⑩ 柔軟な働き方を選択できるフレックスタイム制について、制度の導入時における

適切な労務管理を徹底するため、パンフレットや説明会等による周知を図る。 

⑪ ライフイベントに応じた働き方の支援や人材確保に資する選択的週休三日制につ

いて、企業の好事例を周知する。 

⑫ 生理に関して理解のある職場環境を整備するため、企業の取組の支援や好事例等

の周知により機運の醸成を図る。 

⑬ 不妊治療と仕事の両立がしやすい職場環境整備のため、周知啓発や企業の取組の

支援を図るとともに、不妊治療と仕事との両立にも積極的に取り組む企業を認定す

る。 

⑭ 令和７（2025）年に改正された労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定

及び職業生活の充実等に関する法律（昭和 41 年法律第 132 号。以下「労働施策総合

推進法」という。）に基づき、新たに企業に努力義務とされた治療と仕事の両立支援

の取組を推進するため、指針やガイドラインの周知啓発、都道府県産業保健総合支援

センターを通じた企業支援に取り組む。 

⑮ 仕事と生活の調和の推進に係る調査研究を実施するとともに、仕事と生活の調和

の実現を促進するため、好事例を周知する。 

⑯ 転勤に関する企業のニーズや動向を捉え、企業の転勤に関する雇用管理のポイン

トを整理した「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」の周知を通じて、労働者の仕

事と家庭生活の両立の推進を図る。 

⑰ 令和７（2025）年に改正された女性活躍推進法の基本原則において、女性の職業生

活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に留意して行われなけれ

ばならない旨が盛り込まれたことを踏まえ、女性の健康課題に対する取組を推進す

る。 

⑱ 過労死等の防止のための対策に関する大綱 （令和６年８月２日閣議決定）を踏まえ

た取組を着実に推進するとともに、メンタルヘルスの確保等、職場における健康確保

対策を推進する。 

⑲ 企業の経営者、業界単位の企業ネットワーク、経済団体等と連携し、女性の活躍の

必要性に関する経営者や管理職の意識改革、女性の活躍やワーク・ライフ・バランス

の推進に向けた経営者のコミットメントを促す。 

⑳ 11 月の「しわ寄せ」防止キャンペーン月間など、大企業等による長時間労働の削

減等の取組が取引先中小事業者への「しわ寄せ」とならないような取組を実施する。 
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２ 共働き・共育ての実現に向けた仕事と育児の両立支援、男女双方の意識改革・理解促

進 

（１）施策の基本的方向 

〇 育児について、配偶者と半分ずつ分担することを希望する男性の割合は高く61、今後子

育て世代となる大学生では、育児休業を取って子育てをしたい男性が過半を占める62な

ど、若い世代の男性は育児の参加に積極的である。しかし、男性片働き世帯が多い時代

に形成された、長時間労働や転勤等を当然視する労働慣行や固定的な性別役割分担意識

を背景に、依然として家事・育児・介護等の多くを女性が担っている実態があり、その結

果、女性が働く場において活躍することが困難となる場合が多くなっている。 

また、フルタイムの共働き世帯が増加する63中、育児休業中を含め男性が育児にしっか

りと向き合い主体的に参画していけるよう、意識改革を図ることも重要である。 

このため、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。）を始めとする関連法の履行

確保のみならず、男性の家事・育児参画を促進するための環境整備や、固定的な性別役割

分担意識の解消に向けた男女双方の意識改革・理解の促進等により、共働き・共育ての実

現に向けた取組を推進する。 

なお、企業において、社員の育児休業取得による欠員時の代替要員の確保や職場負担の

増加が課題となっていることから、育児休業取得者・短時間勤務者の業務を代替する周囲

の労働者を支援する企業の取組を促進する。 

（２）具体的な取組 

① 労働者が育児休業等を取得し、継続就業できるよう、育児・介護休業法の履行確保

を図るとともに、令和６（2024）年の改正法の周知・理解促進を実施する。 

② 中小企業に対して、仕事と育児を両立する柔軟な働き方の導入や業務の代替等の

支援を実施するとともに、男女ともに労働者が円滑な育児休業の取得や職場復帰、そ

の後の仕事・キャリア形成と育児との両立が図られる雇用環境を整備するため、専門

家が中小企業・労働者の状況や課題に応じた支援を実施する。 

③ 共働き・共育ての推進に向けた社会的機運の醸成を図るため、共働き・共育てに関

する意識調査結果を企業等に周知する。また、企業が従業員とその配偶者を対象に両

立支援制度や配偶者との協力の大切さ等を学ぶ場として開催する企業版両親学級の

取組促進や育児休業取得にとどまらない男性の家事・育児の参画を促進する企業の

好事例等についての経営層や管理職層等への周知啓発を行う。 

④  「共働き・共育て」の推進の観点から、子の出生直後の一定期間以内に、両親が 14

日以上の育児休業を取得する場合に、最大 28 日間、育児休業給付金に加えて、休業

開始前賃金の 13％を出生後休業支援給付として支給し、育児休業給付と合わせて休

業開始前賃金の 80％（手取りで 10 割相当）を実現するとともに、制度の周知に取り

組む。 

 
61 内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和６（2024）年９月調査）。 
62 株式会社マイナビ「マイナビ 2026 年卒大学生のライフスタイル調査」。 
63 総務省「労働力調査（詳細集計）」。 
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  また、子の出生・育児休業後の労働者の育児とキャリア形成の両立支援の観点か

ら、男女ともに時短勤務を選択しやすくなるよう、２歳未満の子を養育するために時

短勤務をする場合に、育児時短就業給付として時短勤務中の賃金の 10％を支給する

とともに、制度の周知に取り組む。 

⑤ 育児休業中の代替要員を新規雇用で確保した中小企業事業主、育児休業中又は育

児短時間勤務利用中の労働者の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した中小

企業事業主等に対する助成金による支援を実施する。 

⑥ 育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いや、企業における育児休業等に関す

るハラスメントを防止するための対策等を推進する。 

⑦  「キャリア形成と育児等の両立を阻害する要因に関する調査」の結果を踏まえ、男

女が家事・育児等を分担し、共にライフイベントとキャリア形成を両立できる環境整

備に向けて、啓発を図る。 

⑧ 男性が、妊娠・出産の不安と喜びを妻と分かち合うパートナーとしての意識を高め

ていけるよう、両親共に参加しやすい日時設定やオンラインでの開催など、両親学級

等の充実等により、父親になる男性を妊娠期から側面支援する。 

⑨ こどもの健全な育成を念頭に置きつつ、不登校の児童や障害児を含め、就学児のい

る親が希望に応じて働くことができる観点からも、放課後児童クラブの待機児童の

解消に向けた受け皿整備等の放課後児童対策に係る取組の強化、多様な学びの場の

確保、放課後児童クラブにおける障害児受入推進等に取り組む。 

⑩ キャリア形成における多様な選択を可能とする観点から、地域の現状・課題を踏ま

えつつ入所時期等も含めた保育ニーズを踏まえて保育所等の環境整備を図る。 

⑪ ベビーシッターが認可外保育施設指導監督基準の有資格者要件を満たすための研

修機会や有資格者要件を満たしたベビーシッター向けの更なる研さんのための研修

機会を増加させることにより、ベビーシッターの更なる質の向上を図る。 

⑫ 福利厚生として家事支援サービスの導入促進を図るため、心理面・価格面での利用

の障壁を低減するための広報や企業に対する意識醸成、サービスの品質向上に向け

た取組等を推進する。 

⑬ 男性の育児休業取得を促進する観点からも、男性の育児休業取得率を公表義務と

する育児・介護休業法の履行確保を図るとともに、くるみん認定等を通じて男性の育

児休業取得期間の延伸についての取組を図る。 

⑭ 公共交通機関、都市公園や公共性の高い建築物において、ベビーベッド付男性トイ

レ等の子育て世帯に優しいトイレの整備等を推進するほか、こども連れの乗客等へ

の配慮等を求めることにより、男性が子育てに参画しやすくなるための環境整備を

行う。 

３ 仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備 

（１）施策の基本的方向 

〇 介護については、今後もワーキングケアラーの増加が見込まれることを踏まえ、仕事

と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止し、労働者の

キャリアの継続を図っていくことが重要である。また、人的資本経営の実現や人材不足

へのリスクマネジメントの観点からも、仕事と介護の両立支援が重要となる。 
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〇 仕事と介護の両立支援制度、介護保険制度等による支援・サービスの周知や、仕事と

介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備を行うことにより介護離職を防止

し、併せて労働生産性低下の回避も図っていく。 

（２）具体的な取組 

① 労働者が介護で離職することなく仕事を継続できるよう、育児・介護休業法の履行

確保を図るとともに、令和６（2024）年の改正法の周知・理解促進を実施する。また、

「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」や付属資

料の積極的な活用促進を図る。 

② 働き続けながら介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り

組む中小企業事業主に対する助成金について、その趣旨を踏まえた活用促進を図る

とともに、更なる制度の充実に取り組む。 

③ 介護離職防止のため、専門家が中小企業・労働者の状況や課題に応じた支援を実施

するとともに、介護休業制度等特設サイトの運営・普及等を通じた介護休業制度の周

知・理解促進を図る。 

④ 仕事と介護の両立のポイントや具体的な対応方法等をまとめた企業・労働者向け

の各種支援ツールや両立支援に関する経営者向けガイドラインの活用を促進するこ

とにより、介護離職を防止するとともに、全ての企業が我が事として仕事と介護の両

立支援に向けた取組の充実を行うに当たってのマインドセット醸成や情報提供を行

う。 

⑤ 介護支援専門員（ケアマネジャー）が研修を通じて仕事と介護の両立に関する制度

等の知識を習得する機会を確保し、家族を介護する労働者に介護休業制度等が広く

周知されるよう取り組む。 

 
  



 

20 
 

第２分野 あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参

画拡大 

 

【基本認識】 

〇 女性は我が国の人口の 51.3％64、有権者の 51.7％65を占めている。あらゆる分野におい

て、政策・方針決定過程に男女が共に参画し、女性の活躍が進むことは、急速な少子高齢

化・人口減少の進展、国民の価値観の多様化が進む中で、様々な視点が確保されること

により、全ての人が生きがいを感じられる、多様性が尊重される社会の実現のために不

可欠なものである。同時に、それは我が国の社会経済にイノベーションをもたらし、持

続的な発展の確保にも資するものである。 

〇 国際社会においては、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に含まれる持続可

能な開発目標（ＳＤＧｓ）において、政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決

定において、完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する

ことが掲げられているほか、近年、Ｇ７、Ｇ20 を始め、様々な国際会議や多国間協議に

おいてもジェンダー平等の観点をあらゆる政策や制度に反映する「ジェンダー主流化」

の重要性が共有され、ジェンダーの視点を取り入れた議論が進められ、首脳級・閣僚級

での様々な国際合意がなされており、諸外国において意思決定への女性の参画拡大が重

要課題として急速に進められている。 

〇 我が国においては、平成 15（2003）年に「社会のあらゆる分野において、2020 年まで

に、指導的地位66に女性が占める割合が、少なくとも 30％程度となるよう期待する」67と

の目標を掲げ取組を進めてきた。2020 年時点では、全体としては期待した水準に到達し

なかったものの、目標に向けた道筋をつけてきた。５次計画においては、「2020 年代の可

能な限り早期に指導的地位に占める女性の割合が 30％程度となるよう目指して取組を進

める」との目標を掲げ、取組を強化してきた。 

〇 この間、上場企業の女性役員割合等は上昇する等、確実に指導的地位に占める女性割

合は増えつつある。女性就業者数についても増加し、民間企業の各役職段階等に占める

女性の割合が上昇傾向にある等、将来指導的地位に就く女性人材の裾野が広がってきて

いる。また、衆議院議員選挙の候補者に占める女性割合が 23.4％、参議院議員選挙の候

補者に占める女性割合が 29.1％となる等、着実に女性の政治参画が進んできている。人々

の意識形成に大きな影響力をもつ学校教育においても、初等中等教育機関の教頭以上に

占める女性の割合は上昇している。 

 
64 総務省「人口推計」（令和６（2024）年 10 月１日現在）。 
65 総務省「参議院議員通常選挙結果調」（令和７（2025）年７月 20 日執行参議院議員通常選挙速報結果）。 
66 「政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に係る数値目標（「2020 年 30％」の目標）のフォローア

ップについての意見」（平成 19 年２月 14 日男女共同参画会議決定）において、「我が国が将来にわた

り活力ある経済・社会を創造していくためには、政策・方針決定過程へ多様な視点を導入し、幅広い

議論を行い、新たな発想を取り入れていく必要がある」等のことを踏まえ、①議会議員、②法人・団

体等における課長相当職以上の者、③専門的・技術的な職業のうち特に専門性が高い職業に従事する

者とされている。 
67 「女性のチャレンジ支援策の推進について」（平成 15 年６月 20 日男女共同参画推進本部決定）。 
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〇 一方、学術分野、メディア分野、スポーツ分野においては、女性の参画が十分に進んで

いない状況がみられ、取組を加速する必要がある。 

〇 また、女性の社会参画への大きな障害として育児や家事労働等の女性への偏りが指摘

されており、男性の育児や家事労働等への更なる参画を促す施策が必要とされている。 

〇 指導的地位への女性の参画を拡大することは、男女間の実質的な機会の平等を担保す

る観点や、社会の多様性と活力を高め、我が国の経済が力強く発展していく観点から極

めて重要である。そのためには、社会制度や慣行が男女のどちらか一方に不利に働くよ

うな状況や、固定的な性別役割分担意識、偏見等及び過去の差別や経緯に起因して生じ

た男女の置かれた社会的状況の格差を解消し、女性が指導的地位への参画に意欲を持て

るような社会の形成に取り組まなければならない。その中では、地域における女性リー

ダーの育成も重要である。 

〇 我が国においては、2020 年代の可能な限り早期に指導的地位に占める女性の割合が

30％程度となるよう目指してきた。分野等によって進捗状況は異なるが、国の審議会等

の委員に占める女性の割合、東証プライム市場上場企業役員に占める女性の割合、男性

の育児休業の取得率等が上昇するなど、男女共同参画が進展している分野がある一方で、

更に取組を加速させる必要がある分野もある。 

このような動向を踏まえ、各分野における状況を把握しきめ細やかに対応しつつ、引き

続き、2020 年代の可能な限り早期に指導的地位に占める女性の割合が 30％程度となるこ

とを目指し、取組を強化させる。 

さらに、その水準を通過点として、男女が社会の対等な構成員として政策・方針決定過

程に共同して参画する機会が確保され、女性の参画拡大が継続的に進展するよう取組を

進める。こうしたことにより、指導的地位に占める女性の割合が 30％を超えて更に上昇

し、2030 年代には、誰もが性別を意識することなく活躍でき、指導的地位にある人々の

性別に偏りがないような社会となることを目指し、あらゆる分野での女性の参画拡大を

進めていく。 

＜施策の基本的方向と具体的な取組＞ 

１ 政治分野 

（１）施策の基本的方向 

〇 政治分野における男女共同参画の推進は、政治に民意をより一層反映させる観点から

極めて重要である。我が国における政治への女性の参画は徐々に進められているが、衆

議院議員に占める女性の割合は 15.5％、参議院議員に占める女性の割合は 29.8％となっ

ている68。他のＧ７の国々では、３割～４割となっており、これらの国に比して我が国は

低い水準にある。また、近年の地方議会議員選挙においては、投票率の低下や無投票当

選が増加傾向にあり、議員のなり手不足が指摘されている。地方議会の議員の構成は、

住民の構成と比較して女性や 60 歳未満の割合が極めて低いなど、多様性を欠く状況が続

いており、多様な人材が参画し、住民に開かれた議会を実現していくことが強く求めら

れている。 

 
68 衆議院「会派名及び会派別所属議員数」（令和７（2025）年 10 月 21 日現在）。 

参議院「会派別所属議員数一覧」（令和７年（2025）年 10 月 23 日現在）。 
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〇 こうした中、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律（平成 30 年法律第 28

号。以下「政治分野における男女共同参画推進法」という。）は令和３（2021）年６月に

改正され、国及び地方公共団体の責務が強化されるとともに、性的な言動等に起因する

問題への対応が新たに義務付けられた。政党による自主的な取組だけでなく、国及び地

方公共団体も両立支援策等の女性が立候補や議員活動しやすい環境の整備や、候補者や

政治家に対するハラスメント防止のための取組など、同法に定められた施策を着実に進

める。 

〇 諸外国では憲法又は法律によるクオータ制も導入されている中で、可能な限り早期に、

政治分野において女性が占める割合が少なくとも 30％程度となることを目指し、さらに、

その水準を通過点として男女の候補者の数ができる限り均等となるためには、男女のそ

れぞれの公職の候補者の数に係る目標の設定や候補者の選定方法の改善など、政党等に

よる自主的な取組を促すことが肝要である。５次計画策定以降、複数の国政政党におい

て、男女のそれぞれの公職の候補者の数に係る目標が設定されつつあり、今後は各政党

において設定された目標が確実に達成されるよう、注視していくとともに、諸外国の積

極的改善措置（ポジティブ・アクション）の取組事例等の情報提供など必要な取組を進

める。 

〇 政府としては、法律に定められた実態の調査及び情報収集等、啓発活動、環境整備、性

的な言動等に起因する問題への対応並びに人材の育成等を着実に行うとともに、政党を

始め、国会、地方公共団体、地方六団体等の女性の政治参画に関係する様々な主体と連

携を強化し、政治分野における男女共同参画を積極的に推進する。 

（２）具体的な取組 

ア 政党、国会事務局等における取組の促進 

① 政党に対し、政治分野における男女共同参画推進法の趣旨に沿って、国政選挙にお

ける女性候補者の割合を高めることを要請する。具体的には、同法第４条の規定を踏

まえた数値目標の設定や、候補者の一定の割合を女性に割り当てるクオータ制等の

積極的改善措置（ポジティブ・アクション）等の自主的な取組の実施、議員活動と家

庭生活との両立支援策等の環境整備を要請する。また、政党内役員の女性割合を高め

るため、数値目標の設定や積極的改善措置（ポジティブ・アクション）等の自主的な

取組の実施を要請する。 

② 各政党における男女共同参画の取組状況及び課題について、毎年、調査し、公表す

る。 

③ ハラスメント防止のための取組を始めとする政治分野における男女共同参画推進

法に定める施策を踏まえた男女の議員が活躍しやすい環境の整備について、衆議院

事務局及び参議院事務局に要請する。 

イ 地方議会・地方公共団体における取組の促進 

① 女性の地方公共団体の長や地方議会議員のネットワークの形成について、政党や

地方六団体に要請する。 

② 女性を始めとする多様な人材が参画しやすい環境整備のため、各地方議会に対し、

出産・育児・介護等に配慮した会議規則の整備や、委員会のオンライン出席を可能と
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する条例等の整備がより一層促進されるよう、三議長会69を通じて要請する。 

③ 地方議会において女性を含めたより幅広い層が議員として参画しやすい環境整備

について検討を行うとともに、各地方議会におけるデジタル技術を活用した議会運

営やプライバシーへの配慮に関する取組、候補者となり得る女性の人材育成等にも

資する「女性模擬議会」や「議会モニター」等の優良事例について情報提供を行う。 

④ ハラスメントを含む女性の政治参画への障壁について調査を行い、その結果に基

づき、広報啓発活動を行うとともに、各地方議会に対し、ハラスメント防止のための

取組等が促進されるよう三議長会を通じて要請する。 

ウ 政治分野における女性の参画状況の情報収集・提供の推進 

① 政治分野における女性の参画状況等を調査し、「見える化」を推進する。 

② 出産・育児・介護等に配慮した会議規則の整備やハラスメント防止に関する取組の

実施状況等、地方公共団体における両立支援状況を始めとする施策の推進状況を調

査し、「見える化」の推進や好事例の横展開を行う。 

③ 地方公共団体の議会の議員及び長の男女別人数並びに国政選挙における立候補届

出時の男女別人数の調査結果を提供するとともに、地方公共団体に対する当該調査

等への協力の依頼を行う。 

④ 女性の政治参画への障壁や国内外における取組事例等を調査するとともに、女性

の政治参画の重要性・意義と合わせて、広く情報提供・啓発活動を行う。 

エ 人材の育成に資する取組 

① 政治に参画しようとする女性の育成やネットワークに関する情報を収集し、政党

や地方六団体、地方公共団体に結果を提供する。 

② 政治に参画しようとする女性の人材育成に資するよう、女性の政治参画の意義等

を分かりやすく発信するなど啓発活動を実施するとともに、各種セミナー・講座や模

擬議会等、身近な地域課題の解決等について考える機会の提供を推進する。 

③ 政治的中立性を確保しつつ、国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、

自ら判断し、行動していく主権者を育てる主権者教育を推進する。 

④ 各種研修や講演等の場において活用可能な男女共同参画の推進状況や女性の政治

参画に関する情報等の資料の提供を行う。 

２ 司法分野 

（１）施策の基本的方向 

〇 司法試験合格者に占める女性の割合は令和６年試験において３割となり、法曹三者の

女性の割合は着実に上昇してきた。更に司法分野への女性の参画を進めていくには、引

き続き、女性の活躍の更なる推進や継続就業への配慮、育児・介護を始めとしたライフ

イベントとキャリア形成の両立など、法曹三者それぞれによる一層の自主的な取組や、

適切な情報公表を行っていくことが肝要である。 

 
69 全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会及び全国町村議会議長会。 
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〇 法曹養成課程において女性法曹の養成に向けた取組を進めることは、将来法曹の指導

的地位へ成長していく人材を確保する面でも非常に重要であり、更にその取組を加速さ

せる必要がある。 

〇 検察官については、継続就業に配慮する取組を進めるとともに、女性検察官の計画的

育成やキャリア形成支援に努めるなどし、女性検察官の登用拡大に向けた取組を加速す

る。 

〇 裁判官については、継続就業への配慮、女性裁判官の成長やキャリア形成の支援等に

関する自主的取組等の女性裁判官の一層の活躍に向けた更なる取組が進むよう、適切に

要請する。 

〇 弁護士については、関係機関との連携を強化するとともに、各種必要な情報を提供す

るなど、各団体における取組を促進することにより、女性弁護士の確保に向けた取組を

行うことを適切に要請する。 

（２）具体的な取組 

ア 検察官 

① 女性検察官の積極的な登用を進めるとともに、出産・育児休業を経て子育てをしな

がら勤務する女性検察官や法務省・他省庁に出向して活躍する女性検察官などのロ

ールモデルとなる女性法曹による教育等を通じ、法曹養成課程における女性法曹輩

出のための取組 （活躍事例の提供、メンター制度の充実、法曹志望者に対する各種説

明会・座談会等の開催等）を進める。 

② 継続就業のため、本人の意向を把握しながら、個々の事情に応じた柔軟な勤務を可

能とするための取組や情報の提供を行うとともに、転勤の際に両立環境の整備に配

慮するなど、ワーク・ライフ・バランスの実現等に向けた具体的施策や、ハラスメン

ト防止のための取組を着実に推進する。 

イ 裁判官 

① 最高裁判事も含む裁判官全体に占める女性の割合を高めるよう裁判所等の関係方

面に要請する。 

② 多様なキャリアプランがあることを前提に、出産・育児休業を経て子育てをしなが

ら勤務する女性裁判官や様々な役割を担って各裁判所で活躍する女性裁判官などの

ロールモデルとなる女性法曹による教育等を通じ、法曹養成課程における女性法曹

輩出のための取組 （活躍事例の提供、メンター制度の導入、法曹志望者に対する各種

説明会等の開催又は協力等）を要請する。 

③ 継続就業のため、転勤の際に両立環境の整備に配慮するなど、ワーク・ライフ・バ

ランスの実現に向けた取組や、ハラスメント防止のための取組を着実に進めるよう

要請する。 

ウ 弁護士 

① 弁護士に占める女性の割合を高めるよう弁護士会等の関係方面に要請する。 

② 出産・育児休業を経て子育てをしながら執務する女性弁護士や企業、中央省庁及び

地方公共団体等の組織で勤務する女性弁護士など、多様な働き方を実現している女

性法曹がロールモデルとなって行う教育等を通じ、法曹養成課程における女性法曹
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輩出のための取組 （活躍事例の提供、メンター制度等の充実、法曹志望者に対する各

種説明会・座談会の開催等）を要請する。 

③ 継続就業のための環境整備に配慮する取組を進め、ワーク・ライフ・バランスの実

現に向けた取組やハラスメント防止のための取組を着実に進めるよう要請する。 

④ 弁護士会内部でのクオータ制を含めた積極的改善措置（ポジティブ・アクション）

の取組が更に広がるよう検討を要請する。 

エ 法曹養成課程 

① 法科大学院の公的支援の枠組や、法曹養成課程における女性法曹輩出のための取

組例を各法科大学院や高等学校の進路指導担当者等に共有することなどを通じて女

性法曹輩出のための取組を推進する。 

３ 行政分野 

（１）施策の基本的方向 

〇 国は、民間に率先する立場として、女性職員の採用・登用拡大に取り組むとともに、子

育てや介護を担う職員を含め、男女全ての職員の働き方改革によるワーク・ライフ・バ

ランスを実現するため、取組を進めてきた。この結果、採用者の女性比率は５次計画の

成果目標である毎年度 35％以上を達成しているほか、各役職段階に占める女性の割合も

着実に上昇しており、こうした女性たちが活躍し、登用が進められるよう取り組んでい

くことが必要である。そのため、令和７（2025）年の女性活躍推進法の延長・改正によ

り、令和８（2026）年４月から女性管理職比率の公表等が義務化されることを踏まえ、取

組を加速する。 

〇 また、女性活躍推進法に基づく男女間給与差異の公表についても法律で義務付けるこ

とにより、差異の要因等の把握や、差異の背景にあると考えられる登用の遅れやキャリ

ア継続の課題等について、更なる分析や取組の推進を行う。 

〇 男性についても、育児に伴う休暇・休業を取得する職員が大きく増加し、育児休業取

得率の更なる上昇を目指した新たな政府目標70も立てられた。今後、法の期限が延長され

た女性活躍推進法も踏まえ、男性職員の育児参画の更なる促進も含めた男女問わず働き

やすい環境整備の取組を進める。 

〇 その中で、将来、指導的地位へ成長していく人材の確保に向け、女性職員の職域の拡

大や計画的なキャリア形成、外部からの女性の中途採用（育児等を理由に一旦退職した

女性の採用を含む。）の取組を一層加速する。 

〇 地方公共団体は、子育て・教育、介護・医療、まちづくりなど、住民生活に密着した行

政を担っており、少子高齢化による人口減少や過疎化が深刻化する中で、様々な視点を

確保し持続可能な社会を実現する観点からも、地方公共団体の政策・方針決定過程にお

ける女性の参画が求められる。 

〇 既に多くの女性の採用・育成が進んでおり、女性職員の活躍は、地方公共団体の経営

戦略上、今後、更に重要性を増していく。また、地方公共団体には、地域で率先する役割

 
70 公務員の男性の育児休業取得率の目標（2030 年までに 85％（２週間以上の取得率））。こども未来戦

略（令和５年 12 月 22 日閣議決定）。 
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も求められている。一方、地方公共団体によって取組や女性の登用に差が生じている状

況にある。 

〇 こうした状況を踏まえ、それぞれの実状に即した、地方公共団体における主体的かつ

積極的な取組を促進する。 

〇 また、国・地方公共団体問わず、女性が一人もいない審議会等をなくすとともに、更に

女性委員の登用が進むよう、取組を進める。 

〇 政策・方針決定過程への女性の参画を拡大するため、あらゆる施策を講じ、多様な人

材を生かすダイバーシティ・マネジメントを進めることにより、国民のニーズのきめ細

かな把握や、新しい発想による対応を可能とすることで、政策の質と行政サービスの向

上を図り、持続可能な発展に貢献する行政組織を構築する。 

（２）具体的な取組 

ア 国の政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

（ア）国家公務員に関する取組 

① 国の各府省等は、令和７（2025）年に改正された女性活躍推進法に基づく事業主行

動計画の策定や、公表義務が拡大された情報公表等の仕組みを活用し、取組を積極的

に推進する。その際、働き方改革や女性の採用・登用の拡大等について定めた採用昇

任等基本方針（平成 26 年６月 24 日閣議決定）に基づく取組指針に基づき各府省等

が策定した取組計画の内容と整合性を図るものとする。また、各府省等において、数

値目標を設定した事項の進捗状況及び取組の実施状況を経年で公表する。 

② 令和７（2025）年に改正された女性活躍推進法による情報公表義務の拡大を踏ま

え、各府省等の取組について、比較できる形での更なる「見える化」を行う。 

③ 技術系の女性を含めた、国家公務員志望者の拡大に資する戦略的広報を積極的に

実施する。また、管理職以上の官職も含めた外部女性人材の採用・登用に取り組む。 

④ 女性職員の登用拡大に向けて、研修や多様な職務機会の付与による積極的・計画的

な育成や相談体制の整備、出産・育児期等を迎える前又は出産・育児期等を超えてか

ら将来のキャリアアップに必要とされる重要な職務経験を積ませ、登用につなげる

などの柔軟な人事管理を進める。 

⑤ 育児休業等から復帰した女性職員等について、管理職等への昇任意欲の向上を図

るため、育児と仕事の両立とともに着実にキャリア形成を実現している管理職等の

活躍事例などを掲載した事例集の公表を通じ、両立やキャリア形成の課題に対応し

た意識啓発に資するロールモデル等の展開を進める。 

⑥ 育児・介護等の状況に配慮し、転勤が個々のキャリアパスの支障にならないよう、

本人の意向を把握しながら柔軟な人事管理を進める。 

⑦ 各府省等の幹部職員・管理職員が職員の勤務状況を直接把握した上で、超過勤務の

徹底した削減や各種休暇の取得促進を行う。また、テレワークやフレックスタイム制

等を活用した働く時間と場所の柔軟化等の働き方改革を進める。 

⑧ 男女ともに子育てをする共育て社会を実現するため、特に男性職員の育児に伴う

休暇・休業の取得を促すべく、こどもが生まれた全ての男性職員が１か月以上を目途

に育児休業等を取得できるような環境の実現に向けて、休暇・休業中の体制の準備や
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業務分担の見直し等を行うなど、業務面における環境整備を行う。また、男性職員の

育児等に係る状況を把握し、育児休業等の取得を呼びかける。 

⑨ 女性職員の活躍及びワーク・ライフ・バランスに関する管理職の理解促進や行動変

容を促すため、管理職向けの研修等を進める。 

⑩ 女性職員の活躍及び男女のワーク・ライフ・バランスを進め、限られた時間を効率

的に生かすことを重視する管理職を人事評価において適切に評価することを徹底す

るよう、研修等を通じて、継続的な周知徹底を図るとともに、多面観察などの取組を

通じて管理職のマネジメント能力の向上を図る。 

⑪ セクシュアルハラスメント防止のための研修の強化やパワーハラスメント防止に

関する人事院規則の制定など、ハラスメントの防止対策が強化されたところであり、

研修やセミナー、ハラスメント防止週間の設定等の職員に対する一層の周知啓発、苦

情相談体制の整備、ハラスメントが生じた場合の被害職員の救済、行為職員に対する

厳正な処分等の迅速かつ適切な措置等を実施する。 

⑫ 各府省が実施する子宮頸がん検診・乳がん検診について、女性職員が受診しやすい

環境整備を行う。 

⑬ 公務組織を構成する多様な職員が、心身の健康を保持しながら活躍することがで

きるよう、性差・年齢等に応じた様々な健康課題への理解を促進する。特に女性につ

いては月経、出産等、個人差は大きいもののライフステージごとに特有の健康課題が

存在することに留意して、研修等を通じ、理解を促進する。 

⑭ 治安、矯正、安全保障等の分野で働く国家公務員の女性の採用、育成及び登用並び

に生活環境・両立環境の整備を進めるとともに、ハラスメント等の各種相談体制の整

備・防止策を行う。また、女性の参画状況について広く理解を得るために、情報発信

を行う。 

⑮ 衆議院事務局、衆議院法制局、参議院事務局、参議院法制局、国立国会図書館、最

高裁判所等に対し、女性活躍推進法に基づく事業主行動計画の策定の仕組みを活用

し、女性の参画拡大・女性の活躍推進に向けた積極的な取組を推進するよう要請す

る。 

（イ）国の審議会等委員等の女性の参画拡大 

① 各審議会の女性委員の人数・比率について定期的に調査・分析・公表を行うととも

に、女性委員登用が進んでいない場合には、その要因等について各府省等で分析した

結果を公表する。 

② 審議会等委員の選任に際しては、引き続き、性別のバランスに配慮するとともに、

団体推薦による審議会等委員について、各団体等に対して、団体からの委員の推薦に

当たって格段の協力を要請する。 

③ あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画を促進する。国の審議会

等委員又は審議会等専門委員等に加え、行政運営を補佐するため各行政機関におい

て開催される複数の外部有識者が含まれるあらゆる合議体（複数の外部有識者から

個別に意見聴取を行い、それらの意見を総合的に参考とするような場合を含む。）に

おいて、その外部有識者たる構成員についても性別の偏りがないよう取組を進める。 

（ウ）独立行政法人、特殊法人及び認可法人における女性の参画拡大 
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① 独立行政法人、特殊法人及び認可法人の事業主行動計画の策定を支援するととも

に、それぞれの機関の役員や管理職への女性の積極的な登用を推進するよう強く要

請する。 

イ 地方公共団体の政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

（ア）地方公務員に関する取組 

① 女性職員の活躍に資する以下の取組について、各地方公共団体の実情に即し、主体

的かつ積極的に取組を推進するよう要請する。また、令和７（2025）年に改正された

女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画について数値目標を設定した項目の進

捗状況及び取組の実施状況が経年で公表されることを徹底するとともに、公表義務

が拡大される情報公表について、適切に対応する。また、各団体の取組について、比

較できる形での更なる「見える化」を行う。 

② 女性職員の登用拡大に向けて、研修や多様な職務機会の付与等による積極的・計画

的な育成や相談体制の整備、出産・育児期等を迎える前又は出産・育児期等を超えて

から将来のキャリアアップに必要とされる重要な職務経験を積ませ、登用につなげ

るなどの柔軟な人事管理を促進する。また、女性人材の外部からの採用・登用を促進

する。 

③ 育児休業等から復帰した女性職員等について、管理職等への昇任意欲の向上を図

るため、育児と仕事の両立とともに着実にキャリア形成を実現している管理職等の

活躍事例などを掲載した事例集の公表を通じ、両立やキャリア形成の課題に対応し

た意識啓発に資するロールモデル等の展開を進める。 

④ 原則全ての職員を対象とするフレックスタイム制度の導入・拡充の検討、テレワー

クの推進等による職場の働き方改革や徹底した時間外勤務の縮減、休暇の取得促進

を行う。 

⑤ 管理職の意識変革を促すとともに、女性職員の活躍及び男女のワーク・ライフ・バ

ランスを進め、限られた時間を効率的に生かすことを重視する管理職が人事評価に

おいて適切に評価されるよう促進する。 

⑥ 男性職員の育児等に係る状況を把握し、育児に伴う休暇・休業等の取得を呼びかけ

るとともに、周囲のサポート体制や代替要員の確保を図り、気兼ねなく育児休業等を

取得できる職場環境の整備を促進する。 

⑦ 地方公共団体における女性職員の活躍及び働き方改革の好事例を収集・周知する

ことにより、各地方公共団体の実情に即した主体的かつ積極的な取組を促進する。 

⑧ 市区町村における旧氏使用に関する規定等の整備状況を調査・公表するとともに、

職員が旧氏を使用しやすい職場環境づくりを促進する。 

⑨ 地方公共団体が実施する子宮頸がん検診・乳がん検診について、女性職員が受診し

やすい環境整備を促進する。 

⑩ 公務組織を構成する多様な職員が、心身の健康を保持しながら活躍することがで

きるよう、性差・年齢等に応じた様々な健康課題への理解を促進する。特に女性につ

いては、月経、出産等、個人差は大きいもののライフステージごとに特有の健康課題

が存在することに留意して理解を促進する。 

⑪ 非常勤職員を含めた全ての女性職員が、その個性と能力を十分に発揮できるよう、

育児休業や介護休暇等の普及・啓発の実施や、ハラスメント等の各種相談体制の整備
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等を促進する。地方公共団体で働く非常勤職員について、地方公共団体の業務におい

て重要な役割を果たしている会計年度任用職員に対し、期末・勤勉手当の適切な決定

を行う旨や、給与改定について、改定の実施時期を含め、常勤職員の給与改定に係る

取扱いに準じて改定することが基本である旨の助言を行うなど、会計年度任用職員

の適正な処遇の確保・改善に引き続き取り組むとともに、職務経験等を考慮した適切

な給与水準の決定や、能力実証を経た常勤化の普及促進を図る。 

⑫ 治安の分野で働く女性の採用、育成、両立環境の整備及び登用を促進するため、積

極的な情報発信等を実施する。 

⑬ 消防吏員に占める女性の割合の増加に向け、女性の消防吏員の採用に向けた積極

的な広報を実施する。また、女性専用施設等の職場環境の整備について支援を行うと

ともに、先進的な取組事例の全国展開、管理職員向け研修会等を実施する。 

（イ）地方公共団体の審議会等委員への女性の参画拡大 

① 各都道府県・政令指定都市が設定している審議会等委員への女性の参画に関する

数値目標や、これを達成するための様々な取組、女性比率の現状、女性が一人も登用

されていない審議会等の状況等を調査し取りまとめて提供し、審議会等委員への女

性の参画を促進する。 

４ 経済分野 

（１）施策の基本的方向 

〇 女性の活躍推進は、少子高齢化に伴う人口減少が深刻化する我が国において、多様性

が尊重される社会を実現するとともに、我が国の経済社会にイノベーションをもたらし

持続的な発展を確保する上でも不可欠なものである。さらに、資本市場においては企業

の女性活躍の状況が投資判断で重視される傾向が強まっており、女性が企業の責任ある

地位で活躍することは、グローバルな競争が激化する中で、企業の持続的な成長にもつ

ながるものである。 

〇 国際的に見ても立ち遅れている、企業における女性登用を加速するため、政府として

は、東証プライム市場上場企業を対象として、「2030 年までに、女性役員の比率を 30％

以上とすることを目指す」などの目標を掲げた。これを受け、東京証券取引所において

も所要の上場規程が整備され、５次計画における成果目標を新たに設定した。これらの

取組を通じて、女性活躍の機運は着実に高まってきたが、女性の登用が進んでいる企業

とそうでない企業があり、進捗には差異が見られるほか、女性役員の社内登用は少ない

状況にある。また、東証プライム市場上場企業以外の企業における取組も進めていくこ

とが必要である。 

〇 また、女性活躍推進法に基づく男女間賃金差異の公表義務化に伴い、差異の把握や要

因分析が進められているところ、差異の背景にあると考えられる登用の遅れやキャリア

継続の課題等について、更なる分析や取組の推進を行うことが重要である。法の延長・

改正により、令和８（2026）年４月からは男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公

表について、常時雇用する労働者の数が 101 人以上の一般事業主及び特定事業主に法律

で義務付けられることから、取組の加速が一層重要となる。 

〇 経済分野において、男女共同参画を推進するためには、企業が主体的かつ積極的に女

性の活躍や従業員の仕事と家庭生活の両立を推進するとともに、女性起業家や女性労働
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者に対する能力開発・発揮に向けた支援が重要である。特に、女性の起業を後押しする

ためには、「ロールモデル」の存在や「ネットワーク」の構築形成などの環境づくりとと

もに、女性起業家に対するハラスメント対策を講じることが重要である。 

〇 政府としては、公共調達、補助金、認定制度等を活用したインセンティブ付与、資本市

場等に対する女性の活躍状況に関する情報の開示、女性の活躍の重要性に関する各界の

リーダーの理解の促進、人材の育成等企業における女性登用の推進のため必要なあらゆ

る取組を進める。 

（２）具体的な取組 

ア 企業における女性の参画拡大 

① 女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏まえた目標設定、目標達成に向けた取

組を内容とする事業主行動計画の策定、女性の活躍状況に関する情報公表、女性活躍

推進に向けて企業等が行う積極的改善措置（ポジティブ・アクション）等の取組を要

請等により促進するとともに、令和７（2025）年に改正された女性活躍推進法に基づ

き、女性管理職比率の公表等新たに義務付けられる取組内容について、あらゆる機会

を通じて事業主に対し周知し、円滑な施行及び実効性の確保を図る。 

② 事業主、特に中小企業を対象として、女性の活躍推進に関する自社の課題を踏まえ

た取組内容の在り方、男女の賃金の差異の要因分析等について、個別企業の雇用管理

状況に応じたコンサルティングを実施するとともに、男女間賃金差異について容易

に分析できるツール等の各種支援ツールやマニュアル等の提供・活用促進による支

援を実施する。 

③ 職場における固定的な性別役割分担意識や、無意識の思い込み（アンコンシャス・

バイアス）は女性のキャリア形成の障壁ともなっており、その解消のための周知啓発

や、学生等を対象としたキャリア形成支援等に関する周知啓発等を行い、職業生活に

おける女性の活躍推進を促す。 

④ 事業主や人事労務担当者等を対象とした女性活躍推進法の内容に関する説明会を

開催するほか、都道府県労働局の雇用均等指導員による女性活躍推進法に関する事

業主からの問合せ・相談等の対応を行う。 

⑤ 多くの企業が女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異や管理職に占める女性の

割合等の情報公表を女性の活躍推進企業データベース上で実施するよう周知や登録

勧奨等を行い、女性活躍等に関する企業情報の見える化を推進する。また、大学・キ

ャリアセンター等との連携等により、学生等求職者が同データベースを活用して企

業選択を行うよう周知・啓発を進めるととともに、データベースの機能強化やコンテ

ンツの充実等によりユーザビリティの向上を図る。 

⑥ 公共調達において、女性活躍推進法に基づく認定の取得等をしたワーク・ライフ・

バランス等推進企業を加点評価することにより、これらの企業の受注機会の増大を

図る。 

⑦ 企業における女性の活躍に関し、投資判断に有用な企業情報の開示を促進するた

め、有価証券報告書において企業の判断で行う情報開示の好事例を収集し、周知す

る。 

⑧ 企業における女性役員の登用に関し、企業において目標を設定し、行動計画を策定

することを推進するため、企業の好事例を含めた啓発資料等を周知する。 
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⑨ 有価証券報告書に掲載された女性役員に係る情報の集計及び開示の取組や女性役

員の登用が進んでいない要因の調査等を通じ、女性の活躍に積極的に取り組む企業

が評価されることや、企業における女性役員登用・育成の課題の克服につながるよう

努める。 

⑩ ジェンダー平等の推進と企業価値の向上の両立に向けた行動指針として、国連グ

ローバル・コンパクトと UN Women が策定した「女性のエンパワーメント原則」（ＷＥ

Ｐｓ）及び国際標準化機構（International Organization for Standardization）が

発行した「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントの推進と実施のためのガイド

ライン」（ISO 53800）の普及を行う。 

⑪ 経営戦略の実現に必要な知・経験を持った人材が、属性を問わず活躍することがで

きる環境の整備と、組織文化の醸成を行うことで、イノベーションを生み出し、価値

創造につなげていく「ダイバーシティ経営」について、経営陣の考え方や具体的取組

方法について示したレポートを各種支援ツールと併せて企業に対して発信する。 

イ 女性の能力の開発・発揮のための支援 

① 長期的な視野から女性リーダーを養成していくため、学校等における女性リーダ

ーの養成プログラムの開講を促す。 

② 役員候補者となり得る女性人材のデータベース「女性リーダー人材バンク」の利用

者増加に向けた取組の検討を行う。 

ウ 女性起業家に対する支援等 

① 女性がアクセスしやすい男女共同参画センター等を女性の起業支援の拠点として、

地方公共団体において実施する、女性のための起業セミナーやチャレンジショップ

等の継続的な開催を通じた女性起業家のネットワーク形成など、女性の起業支援の

取組を、地域女性活躍推進交付金を始めとする財政支援や男女共同参画機構におけ

る全国的な外部専門人材のデータベースの整備により後押しする。 

② 男女共同参画センター等の関係機関とも連携しつつ、全国各地における女性起業

家支援の好事例についての横展開や女性起業家支援ネットワークの構築を図ること

で、女性起業家を総合的に支援する。 

③ 女性の起業・創業の活性化や女性起業家の成長・発展を促進するため、多様なロー

ルモデルについて、関係機関等に周知・普及を図る。 

④  「女性、若者／シニア起業家支援資金」等による資金調達支援を実施するほか、株

式会社産業革新投資機構による女性キャピタリストを採用・育成する民間ファンド

や女性起業家に積極的に投資する方針の民間ファンドへの出資等を促進し、女性の

起業を引き続き後押しする。 

⑤ 女性も含めた後継者の事業承継を後押しし、中小企業・小規模事業者の事業承継・

Ｍ＆Ａを促すため、予算・税制等を含めた総合的な支援策を推進する。また、その活

用事例を展開していく。 

⑥ ベンチャーキャピタル等の支援機関に対し、女性起業家へのセクシュアルハラス

メントを含めたハラスメントの防止に関する周知等を実施する。 

⑦ 令和６ （2024）年 10 月に策定した｢ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待され

る事項（ＶＣＲＨｓ）｣において、広く内外機関投資家から資金調達を目指すベンチ
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ャーキャピタルに対してハラスメント防止を含めコンプライアンス管理の体制確保

を推奨しており、業界団体への周知などを通じて、これらの浸透を図る。 

⑧ 女性起業家に対するハラスメントも含め、相談を受け付ける「みんなの人権110番」

等について、引き続き周知を図る。 

５ 学術分野 

（１）施策の基本的方向 

〇 学術分野は、我が国及び人類社会の将来にわたる持続可能な発展のための基盤であり、

男女が共に参画し、その恩恵を享受できることが重要である。 

〇 現在、我が国の研究職71に占める女性の割合は増加傾向にあるものの、欧米諸国では約

３～４割となっている一方、日本は 18.5％となっており、国際的に比較して低水準にと

どまっている。研究職は、職業人としての専門性を身に付けキャリアアップにつながる

職種であり、女性の更なる参画拡大が望まれる。そのためには、分野ごと、地域ごとの課

題を精査し、実効性のある対策実施を促進する必要がある。  

〇 女性研究者の裾野を広げると同時に、意思決定を行う理事長・学長・研究所所長等の

経営層や現場のトップ、研究現場を主導する上位職への女性登用推進に向けた大学、研

究機関、学術団体、企業等への積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の取組支援が

必要である。  

〇 女性研究者が研究活動を継続でき、長期的に最前線で活躍できるよう、男女双方に対

する研究等と育児・介護等の両立支援や、研究力の維持・向上に対する支援など、環境整

備も不可欠である。 

（２）具体的な取組 

ア 学術分野における女性の採用・登用の促進及び研究力の向上 

① 令和７（2025）年に改正された女性活躍推進法の適用がある事業主（大学を含む。）

については、同法に基づく事業主行動計画の策定等の仕組みを活用し、研究者として

研究開発の分野で指導的地位に占める女性の割合を高める等、女性の活躍推進に向

けた取組を推進するよう要請する。また、学術関連機関の理事長・学長・研究所所長

の女性比率を把握し、公表する。 

② 科学技術・イノベーション基本計画における数値目標を踏まえ、学術分野における

女性の新規採用・登用に関する数値目標の達成に向けて、各主体（大学、研究機関、

学術団体、企業等）が自主的に採用・登用に関する目標を設定し、その目標及び推進

状況を公表するよう要請する。 

③ 若手研究者含む女性研究者の比率向上や学長、副学長及び教授における女性登用

を促進するため、国立大学法人運営費交付金や私立大学等経常費補助金を始めとす

る大学への資源配分において、引き続きインセンティブを付与するとともに、女性を

含む様々な人材が活躍できる環境整備のため、現在の仕組みの効果や課題も踏まえ

つつ、必要な施策を検討する。 

 
71 第５分野では同分野に関連した研究者・技術者について記載している。 
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④ 男女共同参画会議、総合科学技術・イノベーション会議及び日本学術会議の連携を

強化するとともに、科学技術・イノベーション基本計画等テクノロジー関連の政府計

画等において、男女共同参画及び女性活躍の視点を踏まえた方向性を明記する。 

⑤ 国が関与する科学技術プロジェクト等における積極的改善措置（ポジティブ・アク

ション）の取組を推進するなど、学術分野に係る政策・方針決定過程への女性の参画

を拡大する。 

⑥ 研究者及び研究補助者等に係る男女別の実態を把握するとともに統計データを収

集・整備し、分野等による差異、経年変化を分析し、改善策を見いだす。 

イ 学術分野における女性人材の育成等 

① 女性研究者の採用の拡大や研究現場を主導する女性リーダーの育成に向けて、上

位職へのキャリアパスの明確化、メンタリングを含めたキャリア形成支援プログラ

ムの構築、その他女性研究者の採用及び登用に関する積極的改善措置（ポジティブ・

アクション）の取組について、大学、研究機関、学術団体、企業等への普及を図る。 

② 女性研究者の就業継続や研究力の向上に向けた女性研究者のネットワーク形成支

援、メンター制度の導入、ロールモデル情報の提供、定期的な研修や相談窓口の活用

及び各種ハラスメントのない職場環境の整備等を促進する。 

③ 大学、研究機関、学術団体、企業等の経営層や管理職が多様な人材を生かした経営

の重要性を理解し、女性研究者の活躍推進に積極的に取り組むよう、男女共同参画に

関する研修等による意識改革を促進する。 

④ 男女双方に対する研究と出産・育児、介護等との両立支援や、女性研究者の研究力

向上及びリーダー経験の機会の付与、博士後期課程へ進学する女子学生への支援の

充実等を一体的に推進する、ダイバーシティ実現に取り組む大学等を支援する。 

ウ 研究活動と育児・介護等の両立に対する支援及び環境整備  

① 大学、研究機関、企業等において、男女の研究者 ・技術者が正規・非正規等の雇用

形態を問わずに仕事と育児・介護等を両立できるようにするため、長時間労働の解

消、短時間勤務やフレックスタイム勤務、テレワークによる多様な働き方の推進、育

児・介護等に配慮した雇用形態や両立支援制度の確立、キャリアプランや育児・介護

等に関する総合相談窓口の設置など保育・介護サービスや病児・延長保育の確保、不

妊治療に係る職場環境の整備等を促進する。 

② 男女の研究者向けの柔軟な勤務体制の構築や研究支援員の配置、家族帯同に関す

る支援制度など、女性研究者のみでなく男女が共に育児や介護を担っていくことへ

の支援を積極的に進める大学等を支援する。 

③ 育児・介護等により競争的研究費に係る研究から一時的に離脱せざるを得ない場

合において、研究期間の延長や代行者・研究支援者の登用により研究を継続できるよ

う配慮した競争的研究費の運用を促進する。  

④ 競争的研究費の若手研究者向け支援事業の公募要領における年齢制限等において、

育児・介護等により研究から一時的に離脱した者に対して配慮した応募要件となる

よう促す。  

⑤ 博士の学位取得者で優れた研究能力を有する者が、出産・育児による研究中断後、

円滑に研究現場に復帰することができるよう支援する。 
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エ 大学や研究機関におけるハラスメントの防止  

① 大学や研究機関に対して、各種ハラスメントの防止のための取組が進められるよ

う必要な情報提供等を行うなど、各種ハラスメント防止等の周知徹底を行う。また、

各種ハラスメントの防止のための相談体制の整備を行う際には、第三者機関の設置

を含めた第三者的視点に加え、性別割合に配慮した担当者を配置するなど、真に被害

者の救済となるようにするとともに、被害者の学修・研究環境を守る取組、再発防止

のための改善策等が大学運営に反映されるよう促す。また、雇用関係にある者の間だ

けでなく、学生等関係者間も含めた防止対策の徹底を促進する。 

６ 教育・スポーツ・メディア等 

（１）施策の基本的方向 

〇 教育委員会や学校において、女性の能力発揮が組織の活性化に不可欠であること、ま

た、管理職の性別構成が児童生徒の意識に影響を与え得ることを踏まえ、教育長や教育

委員、校長、教頭など意思決定過程への女性の登用を推進する。特に、学校においては校

長への女性の登用を一層促進する。 

多様なキャリアの女性教員が将来的に校長や教頭に就任することにつながるよう、多

様なモデルを提示し管理職の仕事の意義ややりがいを示すとともに、様々な経験や役割

を担う機会を積極的に与えるポジティブ・アクションなどを通じて、女性教員の育成を図

る。 

〇 女性のスポーツ参加を促進するための環境整備を行う。その際、男女の健康状況や運

動・スポーツ習慣が異なることを踏まえた取組を進めることができるよう、スポーツ指

導者においても、女性の参画を進める必要がある。 

また、女性競技者が、健康かつ安心して競技スポーツを継続できる環境を整備するとと

もに、その高い技術・経験を生かして、現役引退後も監督・コーチ・スタッフ等として継

続して活躍できるよう、現役時代から引退後のセカンドキャリアを見据えた準備を支援

する取組を推進する。 

〇 国民の意識の醸成に大きな影響力を持っているメディア分野等においては、業界団体

役員に占める女性の割合が低い水準にとどまっているなど、意思決定過程に占める女性

の割合がまだまだ少ないことから、女性登用の促進に取り組む必要がある。 

メディア等からの情報がこどもを始め様々な世代に対して固定的な性別役割分担意識

等を植え付けず、また、押し付けないようなものとなるためには、メディア分野の経営層

や管理職において性別による偏りがないことが重要である。このため、メディア分野等に

おける意思決定過程への女性の参画拡大を促進する。 

〇 これら女性の登用・参画を進める上で能力発揮や継続就業の妨げとなる各種ハラスメ

ントの防止に向け、国際的な動向も踏まえつつ、女性の活躍推進と一体的に進める必要

がある。 

（２）具体的な取組 

ア 教育分野 
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① 管理職を含む学校関係者が男女共同参画の意義を理解し、女性管理職登用を促進

するため、研修プログラムの周知・普及を行うことで学校での研修機会の充実を図

る。 

② 独立行政法人教職員支援機構が実施する校長、副校長・教頭等、及び中堅教員・次

世代リーダー教員が参加する各種研修において女性参加割合に係る目標値を設定す

るとともに、女性管理職のネットワークの形成を促進する。また、当該研修の実施を

通じて、男性教員や教育委員会職員を含む関係者の男女共同参画に関する意識付け

を行う。 

③ 男女共同参画機構において、教育長、教育委員、教育委員会や教育センターの職員、

学校の管理職等が、学校における男女共同参画に関する現状・課題を把握し、女性の

管理職登用促進や教職員のキャリア形成支援等の意義・必要性について理解を深め、

地域の実情に合わせた課題解決の方策を検討できるよう研修や教育・学習支援等を

実施する。また、研修を効果的なものとするため現状の把握と課題の抽出のための調

査研究を行う。 

④ 各教育機関や教育関係団体における意思決定層への女性の登用について、具体的

な目標設定を行うよう要請する。その際、学校に関しては校長と教頭のそれぞれにつ

いて目標設定を行うよう促す。 

⑤ 令和７（2025）年に改正された女性活躍推進法に基づき、特定事業主である教育委

員会や一般事業主である学校法人における管理職に占める女性の割合の公表等を通

じた女性の管理職登用に向けた取組等を推進する。  

⑥ 管理職選考について女性が受けやすくなるよう、教育委員会における検討を促す。 

⑦ 女性管理職の割合が高い地方公共団体における取組の好事例の横展開を図る。 

⑧ 教職員の男女が共に仕事と育児・介護等の両立を図ることができるよう、勤務時間

管理の徹底や業務の明確化・適正化等の働き方改革、男性の育児休業取得促進やマタ

ニティハラスメント防止等の両立支援を進める。なお、その際、育児・介護休業法、

次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）その他の労働関係法令は学校

法人についても適用されることに留意する。 

⑨ 学校運営に地域の声を反映するために設置することが努力義務となっている学校

運営協議会の委員の構成について、女性の登用を推進するよう教育委員会に促す。 

⑩ 大学や研究機関に対して、各種ハラスメントの防止のための取組が進められるよ

う必要な情報提供等を行うなど、各種ハラスメント防止等の周知徹底を行う。また、

各種ハラスメントの防止のための相談体制の整備を行う際には、第三者機関の設置

を含めた第三者的視点に加え、性別割合に配慮した担当者を配置するなど、真に被害

者の救済となるようにするとともに、被害者の学修・研究環境を守る取組、再発防止

のための改善策等が大学運営に反映されるよう促す。また、雇用関係にある者の間だ

けでなく、学生等関係者間も含めた防止対策の徹底を促進する。（再掲） 

イ スポーツ分野 

① スポーツ指導者における女性の参画を促進するため、競技団体や部活動等の指導

者を目指す女性競技者等を対象として、コーチングのための指導プログラムを活用

し、女性特有の身体的特徴や、ニーズ等への配慮、ハラスメント等についての研修を

実施する。 
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②  「スポーツ団体ガバナンスコード」で設定された女性理事の目標割合（40％以上）

達成に向けて、各中央競技団体における目標設定及び具体的方策の実施を促し、女性

理事のいない各中央競技団体をなくすための支援を行う。 

③ 地域の実態や住民のニーズに応じたスポーツに関する指導ができる人材について、

各地方公共団体が養成・活用に努めるよう支援する。 

④ 女性競技者に対する男性指導者等からのセクシュアルハラスメントや性犯罪の防

止に向けた取組を推進する。 

⑤ 競技者に対する性的意図を持った写真や動画の撮影・流布などによるハラスメン

トの防止に向けた取組を推進する。 

⑥  「スポーツ団体ガバナンスコード」に基づき、各スポーツ団体における、競技者等

に対する各種ハラスメント根絶に向けたコンプライアンス教育の実施を推進する。 

ウ メディア分野 

① メディア分野等における意思決定過程への女性の参画拡大に関する取組の好事例

を周知する。 

② 女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏まえた目標設定、目標達成に向けた取

組を内容とする事業主行動計画の策定、女性の活躍状況に関する情報公表、女性活躍

推進に向けて企業等が行う積極的改善措置（ポジティブ・アクション）等の取組を要

請等により促進するとともに、令和７（2025）年に改正された女性活躍推進法に基づ

き、女性管理職比率の公表等新たに義務付けられる取組内容について、あらゆる機会

を通じて事業主に対し周知し、円滑な施行及び実効性の確保を図る。（再掲） 

③ メディア分野のハラスメント防止に向けて、 

・ ハラスメント防止に関する環境についての意思疎通を図る。 

・ メディア分野の経営者団体等に対して、ハラスメント防止に関する政府の取組を

周知するとともに、メディア分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

などについての要請を行う。 

７ 専門・技術職、各種団体等 

（１）施策の基本的方向 

〇 特に専門性の高い専門的・技術的な職業に従事する女性の割合を高める。 

〇 経済団体、労働組合、職能団体、職業団体、ＮＧＯ、ＮＰＯ等の団体内部における役員

などの意思決定過程へ女性の参画を促進するため、実効性のある積極的改善措置（ポジ

ティブ・アクション）の導入や各種団体間のネットワークの形成を促進し、各団体の実

情に即して主体的かつ積極的に取組が進められるよう促す。 

（２）具体的な取組 

① 役員登用に自主的なクオータ制を導入するなど女性登用を促進する積極的改善措

置（ポジティブ・アクション）を実施している職能団体等を参考に、各団体において

自主的かつ実効的な積極的改善措置（ポジティブ・アクション）が進むよう促す。 

② 令和７（2025）年に改正された女性活躍推進法に基づき、一般事業主である各団体

等の更なる取組を促す。 

③ 各分野における関連施策を着実に実施し、女性の参画拡大を推進する。 
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第３分野 女性の所得向上の実現と経済的自立に向けた環境整備 

 

【基本認識】 

〇 女性の所得向上・経済的自立は、男女の置かれた状況の違い等を背景に生じている様々

な困難を解消していく上でも重要な鍵となり、個人が尊厳をもって生きることとも密接

にかかわるものである。 

〇 しかしながら、女性の所得についてみると、有業の既婚女性の約半数が所得 200 万円

未満、未婚女性の約６割が所得 300 万円未満72であり、このような状況も踏まえ、女性の

所得向上・経済的自立に向けた環境を整備していく必要がある。 

〇 国外に目を転じると、グローバルな人材獲得競争が激化している中で、またＥＳＧ投

資の進展にみられるように企業の女性活躍情報が投資判断に活用されている中、雇用に

おける男女共同参画の実現は、我が国企業が国内外の人材や投資家から選ばれるために

も極めて重要なものとなっている。企業経営においては、人的資本経営や健康経営、エ

ンゲージメント向上といった、人材に注目し、中長期的な企業価値向上につなげる経営

への関心が高まっている。 

〇 このような状況において、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保は、

働きたい人が性別に関わりなく活躍できる社会の実現に不可欠の前提である。さらに、

女性が個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するためには、積極的改善措置（ポジ

ティブ・アクション）の推進等による女性の参画拡大、男女間格差の是正や女性のキャ

リア形成を促進するための支援が重要である。 

〇 パートタイム労働等の非正規雇用は、多様な就業ニーズに応えるという積極的意義も

あるが、男性に比べ女性の方が雇用者に占める非正規雇用労働者の割合が高い73ことが高

齢期を含めた女性の貧困や男女間の待遇面の格差の一因になっているとの問題もある。

一方で、男性においては、非正規雇用労働者は少ないものの、女性と比べ男性の不本意

非正規雇用労働者比率74が相対的に高い状況にある75。このような状況を踏まえ、非正規

雇用労働者の正社員転換、待遇改善を図ることが重要である。 

〇 人生 100 年時代において、働き方が多様化する中で、各人がそれぞれの働き方を選択

する際に、その能力を十分に発揮できるようにすることが重要であることから、多様な

働き方をより安心して選択できる環境の整備が必要である。そのため、フリーランス、

副業・兼業等について、その拡大を踏まえ、必要な保護や支援が図られることが求めら

れている。 

 
72 総務省「令和４年就業構造基本調査」より算出。 
73 総務省「労働力調査（基本集計）」。 
74 不本意非正規雇用労働者とは、現職の雇用形態（非正規雇用労働者）についた主な理由について「正

規の職員・従業員の仕事がないから」と回答した者としている。また、不本意非正規雇用労働者比率

は、現職の雇用形態についた主な理由別内訳の合計に占める「正規の職員・従業員の仕事がないから」

と回答した者の割合を示す。 
75 総務省「労働力調査（詳細集計）」。 
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また、出産・育児を理由に離職し、その後、再就職した女性の中でブランクが長い人の

割合は低くなっている76が、ブランクの期間が長くても、自身の希望に応じて労働参加で

きるような労働市場を構築していく必要がある。 

〇 就業を継続していく上で、職場におけるハラスメントは、個人としての尊厳や人格を

不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為であるだけではなく、労働者の能力の

発揮の妨げにもなる。ハラスメントに起因する問題としては、職場全体の生産性の低下、

労働者の健康状態の悪化、休職や退職等につながり得ること、これらに伴う経営的な損

失等様々なものがある。このため、ハラスメントを根絶する職場環境の整備が必要であ

る。 

〇 以上を踏まえ、企業、経済団体、労働者、労働組合、国、地方公共団体等が連携し、女

性の所得向上・経済的自立の実現に向けた取組を着実に推進する。 

＜施策の基本的方向と具体的な取組＞ 

１ 積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進等による女性の参画拡大・男女の

均等な機会の確保 

（１）施策の基本的方向 

〇 Ｌ字カーブの解消や男女間賃金格差の是正に向けて、性別を理由とする募集・採用、

配置・昇進等における差別的取扱い、婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁

止を定めた雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和

47 年法律第 113 号。以下「男女雇用機会均等法」という。）の履行確保を図るとともに、

男女間賃金差異の公表の対象拡大及び女性管理職比率の公表義務化など、令和７（2025）

年に改正された女性活躍推進法の着実な施行や、差異の背景にあると考えられる登用の

遅れやキャリア継続の課題等について、更なる分析や取組の推進を行う。また、女性社

員の活躍を促進するための有効な方法とされるメンター制度やロールモデルとなる人材

の育成など、女性の円滑なキャリア形成を促進する。 

〇 さらに、女性が管理職を希望しない一因として考えられる管理職の長時間労働の改善

や、長時間労働や転勤を当然とするような従来の労働慣行を前提にしない働き方、ダイ

バーシティ経営等も推進する。 

（２）具体的な取組 

① 雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差別、婚姻、妊娠・出産等を理由

とする不利益取扱いについて、法違反があった場合には是正指導を行うなど、男女雇

用機会均等法の履行確保に取り組むとともに、労使紛争があった場合には紛争解決

の援助制度及び調停を活用し、円滑な紛争解決を図る。 

② コース等で区分した雇用管理制度を導入している企業に対して、実質的な男女別

雇用管理とならないようコース別雇用管理についての指針や間接差別となるおそれ

がある措置を定めた省令の周知徹底を図る。 

③ 男女雇用機会均等法等の関係法令や、制度について、労使を始め社会一般を対象と

して幅広く効果的に周知啓発を行う。また、学校等の教育機関においても、男女の平

 
76 総務省「令和４年就業構造基本調査」。 
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等や相互の協力、男女共同参画の重要性等についての指導を通じて、その制度等の趣

旨の普及に努める。 

④ 女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏まえた目標設定、目標達成に向けた取

組を内容とする事業主行動計画の策定、女性の活躍状況に関する情報公表、女性活躍

推進に向けて企業等が行う積極的改善措置（ポジティブ・アクション）等の取組を要

請等により促進するとともに、令和７（2025）年に改正された女性活躍推進法に基づ

き、女性管理職比率の公表等新たに義務付けられる取組内容について、あらゆる機会

を通じて事業主に対し周知し、円滑な施行及び実効性の確保を図る。（再掲） 

⑤ 令和７（2025）年に改正された女性活躍推進法の施行後５年の見直しについて、取

組の進捗を確認した上で必要な対応を図る。 

⑥ 公共調達において、女性活躍推進法に基づく認定の取得等をしたワーク・ライフ・

バランス等推進企業を加点評価することにより、これらの企業の受注機会の増大を

図る。（再掲） 

⑦ 企業向けの相談会・説明会の実施や個別企業訪問により女性の活躍推進に向けた

取組を行う中小企業を支援する。 

⑧ 中小企業等を対象として、女性の活躍推進に関する自社の課題を踏まえた取組内

容の在り方、男女の賃金の差異の要因分析等について、個別企業の雇用管理状況に応

じたコンサルティングを実施する。 

⑨ 職場における固定的な性別役割分担意識や、無意識の思い込み（アンコンシャス・

バイアス）は女性のキャリア形成の障壁ともなっており、その解消のための周知啓発

や、学生等を対象としたキャリア形成支援等に関する周知啓発等を行い、職業生活に

おける女性の活躍推進を促す。（再掲） 

⑩ キャリアコンサルティング面談と多様なキャリア研修などを組み合わせたキャリ

ア形成支援を体系的・定期的に実施したい企業に対して、制度の導入支援を実施す

る。 

⑪ 経済社会の変化に対応する労働者の学び・学び直しを支援するため、教育訓練給付

金制度におけるデジタル分野等の講座の拡大と教育訓練を受講しやすい環境整備を

図る。 

  あわせて、労働者の主体的な能力開発を一層支援する観点から、雇用保険被保険者

が自発的に教育訓練を受けるための無給の休暇を取得した場合に、基本手当に相当

する給付として、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金や、雇用保険被保険

者以外の者が教育訓練を受ける場合に、教育訓練費用と生活費を融資するリ・スキリ

ング等教育訓練支援融資事業について、周知徹底を図る。 

⑫ 組織における指導的立場を目指すなど、女性が社会で更に活躍するためのスキル

等の向上を目的とした教育プログラムの開発・普及等を促進する。 

⑬ 短時間勤務制度利用者の育児期におけるキャリア形成を促進する観点から、次世

代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画において、育児休業制度や短時

間勤務制度等を利用しても中長期的に処遇上の差を取り戻すことが可能となるよう

な昇進基準及び人事評価制度の見直しに向けた取組を盛り込むことが望ましい旨、

行動計画策定指針（平成 26 年内閣府・国家公安委員会・文部科学省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第１号）において示されているこ

との周知を図る。 
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⑭ 短時間正社員を含む「多様な正社員」制度については、人事評価の方法を含む各企

業の実情に応じた雇用管理等について、好事例の収集・周知に取り組む。 

⑮ 管理職登用に向けた人材育成のため、非管理職の女性に対するメンター制度導入

やロールモデルの提供・提示、管理職に必要なスキルを習得する勉強機会の提供を目

的とした研修の実施に向けて、マニュアルや好事例の周知啓発等の支援を行う。 

⑯ 管理職の時間外・休日労働の実態を把握するとともに、管理職を含む長時間労働の

改善に係る対応を検討する。（再掲） 

⑰ 女性を含む多様な人材の活躍を通じ、人手不足の解消や生産性向上を始めとする

企業価値の向上を実現するため、ダイバーシティ経営を推進する企業の好事例の周

知啓発を行うとともに、ダイバーシティ経営の実践に向けた支援を実施する。 

⑱ 管理職、更には役員へという女性登用のパイプライン構築に向けて、好事例の横展

開等により、企業への周知啓発を図る。 

⑲ 観光産業における人材の確保と定着、経営力強化・生産性向上に向けて、経営戦略

や組織マネジメント等の知識・技能を備えた、観光地・観光産業を牽引する人材育成

のため、教育プログラムを充実させるとともに、普及啓発を図る。 

⑳ 建設産業、海運業、自動車運送事業等（トラック運転者、バス運転者、タクシー運

転者、自動車整備士）、女性の少ない業種・職種において、多様な人材が働きやすい

環境の整備等により、女性の就業及び定着を促進する。 

２ 非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善の推進 

（１）施策の基本的方向 

〇 所得向上・経済的自立に向け、同一企業・団体内における正規雇用労働者と非正規雇

用労働者との間の不合理な待遇差を解消する同一労働同一賃金に向けた取組や、非正規

雇用労働者に対するリ・スキリング支援、就職支援等により、非正規雇用労働者の待遇

改善を図るとともに、正規雇用労働者への転換を望む非正規雇用労働者がその希望を実

現できるよう取組を推進する。 

（２）具体的な取組 

ア 同一労働同一賃金、正規雇用労働者への転換等の推進 

① 同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けて、施行状況の積極的な確認等による短時

間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第 76

号）の履行確保を図るとともに、非正規雇用労働者の待遇改善に取り組む企業に対す

るコンサルティングを実施する。また、待遇差が問題となり得る事案を労働基準監督

署が把握した場合に、都道府県労働局の指導につなげるとともに、基本給・賞与の差

の根拠の説明が不十分な企業等へ文書で要請を行う。 

② 有期雇用労働者等の非正規雇用労働者の企業内におけるキャリアアップを促進す

るため、正社員転換、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成を行う。 

③ 派遣労働者の同一労働同一賃金の遵守の徹底については、派遣元事業主及び派遣

先の連携・協力の下で、派遣労働者が能力を発揮し、公正な待遇を得て働ける環境の

整備を図る。 



 

41 
 

④ 同一労働同一賃金の施行５年後見直し規定に基づく「同一労働同一賃金ガイドラ

イン」等の必要な見直しについての議論の結果を踏まえ、所要の措置を講じる。 

⑤ 無期労働契約への転換（無期転換ルール）の周知徹底を図るとともに、無期転換ル

ールの受け皿となる「多様な正社員」制度について、企業の取組事例の周知や正社員

転換制度の整備に係る支援等により、正社員転換を後押しする。 

⑥ 最低賃金について、適切な価格転嫁と生産性向上支援によって、最低賃金の引上げ

を可能とする環境整備を進めていく。また、中小企業が最低賃金引上げ等の事業環境

変化への対応を円滑に実施できるよう、相談体制を含む賃上げしやすい環境整備に

取り組む。 

⑦ 同一労働同一賃金の実現に向けて、「同一労働同一賃金ガイドライン」や各種マニ

ュアルの周知徹底を行うとともに、支援ツールの活用促進を図る。 

⑧ 行政機関で働く非常勤職員77について、非常勤職員の制度の趣旨、勤務の内容に応

じた処遇が確保されるよう、引き続き配慮や助言を行う。 

イ 非正規雇用労働者に対するリ・スキリングの推進 

① 非正規雇用労働者が自らのキャリアについて主体的に考え、自身の能力開発の目

標や身につけるべき能力を確認する機会を提供する。 

② 雇用保険の給付を受けられない方に対して、安定した雇用につなげるため、無料の

職業訓練と生活支援の給付金等を通じた支援を実施する。 

③ 職業訓練等の機会が少ない非正規雇用労働者が、離職することなく、働きながら学

ぶことで、より待遇の高い仕事に挑戦できるよう、オンライン訓練の環境整備を図

る。 

④ アルバイト・パート社員の正社員登用に向けて、雇用型訓練を実施したい企業に対

して、キャリアコンサルタントによるジョブ・カードを活用した個別相談の実施、キ

ャリアコンサルタントの派遣等による支援を実施する。 

⑤ 非正規雇用労働者等に対し、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させる

ための職業訓練等を実施した事業主に対して助成を実施する。 

⑥ 非正規雇用労働者のキャリア形成に資する効果的な支援を提供できるよう、キャ

リアコンサルタントに対して多様な働き方に応じたキャリア形成支援に関わる課題、

支援に有用な支援制度等、必要な知識・技能を付与する研修を提供する。 

⑦ 在職者に対して、キャリア相談対応からリ・スキリング提供、転職支援までを一体

的に実施する民間事業者が行う取組を支援する。 

⑧ デジタル分野におけるジェンダー・ギャップを解消するため、就労やキャリアアッ

プ、起業等に直結するデジタルスキルの習得支援及びデジタル分野への就労支援並

びにこれらを支える社会基盤・環境の整備に取り組み、地域女性活躍推進交付金を始

めとする財政支援その他の支援により後押しする。また、官民で実施している効果の

高いデジタルスキル習得支援や就労支援などの優良事例を事例集により周知・啓発

し、全国各地域への横展開を図る。 

⑨ 就職氷河期世代を含む中高年層は、非正規雇用期間が長く、能力開発機会が乏しい

ため、処遇面も含めて現在も厳しい状況に置かれている方々が一定数存在している。

 
77 国の期間業務職員等や地方の会計年度任用職員をいう。 
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このため、国・地方公共団体と民間団体が一体となり、安定就労の実現に向けた支援

を実施する。 

３ 多様な働き方における就業環境の整備、再就職等への支援 

（１）施策の基本的方向 

〇 働き方の多様化が進展する中で、「自分の仕事のスタイルで働きたい」、「働く時間や場

所を自由にしたい」などの理由から、フリーランスという働き方を積極的に選択するケ

ースもあり、フリーランスが安心して働けるよう、取引の適正化や就業環境の整備等を

図る。 

また、フリーランスとして副業・兼業を実施することもあり、企業も働く方も安心して

副業・兼業に取り組むことができるよう環境整備を行う。 

〇 また、出産・育児等によりキャリアのブランクがある女性が再就職に踏み出せない背

景として、自身の過去の就業経験等に不安を感じていることが考えられるため、スキル

のアップデートや人材不足分野のスキル習得等の支援を実施していく。 

（２）具体的な取組 

ア フリーランス、副業・兼業等への支援 

① 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（令和５年法律第 25 号。以下

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。）の周知を図るとともに、特定

受託事業者（フリーランス）から同法違反の申出があった場合等には調査等適切に対

応することを通して履行確保を図る。また、フリーランス・事業者間取引適正化等法

に規定する特定受託事業者が行う事業を、新たに労働者災害補償保険法（昭和 22 年

法律第 50 号）の特別加入制度の対象としたことから、積極的な周知・広報を図る。 

② 副業・兼業における労働時間管理、健康管理等を示したガイドラインや、簡便な労

働時間の管理方法、企業の取組事例等を周知啓発する。 

③ 女性が家族従業者として果たしている役割に鑑み、事業所得等の適切な申告に向

けた取組を進めながら、税制等の各種制度の在り方を検討する。 

④ 家内労働手帳の普及、工賃支払の確保、最低工賃の決定及び周知、労災保険特別加

入の促進等により家内労働者の労働条件の改善を図る。 

イ 再就職等に向けた支援 

① 子育て中の女性等を対象に、多様な求職者のニーズに応じた職業訓練及び就職支

援を実施するとともに、育児等の家庭の事情により制約がある場合でも、託児サービ

ス付きの訓練コースを提供する等により職業訓練が受講しやすい環境の整備を図る。 

② 社会人や企業等のニーズに応じた、大学等における実践的・専門的なプログラムを

文部科学大臣が認定する制度を推進するとともに、社会人の学びを支援する各種制

度や、女性のための学び直し等に関する情報提供及び学習歴の可視化・キャリアアッ

プへの活用に関する取組等を通じて、社会人が効率的に情報収集できる環境の創出・

普及を図る。 
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③ 中小企業・小規模事業者が抱える経営課題の解決に向け、女性を含む多様な人材の

確保・育成・活用や職場環境改善による人材の定着を図るため、人材戦略の検討・策

定・実行のための取組について調査・分析を実施する。 

４ ハラスメントに係る意識啓発及び防止対策の徹底 

（１）施策の基本的方向 

〇 労働者の能力の発揮や継続就業の観点からも、企業及び労働者がハラスメント防止の

ための自らの責務を認識するとともに、職場や就職活動等におけるセクシュアルハラス

メント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメント、

パワーハラスメント、カスタマーハラスメント等が行われない職場づくりを促進する。 

（２）具体的な取組 

① 企業におけるハラスメント防止措置の推進を図るため、説明会の開催や総合的な

ハラスメントの対策を促すパンフレットの配布等による周知啓発を図るほか、12 月

の「ハラスメント撲滅月間」において集中的な広報・啓発を行う。 

② 令和７（2025）年に改正された労働施策総合推進法に基づき、職場におけるハラス

メントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、啓発活

動を行うとともに、職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関する

ハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント及びカ

スタマーハラスメント並びに求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措

置を定めた男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法及びそれら

に基づく指針の履行確保に取り組む。 

③ 求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置を盛り込んだ改正男女雇

用機会均等法、カスタマーハラスメントの防止措置を盛り込んだ改正労働施策総合

推進法の円滑な施行を図るため、令和７（2025）年の改正法の周知・理解促進を図る。 

④ 就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメントについて、学生の就職・採用

活動開始時期等に関する調査において実態を把握するとともに、経済団体・業界団体

や大学等に対して周知啓発を実施する。 

⑤ フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行状況を踏まえつつ、発注事業者が同

法におけるフリーランスに対するハラスメント対策を円滑に実施できるよう、引き

続き発注事業者に対する周知・啓発を行うとともに、同法違反の申出があった場合等

には調査等適切に対応することを通して履行確保を図る。 

  また、業務委託におけるハラスメントに関するものも含め、フリーランスが発注事

業者から業務委託を受けた際に発生したトラブルに関する相談を受け付ける「フリ

ーランス・トラブル 110 番」について、引き続き周知を図る。 

⑥ 上記のほか、第２分野等におけるハラスメントに係る取組を推進する。 
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第４分野 生涯を通じた男女の健康への支援 

 

【基本認識】 

〇 男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、人権が尊重され、尊厳をもって生きる

ことができることは、男女共同参画社会の形成に当たっての大前提である。  

心身及びその健康について、主体的に行動し、正確な知識・情報を入手することは、健

康を享受できるようにしていくために必要である。特に、女性の心身の状態は、年代や月

経・妊娠・閉経等に伴う内分泌環境の変化によって大きく変化するという特性があり、

「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」（性と生殖に関する健康と権利）の視点が殊に重

要である。  

心身の健康は暴力や貧困などの社会的要因によって大きく影響を受ける面があるた

め、健康課題解決には、背景となる社会課題の解決が求められる。健康の社会的決定要因

とその影響が男女で異なることなどに鑑み、性差医学に基づく的確な保健・医療を受ける

ことが必要である。  

さらに、乳幼児・小児期からの生活習慣や虐待等不適切な養育などの社会的要因が、成

人後の生活習慣、社会的孤立、精神疾患等の原因になりやすいこと、また男性において

は、健康を害する生活習慣や自殺やひきこもりの割合が女性に比べて多いことが指摘さ

れている。  

〇 近年は、女性の就業等の増加、生涯出産数の減少による月経回数の増加、晩婚化等に

よる初産年齢の上昇、平均寿命の伸長など様々な要因により女性の健康を脅かす疾病構

造が変化している。  

働く女性の月経、妊娠・出産、更年期等、女性のライフステージごとの健康課題に起因

する望まない離職等を防ぎ、女性が活躍し、また、健やかで充実した毎日を送ることがで

きるよう、女性の健康に関する知識の向上や、社会的な関心を喚起することが重要であ

る。 

男性についても、女性に比べて認知度は低いものの、更年期障害がみられるほか、長時

間労働による健康への影響も考えられるところであり、男女ともに、双方の健康課題に対

する理解やそれぞれの特性に応じた支援が求められている。 

〇 また、成育医療の視点から、学童・思春期からの健康教育を充実させるとともに、全て

の女性やカップルが自分たちの生活や健康に向き合えるような支援が必要である。  

不妊治療を希望する男女が増えており、経済的負担の軽減や、仕事との両立支援が求め

られている。  

妊産婦が安心して出産・育児を行えるよう、出産後の母子に対しての心身のケアや育児

のサポート等を行う産後ケア事業を推進するとともに、助産師、保健師等による寄り添っ

た支援を行うことが重要である。  

更年期の男女は、職場や社会において多くの役割を担う年代であり、その活躍は地域及

び社会経済にとって重要である。更年期障害の程度や症状は個人差が大きいが、症状が重

い場合であっても、就労継続やキャリア向上が妨げられないよう、更年期に関する理解や

治療と仕事の両立支援を促進することが求められる。加えて、人生 100 年時代において、

更なる活躍や健康寿命の延伸のために、治療方法に関する周知も含め、更年期前後からの

健康支援が重要である。  
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〇 これらのことから、国民のヘルスリテラシーを向上させるとともに、年代ごとの課題

や、健康を阻害する社会的要因への対応も含め近年の健康に関わる問題変化に応じた支

援が必要である。  

生活の質が向上し、より豊かな人生が歩めるよう、女性のライフステージごとの健康課

題の解決に向けて、フェムテックの振興を図ることも重要である。 

企業評価制度の更なる充実と普及を通じ、企業における女性の健康課題への取組をよ

り促進する必要がある。 

〇 生涯にわたる女性の健康づくりを支援するには、性差医学に基づき女性特有の疾患や

同じ疾患でも臨床的に男女で異なる疾病に専門的に対応する医師を育成・増加させるこ

とも必要である。  

女性の就業率の高まりを踏まえ、職域における女性労働者の健康支援の取組を強化す

るために、産業医・産業保健スタッフに対して、女性の健康支援に関する研修の実施等必

要な支援をすべきである。  

女性医師は、当事者としての立場からも、女性特有の健康課題に気付きやすいことか

ら、女性の包括的健康支援を発展させるためには、医学・医療分野の意思決定に携わる女

性医師を増やす必要がある。医師の働き方改革を進めるとともに、医療機関や関係団体の

組織の多様化を図り、政策・方針決定過程への女性の参画拡大を働きかける。  

産業保健スタッフ、保健師、助産師、看護師、薬剤師、養護教諭等が、職場や地域、学

校など様々な場で、更年期の健康課題を含め、女性のライフステージごとの健康課題とそ

の対処法について知識の普及に取り組めるよう、人材育成を図ることが重要である。 

〇 スポーツ分野においては、生涯を見通した健康な体づくりを推進するため、男性に比

べて女性の運動・スポーツ習慣者の割合が低いことに鑑み、女性のスポーツ参加を促す

取組が必要である。 

〇 これらの観点から、男女が互いの性差に応じた健康について理解を深めつつ、男女の

健康を生涯にわたり包括的に支援するための取組や、性差医学に基づく健康を支援する

ための取組を総合的に推進する。  

＜施策の基本的方向と具体的な取組＞ 

１ 生涯にわたる男女の健康の包括的な支援 

（１）施策の基本的方向 

〇 生涯を通じた健康の保持のためには、疾患の罹患状況や、健康の社会的決定要因とそ

の影響が男女で異なることなどに鑑み、性差に応じた的確な保健・医療を受けることが

必要である。また、暴力や社会的な格差は、女性の生涯にわたる健康に与える影響が大

きいことにも着目し、特に性暴力においては、加害者・被害者にならないための教育等

を行う。 

〇 男性に比べ、女性の運動・スポーツ習慣の割合が低いことなどの課題を鑑みることが

重要である。 

〇 女性については、その心身の状況が年代や月経・妊娠・閉経等に伴う内分泌環境の変

化に応じて大きく変化するという特性から、長期的、継続的かつ包括的な観点に立って

健康の増進を支援する。成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成

育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律（平成 30 年法律
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第 104 号。以下「成育基本法」という。）に基づき、成育過程にある者及びその保護者並

びに妊産婦に対し、必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進

する。 

〇 10 代～20 代前半は、生涯にわたる健康の基盤となる心身を形成する重要な時期であ

り、健康教育の充実、専門的な保健サービスの確保、月経周期等の重要性の理解、月経異

常の見極めによる疾患の早期発見、栄養、体重管理及び運動と女性ホルモンへの影響等

のヘルスリテラシーの獲得、予期せぬ妊娠や性感染症の予防、避妊方法を含めた性に関

する教育など、保健の充実を推進する。 

〇 妊娠・出産は、女性の健康にとっての大きな節目であり、地域において安心して安全

にこどもを産み育てることができるよう、妊娠から子育てにわたり、切れ目のない支援

体制を構築する。 

〇 職場や地域において、妊婦や子育てに関する理解を促進するとともに、産前・産後の

女性が安心して出産・子育てしやすい環境を整備する。 

〇 不妊治療の経済的負担の軽減を図るとともに、治療と仕事を両立できる環境を整備す

る。また、不育症の検査やがん治療に伴う不妊に対しても、支援を行う。 

〇 更年期世代の女性は、キャリアも長く知識も経験も豊富な貴重な人材である。また、

管理職やリーダーなど責任ある立場を含め、職場や社会において多くの役割を担う年代

であり、その活躍は地域及び社会経済にとって重要である。職場や社会において、引き

続き活躍することができるよう、更年期障害や更年期以降に発生しやすい生活習慣病等

に関する啓発、健康教育及び医療の充実により健康を向上させる必要がある。 

〇 老年期の健康の基盤はそれまでのライフステージにおいて形成され、生涯にわたって

影響を与える。また、更年期は人生 100 年時代の活躍を見据えた健康への取組の開始時

期である。こうした視点から効果的な健康課題への取組を推進するため、総合的な施策

を検討する。 

〇 男性については、生活習慣病のリスクを持つ者の割合が高いことや、女性特有の健康

課題と認識されやすい更年期障害が見られるほか、根強い固定的な性別役割分担意識な

どから孤立のリスクを抱える恐れもある。これらの社会的要因も踏まえ、包括的な観点

から健康の増進を支援する。 

（２）具体的な取組 

ア 包括的な健康支援のための体制・環境の整備 

① 女性の身体的・精神的な健康及び性差医学に関する調査・研究を進めるとともに、

性差に配慮した医療 （性差医療）に関する普及啓発、医療体制整備、女性の健康につ

いて包括的な支援施策を推進する。 

② 年代に応じて女性の健康に関する教育及び啓発を行うとともに、女性の健康の増

進に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な措置を講じ、女

性が健康に関する各種の相談、助言又は指導を受けることができる体制を整備する。 

③ 女性の健康総合センターにおいて、研究や情報発信、診療体制の充実を進める。さ

らに、同センターを司令塔として、女性特有の疾患について、診療拠点の整備や研究、

情報発信の強化に取り組むとともに、自治体等における女性の健康相談支援体制の

構築・強化を進め、その成果を全国に広げる。 
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④ 女性の健康総合センターを中心として、国立研究開発法人日本医療研究開発機構

（Japan Agency for Medical Research and Development。以下「ＡＭＥＤ」という。）

や関係府省の各種研究事業を活用しながら、妊娠・出産を含めた女性の生涯にわたる

健康課題に関わる研究等に取り組むとともに、リテラシーの向上も図りながら、「ジ

ェンダード・イノベーション」を推進する。 

⑤ 女性の心身の特性に応じた保健医療サービスを専門的・総合的に提供する体制の

整備（例：女性の専門外来、総合診療を行う医療体制の整備）、福祉等との連携（例：

心身を害した女性を治療する医療施設と民間シェルター、自立支援施設等との連携）

等を推進する。 

⑥ 女性が必要な医療を適切に受けられるように、産婦人科の受診に対する心理的な

ハードルを下げるための方策について、オンライン診療の活用等を含め、研究課題と

して取り上げる。 

⑦ 性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を

含めたライフデザイン（将来設計）や将来の健康を考えて健康管理を行うプレコンセ

プションケアについては、生涯を通じて健康に過ごすためにも重要な取組である。関

係省庁や関係機関と連携し、政府一丸となって、プレコンセプションケア推進５か年

計画（令和７年５月 22 日プレコンセプションケアの提供のあり方に関する検討会決

定）に基づき、社会全体での認知度向上と支援体制の整備等に取り組んでいく。また、

性と健康の相談センターにおいては、思春期、妊娠、出産等のライフステージに応じ

た相談支援等を継続的に実施する。あわせて、プレコンセプションケアの情報発信等

を図る。 

⑧ 女性の心身に多大な影響を及ぼす暴力や貧困等の社会的要因と、女性の疾患や生 

活習慣との因果関係について調査を行うなど、女性の生涯にわたる健康維持に向け

た保健医療の在り方等に関する調査研究を推進する。その成果の普及啓発に当たっ

ては、行動科学の専門家の知見も活用し、必要な層に必要な情報を効果的に届ける方

法を検討する。あわせて、科学的知見に基づき女性の負担にも配慮した乳がん検診の

推進など、子宮頸がん検診・乳がん検診の受診率及び精密検査受診率の更なる向上に

向けた取組を行う。また、がんを始めとする疾患についても、治療と仕事を両立でき

る環境を整備する。 

⑨ 予期せぬ妊娠の可能性が生じた女性に対し、緊急避妊薬に関する専門の研修を受

けた薬剤師の十分な説明の上で、緊急避妊薬を処方箋なしに販売可能になったこと

を踏まえ、緊急避妊薬を販売する薬局等において、必要に応じて地域の相談支援機関

や医療機関等を紹介する等、適切な対応ができる連携体制を整備する。 

⑩ 女性の健康の包括的支援に必要な保健、医療、福祉、教育等に係る人材の確保、養

成 ・資質の向上及び連携を図るとともに、各大学の医学教育において、性差を考慮し

た医療に関する教育の充実を促すための検討を行う。 

⑪ 成育基本法に基づき、妊娠期から子育て期に至るまでの切れ目のない支援の在り

方の検討などを推進する。 

⑫ 不適切養育などの成育歴や、生きづらさや社会的孤立などの背景を理由とした、覚

醒剤・大麻等の乱用者も認められることから、末端乱用者への再乱用防止対策及び社

会復帰支援施策等を推進する。 

⑬ 生涯を通じた健康づくりのため、運動習慣の定着や身体活動量の増加に向けた取

組を推進する。 
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⑭ 保険者努力支援制度など、各保険者等のインセンティブ制度において、女性の健康

に関する取組を実施していることを評価したり、乳がん、子宮頸がんに特化した平均

受診率を評価したりすることを検討する。 

⑮ 令和７（2025）年に改正された女性活躍推進法等を踏まえて保険者等へのインセン

ティブ設計を行う。 

⑯ 令和７（2025）年４月よりスマート・ライフ・プロジェクトのテーマに追加した「女

性の健康」について、「健康寿命をのばそう！アワード」に多くの応募がされるよう、

評価のポイントを明らかにする。 

⑰  「健康寿命をのばそう！アワード」の受賞例に「女性の健康」に関する取組を加え、

スマート・ライフ・プロジェクトホームページなどで公開する。 

⑱ 自治体検診における子宮頸がん検診について、「がん予防重点健康教育及びがん検

診実施のための指針」（平成 20 年３月 31 日付け厚生労働省健康局長通知別添）で推

奨されているＨＰＶ検査単独法の実施に取り組む地方公共団体を支援する。 

⑲ 経済的な理由等により生理用品を購入できない女性がいるという「生理の貧困」

は、女性の健康や尊厳に関わる重要な課題である。このため、地域女性活躍推進交付

金により、地方公共団体が女性への寄り添った相談支援の一環として行う生理用品

の提供を支援する。また、地域女性活躍推進交付金を活用した取組や各地方公共団体

による独自の取組についての調査・公表を通じ、各地方公共団体における「生理の貧

困」に係る取組の横展開及び生理用品を必要とする女性の必要な情報に基づくアク

セスの向上を促進する。 

⑳ 女性競技者の三主徴（利用可能エネルギー不足、運動性無月経、骨粗しょう症）に

対応した医療・科学サポート体制の確立に向けた取組を推進するとともに、女性競技

者や指導者に対する啓発を実施する。 

㉑ 関係省庁、地方公共団体、スポーツ団体、経済団体、企業等で構成するコンソーシ

アムを設置し、加盟団体が連携・協同して、身近な地域で健康づくりを図るための環

境整備を行う等、女性における運動・スポーツへの参加促進に向けた取組を推進す

る。 

㉒ 男性自殺者が女性自殺者の約２倍である78ことも踏まえ、自殺総合対策大綱（令和

４年 10 月 14 日閣議決定）に基づいた対策に引き続き取り組む。 

イ フェムテックの推進 

① 企業における製品の研究開発において、性差の視点を取り入れる「ジェンダード・

イノベーション」を促進する。 

セルフチェック、セルフケアを促進するため、フェムテック事業者が、医療機関や、

女性の健康総合センター、その他研究機関等と連携し、ＡＭＥＤの補助金等も活用し

ながら、ニーズの把握、製品開発を行うことができる取組を推進する。 

医薬品、医療機器の研究開発プロセスにおいても、女性特有の健康課題に留意する

よう、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 （Pharmaceuticals and Medical Devices 

Agency)の相談における指摘等を通じて、製薬業界における取組を促進する。 

承認審査に当たっても、諸外国の取組も参考に、女性の身体にどのような影響があ

るかという点にも着目するよう留意する。 

 
78 厚生労働省・警察庁「令和６年中における自殺の状況」。 
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根拠に基づく良質なフェムテックサービス・製品が評価され、社会に普及するよう

な環境整備が必要であり、利用者の安全性への配慮が特に必要と考えられる分野の製

品について、製品の品質や広告表現等に関するガイドラインを策定・拡充すべく、既

に設置されている産官のワーキング・クループの場などを活用して引き続き検討す

る。 

② 質の担保されたフェムテック関連機器、サービス等が消費者に届くよう、第三者認

証や自己宣言などを含む品質担保スキームについて、フェムテック産業の現状を踏

まえて適切な内容となるよう、業界団体等における検討を支援する。 

③ 地方公共団体が、令和６年度補正予算において創設された地域未来交付金の申請

に当たって参照する要綱や記載例などの資料において、フェムテック製品の活用を

含む女性の健康に関する取組なども対象であることが明確にわかるよう示す。 

ウ 妊娠・出産・産後ケアに対する支援 

① 妊娠・出産・産後の経済的負担の軽減のため、令和８（2026）年度を目途に、産科

医療機関等の経営実態等にも十分配慮しながら、標準的な出産費用の自己負担の無

償化に向けた具体的な制度設計を進める。 

② 市町村において妊婦等に対してなるべく早期の妊娠届出を促すことや、妊婦健診

等の保健サービスの推進、出産育児一時金及び産前産後休業期間中の出産手当金、社

会保険料免除などにより、妊娠・出産期の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図

る。 

③ 性と健康の相談センターにおいて、不妊治療や不育症治療に関する情報提供や相

談体制の整備を推進する。 

④ 不妊治療と仕事の両立に関する環境整備に取り組む中小企業に対して助成を行う

とともに、事業主や人事部門向けのマニュアル等の作成・周知を通じて、不妊治療と

仕事との両立に関する理解を深め、不妊治療を受けやすい職場環境整備を推進する。 

⑤ 地域やサービスの条件を設定して、出産を取り扱う病院等を検索することができ

る「出産なび」について、「出産なび」の認知向上に努めつつ、産後ケアに関する情

報等、掲載情報の充実を更に進め、ユーザビリティの改善にも取り組む。 

⑥  「出産なび」に蓄積された施設・医療機関のデータを活用し、官民でのデータ利活

用や民間における国への政策提言に活用する体制について、データの利用許諾等の

観点で問題がないかなどに配慮しつつ、検討を進める。 

⑦ 妊婦が正しい理解の下、希望に応じて安全で質の高い無痛分娩を選択できるよう、

環境の整備を進める。 

⑧ 令和７（2025）年度から産後ケア事業が子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第

65 号）の「地域子ども・子育て支援事業」に位置付けられたことに基づき、都道府

県負担の導入や都道府県による広域調整等を踏まえた産後ケア事業の体制整備を着

実に進める。また、産後ケア事業実施により女性の健康に与える影響について調査を

行うとともに、産後ケア事業の利用率の向上に向け、継続的に事業の運用改善に取り

組む。 

⑨ Public Medical Hub （ＰＭＨ：自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム）内

における産後ケア利用料の償還払い手続のデジタル完結を実現する等、自治体関係

者の負担軽減に努める。 
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⑩ 小児・ＡＹＡ世代（Adolescent and Young Adult ：思春期・若年成人）のがん治療

に伴う不妊に対しても、引き続き支援を行う。 

⑪ 性と健康の相談センターなどにおいて、予期せぬ妊娠に関する悩みに対し、専門相

談員を配置するなどして相談体制を強化し、市町村や医療機関への同行支援や、学校

や地域の関係機関と連携する。特に、出産前後に配慮を要する場合や、暴力、貧困、

孤立、障害等の困難を抱える場合においては、より手厚い支援を行えるようにする。 

⑫ 産後うつの早期発見など出産後の母子に対する適切な心身のケアを行うことがで

きるよう、「こども家庭センター」等の関係機関と連携しつつ、地域の実情に応じ、

産後ケア事業の全国展開や産前・産後サポートの実施を通じて、妊産婦等を支える地

域の包括支援体制を構築する。シングルマザーを始め、出産・育児において、家族・

親族の支援を得られにくい女性に対しても、手厚い支援を行えるようにする。 

⑬ 産後うつのリスクも踏まえ、いわゆるワンオペ育児による負担の軽減のため、男性

の育児参画を促す。公共交通機関、都市公園や公共性の高い建築物において、ベビー

ベッド付男性トイレ等の整備等を推進するほか、こども連れの乗客等への配慮等を

求めることにより、男性が子育てに参画しやすくなるための環境整備を行う。 

⑭ 妊婦や子育てに温かい社会づくりに向けて、ベビーカーマークの普及促進を図る。 

⑮ 若手産婦人科医の女性割合の増加などに鑑み、医師の働き方改革による、産科医師

の労働環境の改善をしつつ、安全で質が高い周産期医療体制の構築のための産科医

療機関の集約化・重点化を推進する。 

⑯ 出生前検査等に関する制度等の在り方について、多様な国民の意見を踏まえた上

で検討が行われる必要があり、その議論に資するよう、必要に応じ実態の把握等を行

う。 

⑰ 遺伝性疾患や薬が胎児へ与える影響などの最新情報に基づき、妊娠を希望してい

る人や妊婦に対する相談体制を整備する。 

⑱ ヒトの生体機能について、親から子へ世代を越えて現れる外部環境（社会環境や生

活習慣など）からの影響を解明するため、個体内の様々な組織に対して長時間・臓器

横断的なアプローチで研究を推進することにより、不妊や不育、小児疾患などの諸課

題について、メカニズムの解明や予測・介入技術の開発等につなげることを目指す。 

⑲ 女性競技者の出産後の復帰を支援するとともに、競技生活と子育ての両立に向け

た環境を整備する。 

エ 年代ごとにおける取組の推進 

（ア）学童・思春期 

① 学校・行政・地域・家庭が連携し、若年層に対して、以下の事項について、医学的・

科学的な知識を基に、個人が自分の将来を考え、多様な希望を実現することができる

よう、包括的な教育・普及啓発を実施するとともに、相談体制を整備する。 

・ 学童・思春期における女子の心身の変化や健康教育に関する事項（例えば、月経 

関連症状及びその対応、子宮内膜症・子宮頸がん等の早期発見と治療による健康の

保持、ワクチンによる病気の予防に関する事項）  

・ 思春期から若年成人期までのがん罹患及び治療による、将来の妊娠や年代ごとの 

健康に関する事項 
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・ 医学的に妊娠・出産に適した年齢、計画的な妊娠及びその間隔、葉酸の摂取、男

女の不妊、性感染症の予防など、性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する

正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザイン（将来設計）や将来の健康

を考えて健康管理を行うプレコンセプションケアに関する事項 

・ 睡眠、栄養、運動、低体重（やせ過ぎ）・肥満、喫煙など、女性の生涯を見通し

た健康な身体づくりに関する事項  

② 学校においても、健康診断で月経随伴症状について所見を有する児童生徒の把握

及び必要に応じた産婦人科医等への相談や治療の案内に努める。 

③ 10 代の性感染症罹患率、人工妊娠中絶の実施率及び出産数等の動向を踏まえつつ、 

性感染症の予防方法や避妊方法等を含めた性に関する教育を推進する。また、予期せ

ぬ妊娠や性感染症の予防や必要な保健・医療サービスが適切に受けられるよう、養護

教諭と学校医との連携を図る等、相談指導の充実を図る。 

（イ）成人期 

① 子宮頸がん検診・乳がん検診の受診率及び精密検査の受診率の向上を図る。 

② ＨＩＶとエイズ、梅毒を始めとする性感染症は、次世代の健康にも影響を及ぼすも

のであり、その予防から治療までの総合的な対策を推進する。 

③ 個人が自分の将来を考え、健康を守りながら妊娠・出産を実現することができるよ

う、以下の事項について、行政・企業・地域が連携し、普及啓発や相談体制の整備を

行う。 

・ 子宮内膜症・子宮頸がん等の早期発見と治療による健康の保持に関する事項 

・ 医学的に妊娠・出産に適した年齢、計画的な妊娠及びその間隔、男女の不妊など、

性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を

含めたライフデザイン（将来設計）や将来の健康を考えて健康管理を行うプレコン

セプションケアに関する事項 

・ 暴力による支配（配偶者等からの暴力、ハラスメントなど）の予防に関する事項 

・ 睡眠、栄養、運動、低体重（やせ過ぎ）・肥満、喫煙など、本人及び次世代に影 

響を与える行動に関する事項 

④ 思春期から若年成人期までのがん罹患及び治療による、将来の妊娠や年代ごとの 

健康に関する情報の集積・普及啓発を行い、相談体制を整備する。 

⑤ 喫煙、受動喫煙及び飲酒について、その健康被害に関する正確な情報の提供を行

い、喫煙・飲酒が胎児や生殖機能に影響を及ぼすことなど十分な情報提供に努める。 

（ウ）更年期 

① 女性特有の疾患に対応した検診として、骨粗しょう症検診、子宮頸がん検診、乳が

ん検診が実施されており、特にがん検診の受診率及び精密検査の受診率の向上を図

る。 

② 性ホルモンの減少等により、心身に様々な症状が発生しやすく、また更年期以降に

発生する疾患の予防が重要で効果的な年代であるため、更年期障害及び更年期を境

に発生する健康問題の理解やホルモン補充療法等の治療の普及を含め、性差を考慮

した包括的な支援に向けた取組を推進する。 

③ この時期は、更年期以降に発生する疾患やフレイルを予防するために重要な年代

であることから、運動や栄養、睡眠などの生活習慣が老年期の健康に及ぼす影響につ
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いて、性差も考慮しながら老年期の心身の健康に資する総合的な意識啓発に取り組

む。また受診率の低い被扶養者への働きかけなど、特定健康診査・特定保健指導の受

診率向上を図り、生活習慣病の予防に取り組む。 

（エ）老年期 

① 我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、口腔機能低下、認知機

能低下及びロコモティブシンドローム（運動器症候群）等の予防、社会生活を営むた

めに必要な機能の維持及び向上等により、男女ともに健康寿命（健康上の問題で日常

生活が制限されることなく生活できる期間）の延伸を実現する。 

② 加齢に伴う心身機能や認知機能の低下により支援が必要な状態（フレイル状態）に

なることが多いことから、性差等を考慮したフレイル予防対策を実施する。 

２ 仕事と健康課題の両立の支援 

（１）施策の基本的方向 

〇 女性が不本意に離職することなく、キャリアを形成していくためには、月経随伴症状

等の女性の健康課題への理解・支援等の「健康との両立」を推進する必要がある。 

〇 女性と男性では、健康課題の内容も課題を抱えやすい時期も異なる。仕事と健康の両

立のため、職場では、女性と男性それぞれの健康課題に関する研修・啓発の実施、プライ

バシーに配慮した上での健康診断の受診に対する支援、健康に関する相談先の確保等が

重要である。 

〇 女性が健康課題を抱えながらも働きやすい職場は、男性も含めた全ての人々にとって

働きやすい職場となることが期待される。柔軟な働き方等、両立を実現できる働き方へ

の変革といった、職場における健康課題への取組をより促進することが重要である。 

〇 女性の健康課題に取り組み、成果を上げている企業の事例を他の企業にも広く周知し、

企業における女性の健康課題への取組を推進することも求められる。 

〇 男女ともに職業生活における健康の維持・増進は、従業員の多様な幸せ（well-being）

を高めるとともに、企業における生産性を向上させることが期待され、社会全体で健康

課題に取り組むことが必要である。 

（２）具体的な取組 

ア 健診やセルフチェック、相談事業等の活用による女性の健康確保に向けた取組の推 

進 

① 約８割の女性が就業していることから、企業における健診の受診促進や妊娠・出産

を含む女性の健康に関する相談体制の構築等を通じて、女性がセルフケアを行いつ

つ、仕事に向かう体力・気力を維持できる体制を整備する。また、職場の理解も重要 

なことから、職場等における女性の健康に関する研修や啓発活動の取組を進める。そ

の際、科学的に正しい情報を行動科学等の専門的知見も活用して効果的に伝える。 

② 国家公務員及び地方公務員については、各府省及び地方公共団体が実施する子宮

頸がん検診・乳がん検診に関し、女性職員が受診しやすい環境整備を行う。 

③ 働く女性の月経、妊娠・出産、更年期等、女性のライフステージごとの健康課題に

起因する望まない離職等を防ぎ、女性が活躍し、また、健やかで充実した毎日を送る

ことができるよう、プライバシーに十分配慮した上で、事業主健診（労働安全衛生法
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（昭和 47 年法律第 57 号）に基づく一般定期健康診断）の標準的な問診票に、月経

随伴症状や更年期障害等に係る質問を追加する。あわせて、自治体検診における骨粗

しょう症検診について検診受診率向上に向けた取組を進める。 

④ 令和７（2025）年に改正された女性活躍推進法の基本原則において、女性の職業生

活における活躍の推進に当たって、女性の健康上の特性に留意して行われなければ

ならない旨が盛り込まれたことを踏まえつつ、職場における女性の健康支援の取組

を促すに当たっての方策を検討する。 

⑤ 事業者向けガイドラインや健診機関向けマニュアルにおいてセルフチェックの重

要性に触れるとともに、女性特有の健康課題に関する啓発を含め情報提供を行う。 

⑥ 更年期に係る症状を自己評価により把握し、受診などの適切な行動に結びつけら

れるようセルフチェックを活用するなどの取組を、企業や地方公共団体に促す。あわ

せて事業所内に働く女性の相談に対応する担当者を配置するなど女性の健康を話題

とする場づくりを推進する。 

⑦ 労働者が女性特有の健康課題で職場において困っている場合、事業者が産婦人科

医等の専門医の早期受診を勧奨すること及び専門医の診断書を持って事業者に相談

することが可能であること等を事業者向けガイドラインや健診機関向けマニュアル

において明示するとともに、今後の普及、活用促進について取組を進める。 

⑧ 企業において、従業員の産婦人科受診に対するハードルを下げることに資する相

談事業が行われることを促進する。 

⑨ 母性健康管理指導事項連絡カードの活用を促進し、妊娠中及び出産後の女性労働

者に対する適切な母性健康管理の推進を図る。また、男女雇用機会均等法の着実な施

行により、妊娠・出産等に関するハラスメントの防止対策を推進する。 

⑩ 働く女性の健康課題や母性健康管理措置、母性保護等に必要な知識を労働者や企

業の人事労務担当者等に周知し,ヘルスリテラシーを高めるため、研修会の開催、「働

く女性の心とからだの応援サイト」による情報提供、同サイトを通じた動画配信等に

よる啓発を実施するとともに、同サイトのコンテンツの充実や利便性の向上を図る。 

⑪ 令和７ （2025）年に改正された女性活躍推進法を踏まえ、企業が一般事業主行動計

画を策定する際に女性の健康支援に資する取組を盛り込むことを促す。 

⑫ 月経や更年期といった女性の健康課題に対応できる職場環境整備を推進するため、

中小企業に対して助成を行う。 

⑬ 中小企業の現場での活用促進に向け、女性の健康に関するデバイスやサービス利

用を支援する。 

⑭ 精神障害の労災認定件数が増加しているなどの状況を踏まえ、男女問わず、非正規

雇用労働者を含む全労働者に対して、職場のメンタルヘルス対策等を通じた労働者

の健康確保のための対策を講ずる。また、労働者数 50 人未満の事業場へのストレス

チェックの義務付け等を内容とする労働安全衛生法の改正法（施行日は公布後３年

以内に政令で定める日）が、令和７ （2025）年５月 14 日に公布されたことを踏まえ、

小規模事業場で働く労働者の健康確保についても、引き続き、支援施策等を推進する

等、対策を講ずる。 

イ 女性の健康課題に取り組む企業の評価制度の活用・促進 

① 中小企業における女性の健康施策の導入を促進するとともに、より個人の状況に

寄り添った質の高い健康経営を推進する。 
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② 健康経営等において、女性の健康課題に取り組み、成果を上げている企業や健康保

険組合の好事例を集め、他の企業等にも広く周知すること等を通じて、企業における

女性の健康課題への取組をより促進する。 

さらに、企業だけでなく、自治体や一般社団法人等の多様な法人で取組が広がるよ

う、健康経営優良法人の認定要件変更を検討する。 

③ 令和７（2025）年に改正された女性活躍推進法の基本原則において、女性の職業生

活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に留意して行われなけれ

ばならない旨が盛り込まれたことを踏まえつつ、女性の健康課題に関する取組を積

極的に行っている企業を評価する仕組みを検討する。 

ウ 女性の健康課題に対応する施策の充実に向けた効果検証 

① 女性特有の健康課題による社会全体の経済損失は年間約 3.4 兆円と推計されると

の試算もあり、女性の健康施策導入の重要性が高まっていることを踏まえ、女性の健

康に関する取組の効果検証プロジェクトを実施し、施策の実施前後でどのような効

果があったかを明らかにする。 

② 女性の健康課題によって生じる労働損失について再試算の際には、妊娠・出産・産

後の不調に関わる要素（産後うつ等の産前産後に発生する健康課題）も考慮する。 

③ 女性の健康施策の効果検証プロジェクトにおいては、女性のプレゼンティーイズ

ムやエンゲージメント改善などにフェムテック関連サービス・商品が有効であるか

どうかを把握するなど、企業にとっての直接的なメリットを示す。 

④ 人材不足が深刻な地域の中小企業においては、女性特有の健康課題に対応する施

策に取り組むことは、企業のレジリエンスや人材確保の面で、企業経営にとって効率

的な投資となる可能性が高いが、一方で、中小企業は支援サービス導入に際して初期

コストのハードルが高く、導入を躊躇する傾向がある。そのため、資金やリソース・

ノウハウが不足しがちな中小企業に対し、女性特有の健康課題解決に向けた社内体

制の整備を促すとともに、先進的に女性の健康に関する施策に取り組んでいる中小

企業を見える化する。 

エ 働く女性の健康を支えるための更なる取組の推進 

① 公務組織を構成する多様な職員が、心身の健康を保持しながら活躍することがで

きるよう、性差・年齢等に応じた様々な健康課題への理解を促進する。特に女性につ

いては、月経、出産等、個人差は大きいもののライフステージごとに特有の健康課題

が存在することに留意して、研修等を通じ、理解を促進する。 

② 更年期に見られる心身の不調については、個人差があるものの、就業や社会生活等

に影響を与えることがあり、職場等における更年期の健康に関する研修や啓発活動

の取組及び相談体制の構築を促進する。 

③ 女性ならではの健康課題を解決することや、女性のライフイベントに応じた支援

策を講じること、女性自身が健康課題に気が付き、早期のケアを行うことの重要性に

ついて、企業の経営層に理解を深めてもらい、企業における支援を促すことが必要で

ある。中小企業にも波及させることを念頭に、女性従業員の健康支援について好事例

を収集し、ホームページでの公表を行う。 

④ 企業における女性の健康課題に係る取組や、事業主健診に関する取組について、連

携して周知・啓発を行う。 
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⑤ 病気休暇等の特別休暇制度の導入を推進するため、特別休暇制度導入事例集の作

成・周知に取り組む。 

⑥ 産業保健スタッフ、保健師、助産師、看護師、薬剤師、養護教諭等が、職場や地域、

学校など様々な場で、更年期及び更年期後の健康課題を含め、女性のライフステージ

ごとの健康課題とその対処法について性差も考慮した知識の普及に取り組めるよう、

人材育成を図る。 

３ 医療分野における女性の参画拡大 

（１）施策の基本的方向 

〇 医療従事者については、既に女性の割合が高い業種も含め、医師、看護師、助産師、薬

剤師、医療技術者等のワーク･ライフ･バランスの確保、女性の就業継続・再就業支援等

を進めるとともに、医療機関や関係団体の組織の多様化を図り、生涯にわたる女性の健

康づくりを支援するためにも、政策・方針決定過程への女性の参画が十分でない業種に

ついては、その拡大を働きかける。 

〇 医学部生の約４割を女性が占めるなど、近年、女性医師の割合が高まっているが、妊

娠・出産等によりキャリアを中断せざるを得ない場合がある。医療の質を確保し、患者

に必要な医療を安全かつ継続的に提供するためには、女性医師が継続的に活躍できるよ

うにすることが必要であり、また、社会全般における生涯にわたる女性の健康づくりの

支援を充実させるためにも、医療分野で活躍する女性医師の割合を高めるとともに、女

性特有の疾患に専門的に対応する医師を育成・増加させていく必要がある。このため、

女性医師が働き続け、能力を発揮しやすい環境の整備に向けた包括的な支援、ハラスメ

ントのない職場環境の整備等の促進、医学部生に対するキャリア教育の充実、女性特有

の疾患に専門的に対応する医師の育成等を進める。 

（２）具体的な取組 

① 女性医師の更なる活躍に向けて、医師の働き方改革を推進するとともに、復職支援

や勤務体制の柔軟化（短時間勤務や当直等の配慮）、チーム医療の推進、複数主治医

制の導入、医療機関における院内保育や病児保育の整備など、女性医師が活躍するた

めの取組を実施・普及する。 

② 大学病院等に勤務する非常勤扱いの医師や大学院生などの勤務形態の違い、出産

時期による入所困難などの運用上の問題、救急対応による不規則な勤務などにより、 

保育が利用できず活躍が阻害されることがないよう、事業所内保育や企業主導型保

育等も含めた保育所、病児保育、民間のシッターサービスなど、社会全体として様々

な保育を利用しやすい環境を整備する。 

③ 育児等により一定期間職場を離れた女性の医師や看護師等の復職が円滑に進むよ

う、最新の医学・診療知識へのキャッチアップ、相談・職業あっせん等を推進する。 

④ 令和７（2025）年に改正された女性活躍推進法に基づき、同法の適用がある事業主

における管理職に占める女性の割合の公表等を通じて、医療の分野で指導的地位に

占める女性の割合を高める等、女性医師等を始めとする女性の活躍推進に向けた取

組を推進するよう要請する。 

⑤ 医学部生に対するキャリア教育や多様なロールモデルの提示などの取組を進め、

固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）がもた
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らす悪影響の除去に努めるとともに、男女を問わず医師としてキャリアを継続する

よう支援する。 

⑥ 女性医師が出産 ・育児又は介護などの制約の有無にかかわらず、その能力を正当に

評価される環境を整備するため、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（ア

ンコンシャス・バイアス）がもたらす悪影響の除去及びハラスメントの防止、背景に

ある長時間労働の是正のための医師の働き方改革や主治医制の見直し、管理職経営

層・管理職等に向けたセミナーの実施や研修資料の配信など管理職キャリア向上へ

の取組を推進する。 
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第５分野 テクノロジーの進展・利活用の広がりを踏まえた男女共

同参画の推進 

 

【基本認識】 

〇 科学技術は、我が国及び人類社会の将来にわたる持続可能な発展のための基盤である。

近年、生成ＡＩ等の最先端のデジタル等のテクノロジーが急速に発展し、ビジネスや学

術活動等において活用され始めるなど、既に我々の生活に大きな影響を及ぼしている。

こうしたデジタル分野を始めとするテクノロジーの進展は、生産性の向上、就業環境の

改善、生涯にわたる質の高い教育や医療の提供、行政サービスのアクセス向上等を通じ

て、女性も男性も暮らしやすく、多様な幸せ（well-being）が実現される男女共同参画社

会の形成に大きく寄与していく可能性がある。また、テクノロジーの進展により性差に

よる身体の負担を軽減することで、女性の就業分野の選択肢を広げることも見込まれる。

一方で、テクノロジーは、その開発・利用の在り方によっては、社会経済における男女間

の格差の拡大、性別役割分担意識の固定化、人権の侵害等を招き得るものであることに

ついても十分考慮する必要がある。ＳＴＥＭ分野等における女性の活躍推進、安全性や

公正性、人権の尊重に配慮した開発、デジタルリテラシーの底上げ等により、男女が共

にテクノロジーの発展に寄与し、性別にかかわらず、誰もがその恩恵を享受できるよう

取り組むことが重要である。 

〇 科学技術・イノベーション基本計画、健康・医療戦略（令和７年２月 18 日閣議決定）

等のテクノロジー関連施策におけるジェンダー主流化と、就労・両立支援、健康の支援、

生活の効率化の支援、暴力の被害者支援等の男女共同参画施策を進める上でのテクノロ

ジー利活用促進を、車の両輪として進めることが重要である。男女共同参画の視点をテ

クノロジー関連施策に反映するとともに、その成果を柔軟な働き方、育児・介護等との

両立、生涯にわたる健康等の実現に向けて利活用することを後押しする。 

〇 女性と男性では性差があり、表面的には男女に中立的な施策であっても、実際には一

方の性の視点のみに立脚しており、もう一方の性には必ずしも適切に当てはまらず効果

を十分に発揮できない場合があることについて、近年、新たな知見が蓄積されつつある。

性差の視点を取り込むことによって創出される「ジェンダード・イノベーション」の取

組を更に進めていく必要がある。 

〇 急速なテクノロジーの進展には、そのスピードに取り残される可能性（デジタル・デ

バイド）、ＡＩのもたらし得るリスク（ＡＩエージェント等のＡＩの進展による労働代替

の可能性、学習データの偏りによる固定的役割分担意識の固定化、ＡＩ技術の悪用によ

るディープフェイクポルノ等の人権侵害等）、ＳＮＳ等のコミュニケーションツールの普

及に伴い顕在化した課題（エコーチェンバー等による偏見・差別の助長、ＳＮＳ等を通

じた誹謗中傷等の人権侵害、ＳＮＳの利用に起因する性犯罪等の事犯等）等、負の側面

があり、それが男女間で不均衡な影響を与えるなど、男女共同参画社会の形成を阻害し

得ることに留意し、対応していく必要がある。 

〇 これらの課題を解消しつつ、誰もがテクノロジーの恩恵を享受できるようにするため

には、まずはデジタルを始めとするテクノロジーを使いこなす人材の裾野を広げること

が大切である。基礎的なデジタルリテラシーの獲得、生活を効率化し就労にも寄与する
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デジタルスキルの習得、その先のデジタル分野への就労等、スキルレベルに応じた女性

デジタル人材の育成が必要である。 

〇 また、テクノロジーの進展を加速させるには、多様な視点や発想を取り入れていくこ

とが重要であり、女性研究者・技術者がその能力を最大限に発揮できるような環境を整

備することが求められる。現在、研究職・技術職に占める女性の割合は増加傾向にある

ものの、研究者・技術者の前段階となる大学・大学院生における専攻分野別の女性比率

を比較すると、理工系学部が低い。研究職・技術職は、職業人としての専門性を身に付け

キャリアアップにつながる職種であり、女性の更なる参画拡大が望まれる。そのために

は、分野ごと、地域ごとの課題を精査し、実効性のある対策実施を促進する必要がある。 

〇 女性研究者・技術者の裾野を広げると同時に、意思決定を行う理事長・学長・研究所所

長等の経営層や現場のトップ、研究現場を主導する上位職への女性登用推進に向けた大

学、研究機関、学術団体、企業等への積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の取組

支援が必要である。  

〇 登用促進の前提として、女性を含む全ての研究者・技術者が研究活動を継続でき、長

期的に最前線で活躍できるよう、男女双方に対する研究等と育児・介護等の両立支援や、

研究・技術力の維持・向上に対する支援など、環境整備は不可欠である。  

〇 計画的・長期的に研究職・技術職に進む女性を増やすべく、児童・生徒、保護者、教員

等における科学技術系の進路への興味関心や理解を全国的に向上させ、無意識の思い込

み（アンコンシャス・バイアス）を払拭するための理工系分野への興味を深める機会の

提供や、情報提供等を通じた理工系分野への進学・職業イメージの向上等の取組により

女性の理工系進路選択を促進し、次代を担う女性の科学技術人材を育成することも重要

である。 

＜施策の基本的方向と具体的な取組＞  

１ テクノロジー関連施策のジェンダー主流化、ジェンダード・イノベーションの推進及

び安全・安心な利用環境の整備 

（１）施策の基本的方向  

〇 科学技術・イノベーション基本計画、健康・医療戦略等のテクノロジー関係施策のジ

ェンダー主流化を図る。 

〇 これまでの男性のデータを基準に行われてきた研究・開発プロセスを見直し、男女の

心身の違いやニーズを踏まえ、性差を考慮した研究・技術開発を求める。 

〇 研究・開発のプロセスにおいて性別ごとのデータを習得し、性差分析を積極的に取り

入れた研究プロジェクトを推進する。 

〇 研究者・技術者の多様性により、研究や開発における質の確保や持続可能性が高まり、

かつ社会の多様な人々のニーズにより答えることが可能となる。科学技術分野において

は、女性研究者・技術者の割合が特に低く、女性人材の育成をより進める。 

〇 テクノロジーの進展の恩恵を誰もが享受できるよう利活用を支援する。特にデジタル

スキルの活用を通じた女性デジタル人材の育成を加速化する。利活用に際しては、男女

間の経済社会格差の拡大、デジタル空間における誹謗中傷・ハラスメント等の人権侵害

等、負の側面に留意し、誰もが安全に、かつ安心して利用できる環境の整備に努める。 
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〇 コミュニティサイトやＳＮＳ等を通じたこども・若年層に対する性暴力を防止するた

め、これらのツール等に着目した被害の予防・拡大防止対策を推進する。 

〇 インターネット上の性的な暴力やハラスメントに対しては、政府及び民間事業者等の

多様な関係者の協働、広報啓発の推進等の総合的な取組により、自由なデータ流通や通

信の秘密に係る理念等とプライバシー保護等の在り方を念頭に置きつつ被害の予防、迅

速・着実な被害の救済に向けた取組を推進する。また、違法な性・暴力表現の流通等を防

止するとともに、関係機関等と連携した広報啓発の推進等の適切な対応を行う。 

（２）具体的な取組  

ア テクノロジー関連施策のジェンダー主流化及びジェンダード・イノベーションの推

進 

① 男女共同参画会議、総合科学技術・イノベーション会議及び日本学術会議の連携を

強化するとともに、科学技術・イノベーション基本計画等テクノロジー関連の政府計

画等において、男女共同参画及び女性活躍の視点を踏まえた方向性を明記する。 （再

掲） 

② 各地域における交通やまちづくりの分野において、ジェンダー平等及びジェンダ

ーの視点をあらゆる施策に反映する「ジェンダー主流化」を進めるため、業界の枠を

超えた企業経営者や管理職、一般職員等の様々な階層の職員同士が交流を深め、横の

連携を図ることのできるコミュニティの構築を推進することにより、女性活躍の取

組や男女の異なるニーズを反映したサービス提供の促進を図る。 

③ 女性用トイレの利用環境の改善に向けて、国内外の動向等の把握を進め、対策を推

進する。 

④ 性差等を考慮した研究・技術開発を実施し、より有効な研究成果を生み出し、その

研究成果を社会に役立てる。また、性差のみならず、性的指向・ジェンダーアイデン

ティティ、年齢、障害の有無、人種、地域差、経済的格差等の交差性も考慮すること

で、より多様な人々のニーズに対応し得る研究・開発体制の構築を検討する。 

⑤ 女性が担うことの多い無償労働を代替・支援するＡＩやロボットの開発は女性の

活躍を後押しする社会基盤の構築に資するため、積極的に取り組む。 

⑥ 各大学の医学教育において、性差を考慮した医療に関する教育の充実を促すため

の検討を行う。 

⑦ 女性の健康総合センターにおいても、各種研究事業を活用しながら、妊娠・出産を

含めた女性の生涯にわたる健康課題に関わる研究等に取り組むとともに、リテラシ

ーの向上も図りながら「ジェンダード・イノベーション」を推進する。 

⑧ 国が関与する公募型の大型研究費はもとより競争的研究費について、男女問わず

責任者となれるよう、採択条件に、事業の特性も踏まえつつ、男女共同参画の視点の

有無と取組状況を把握できる評価項目を設定する。 

⑨ 国が関与する競争的研究費において、事業の特性も踏まえつつ、性差の視点を踏ま

えた研究の促進や採択条件に出産・育児・介護等に配慮した取組を評価する項目の設

定を進める。 

⑩ 多様な価値観を持つ評価者の育成や配置、研究現場における性別役割分担など固

定観念の打破、性別や年齢による差別がない人事運用や優秀な女性研究者のプロジ

ェクト責任者への登用等を促進する。 
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イ 安全・安心なテクノロジーの利用環境の整備 

① デジタル分野におけるジェンダー・ギャップを解消するため、就労やキャリアアッ

プ、起業等に直結するデジタルスキルの習得支援及びデジタル分野への就労支援並

びにこれらを支える社会基盤・環境の整備に取り組み、地域女性活躍推進交付金を始

めとする財政支援その他の支援により後押しする。また、官民で実施している効果の

高いデジタルスキル習得支援や就労支援などの優良事例を事例集により周知・啓発

し、全国各地域への横展開を図る。（再掲） 

② ＡＥＤ（自動体外式除細動器）について、女性のプライバシーへの配慮等を踏まえ

た適切な使用方法を周知することにより、対象者の性別にかかわらず適切に使用さ

れるよう取組を進める。 

③ インターネット上の違法・有害情報への対策として、大規模プラットフォーム事業

者に対し削除対応の迅速化及び運用状況の透明化を求める、特定電気通信による情

報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律（平成 13 年法律第 137 

号）の適切な運用を図るなど、プラットフォーム事業者に対する実効的な対策を推進

する。 

④ インターネット上の性的な暴力やハラスメントの被害者にも加害者にもならない

ようにするという観点から、関係機関・団体等と連携して、安全・安心な利用のため

の広報啓発を行うとともに、ＩＣＴリテラシーやメディア・リテラシーの向上のため

の取組を推進する。特に、自画撮り被害を防止するため、若年層・児童生徒等や保護

者に対する教育・啓発等の対策を総合的に推進する。 

⑤ ＳＮＳに起因する事犯を防止するため、こどもの性被害等につながるおそれのあ

る不適切な書き込みをサイバーパトロールにより発見し、注意喚起・警告のためのメ

ッセージを投稿する取組を推進するとともに、より効果的な手法の導入を検討する。 

⑥ リベンジポルノや人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案の

附帯決議にも指摘されるＡＩ技術を悪用したディープフェイクポルノ等に関し、事

案に応じて各種法令の規定に基づき、違法行為に対して厳正に対処するなど、必要な

対策を検討する。 

⑦ インターネット上の私事性的画像記録、児童ポルノ画像や盗撮事犯に係る画像等

の流通防止対策を推進する。また、インターネット・サービス・プロバイダによるブ

ロッキング等の自主的な取組を引き続き支援し、児童ポルノ画像の閲覧防止対策を

推進する。 

⑧ インターネット上に拡散した画像の削除等について相談・通報を受け付ける窓口

の周知に取り組む。 

２ 科学技術分野における男女共同参画の推進 

（１）施策の基本的方向  

〇 大学や企業等において、意思決定を行う理事長・学長等の経営層、管理職や教授など

現場のトップや、現場を主導する上位職に女性技術者を積極的に登用する。 

〇 女性研究者・技術者のキャリアパスの明確化や研修の充実等、女性リーダー育成を支

援する。 

（２）具体的な取組  



 

61 
 

ア 科学技術分野における女性の採用・登用の促進及び研究力の向上 

① 令和７（2025）年に改正された女性活躍推進法に基づき、同法の適用がある事業主

（大学を含む。）における管理職に占める女性の割合の公表等を通じて、研究職や技

術職として研究開発の分野で指導的地位に占める女性の割合を高める等、女性の活

躍推進に向けた取組を推進するよう要請する。また、科学技術・学術関連機関の理事

長・学長・研究所所長の女性比率を把握し、公表する。 

② 科学技術・イノベーション基本計画における数値目標を踏まえ、科学技術・学術分

野における女性の新規採用・登用に関する数値目標の達成に向けて、各主体（大学、

研究機関、学術団体、企業等）が自主的に採用・登用に関する目標を設定し、その目

標及び推進状況を公表するよう要請する。 

③ 若手研究者含む女性研究者の比率向上や学長、副学長及び教授における女性登用

を促進するため、国立大学法人運営費交付金や私立大学等経常費補助金を始めとす

る大学への資源配分において、引き続きインセンティブを付与するとともに、女性を

含む様々な人材が活躍できる環境整備のため、現在の仕組みの効果や課題も踏まえ

つつ、必要な施策を検討する。（再掲） 

④ 国が関与する科学技術プロジェクト等における積極的改善措置（ポジティブ・アク

ション）の取組を推進するなど、科学技術・学術に係る政策・方針決定過程への女性

の参画を拡大する。 

⑤ 研究者・技術者、研究補助者等に係る男女別の実態を把握するとともに統計データ

を収集・整備し、分野等による差異及び経年変化を分析し、改善策を見いだす。 

イ 科学技術分野における女性人材の育成等 

① 女性研究者・技術者の採用の拡大や研究現場を主導する女性リーダーの育成に向

けて、上位職へのキャリアパスの明確化、メンタリングを含めたキャリア形成支援プ

ログラムの構築その他女性研究者・技術者の採用及び登用に関する積極的改善措置

（ポジティブ・アクション）の取組について、大学、研究機関、学術団体、企業等へ

の普及を図る。 

② 女性研究者・技術者の就業継続や研究力の向上に向けた女性研究者･技術者のネッ

トワーク形成支援、メンター制度の導入、ロールモデル情報の提供、定期的な研修や

相談窓口の活用及び各種ハラスメントのない職場環境の整備等を促進する。 

③ 大学、研究機関、学術団体、企業等の経営層や管理職が多様な人材を生かした経営

の重要性を理解し、女性研究者・技術者の活躍推進に積極的に取り組むよう、男女共

同参画に関する研修等による意識改革を促進する。 

④ 男女双方に対する研究と出産・育児、介護等との両立支援や、女性研究者の研究力

向上及びリーダー経験の機会の付与、博士後期課程へ進学する女子学生への支援の

充実等を一体的に推進する、ダイバーシティ実現に取り組む大学等を支援する。 （再

掲） 

３ 男女の研究者・技術者が共に働き続けやすい環境の整備  

（１）施策の基本的方向  

〇 男女の研究者・技術者が、育児・介護等と研究・技術開発を両立できるよう、職場環境

を整備する。  
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（２）具体的な取組  

ア 研究・技術開発と育児・介護等の両立に対する支援及び環境整備 

① 大学、研究機関、企業等において、男女の研究者・技術者が正規・非正規等の雇用

形態を問わずに仕事と育児・介護等を両立できるようにするため、長時間労働の解

消、短時間勤務やフレックスタイム勤務、テレワークによる多様な働き方の推進、育

児・介護等に配慮した雇用形態や両立支援制度の確立、キャリアプランや育児・介護

等に関する総合相談窓口の設置など保育・介護サービスや病児・延長保育の確保、不

妊治療に係る職場環境の整備等を促進する。（再掲） 

② 男女の研究者向けの柔軟な勤務体制の構築や研究支援員の配置、家族帯同に関す

る支援制度など、女性研究者のみでなく男女が共に育児や介護を担っていくことへ

の支援を積極的に進める大学等を支援する。（再掲） 

③ 育児・介護等により競争的研究費に係る研究から一時的に離脱せざるを得ない場

合において、研究期間の延長や代行者・研究支援者の登用により研究を継続できるよ

う配慮した競争的研究費の運用を促進する。（再掲） 

④ 競争的研究費の若手研究者向け支援事業の公募要領における年齢制限等において

育児・介護等により研究から一時的に離脱した者に対して配慮した応募要件となる

よう促す。（再掲） 

⑤ 博士の学位取得者で優れた研究能力を有する者が、出産・育児による研究中断後、

円滑に研究現場に復帰することができるよう支援する。（再掲） 

イ 大学や研究機関におけるハラスメントの防止 

① 大学や研究機関に対して、各種ハラスメントの防止のための取組が進められるよ

う必要な情報提供等を行うなど、各種ハラスメント防止等の周知徹底を行う。また、

各種ハラスメントの防止のための相談体制の整備を行う際には、第三者機関の設置

を含めた第三者的視点に加え、性別割合に配慮した担当者を配置するなど、真に被害

者の救済となるようにするとともに、被害者の学修・研究環境を守る取組、再発防止

のための改善策等が大学運営に反映されるよう促す。また、雇用関係にある者の間だ

けでなく、学生等関係者間も含めた防止対策の徹底を促進する。（再掲） 

４ 女子学生・生徒の理工系分野の選択促進及び理工系人材の育成  

（１）施策の基本的方向  

〇 理工系分野の女性研究者・技術者を確保するためには、小・中・高等学校において、科

学技術に女子児童・生徒が興味を持つような機会を増やす必要がある。 

〇 進路選択の際には、保護者や教員等身近な人から影響を受ける場合が多いことから、

本人だけではなく、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の払拭を含め理工系

分野への進路選択に関する保護者や教員等の理解促進を行う。 

〇 大学、研究機関、学術団体、企業等と連携し、女子児童・生徒、保護者及び教員に対し

て、理工系の進路選択がどのようなキャリアパスにつながるかについて十分な情報や体

験を提供する。 

（２）具体的な取組  
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ア 次代を担う理工系女性人材の育成 

① デジタル・グリーン等の成長分野をけん引する高度専門人材の育成に向けて、学部

転換等の改革に踏み切る大学・高等専門学校（以下「高専」という。）を機動的かつ

継続的に支援することで、成長分野への女子の進学者増を目指す。 

② Society 5.0 の実現に向けてＡＩやＩｏＴ等のＩＴ分野の教育を推進する。 

③ スーパーサイエンスハイスクールの充実等、高等学校における理数系教育の強化

を通じて、女子生徒の科学技術に関する関心を高める。 

④ 理工チャレンジプログラムやロールモデルの提示等の取組について女子中高生・

女子学生等への広報や周知を強化する。また、人口５万人未満の地域においては、理

工系に対する興味を深める機会等が相対的に不足しているとの調査研究結果を踏ま

え、当該地域において、ロールモデルによる出前授業を実施すること等により、女子

中高生の理工系分野への進路選択の促進に取り組む。 

⑤ 好事例やロールモデルの紹介等を通じ、理工系女性人材の育成について、企業によ

る取組を促進する。 

⑥ 入学者の多様性を確保する観点から、女子学生の占める割合の少ない分野の大学

入学者選抜において、理工系の女子などを対象とした選抜の実施等に積極的に取り

組む大学等に対して、国立大学法人運営費交付金や私立大学等経常費補助金による

支援を行う。また、国立大学・高専の整備計画に応じて、女子学生の増加等に対応し

た施設整備の取組を着実に実施する。また、大学入学者選抜に係る好事例の収集・公

表等のフォローアップを通じて、理工系女子を含め多様な背景を持った者等、入学者

の多様性を確保する選抜の実施等に積極的に取り組む大学の取組を促進する。 

⑦ 女子生徒の理工系分野への進学を促進するため、全国各地の教育委員会や男女共

同参画センターと連携して、女子児童・生徒、保護者及び教員を対象として理工系分

野に対する興味・関心を喚起する地域における取組を支援し、取組の成果等を全国に

展開する。 

⑧ 理工農系の女子学生の修学や卒業後の活躍機会の確保を目的として、大学が民間

企業等と連携して行う取組を、好事例の収集・展開を通じて引き続き促進する。 

⑨ 関係府省や経済界、学界、民間団体等産学官から成る支援体制等を活用した地域に

おける意識啓発や情報発信等を実施し、地域の未来を担う理工系女性人材の育成や

地方定着につながる取組を促進する。 

⑩ 大学と小・中・高等学校が連携して授業開発・授業研究を行う際、男女共同参画の

視点にも配慮するよう促す。 

⑪ 未就学児がジェンダーバイアスにより自分の可能性を狭めてしまわないよう、幼

少期の教育現場等における固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコ

ンシャス・バイアス）の解消に資する方策について周知・普及に努める。 

⑫ 海洋人材の育成に当たっては、国立大学等が保有する船舶において、女性に配慮し

た環境整備を促進する。 

イ 理工系分野に関する女子児童・生徒、保護者及び教員の理解促進 

① 大学、研究機関、学術団体、企業等の協力の下、女子児童・生徒、保護者及び教員

に対し、理工系選択のメリットに関する意識啓発、理工系分野の仕事内容、働き方及
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び理工系出身者のキャリアに関する理解を促すとともに、無意識の思い込み（アンコ

ンシャス・バイアス）の払拭に取り組み、女子生徒の理工系進路選択を促進する。 
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第６分野 ジェンダーに基づくあらゆる暴力を容認しない社会基盤

の形成と被害者支援の充実 

 

【基本認識】 

〇 誰もが、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できるようにするために

は、個人の人権が尊重され、安全に、かつ安心して暮らせることが不可欠である。しかし

ながら、我が国の現状をみると、性犯罪・性暴力、配偶者等への暴力、ストーカー行為、

セクシュアルハラスメント等の暴力が個人の尊厳を踏みにじり、安全で安心な暮らしを

妨げる大きな要因となっている。これらの暴力の根絶は、男女共同参画社会を形成して

いく上で克服すべき重要な課題であり、国としての責務である。 

〇 暴力は、被害者の心身を深く傷つけ、その後の人生にも深刻な影響を及ぼすものであ

る。女性に対して行われる暴力の背景には、社会における男女が置かれた状況の違いや

根深い偏見等が存在しており、その根絶に向けては、社会経済における男女間の格差是

正や、男女の人権尊重の徹底等の意識改革に取り組む必要がある。女性に対する暴力が

蔓延していれば、政治、経済、地域社会を含め、様々な分野における女性の活躍が阻害さ

れ続けることにもなり、男女間の格差の是正を阻む一因となっていることを直視する必

要がある。当然のことながら、暴力は、その対象の性別を問わず許されるものではなく、

男性や性的マイノリティ等多様な被害者が存在するため、あらゆる暴力を容認しない姿

勢を示していくことが重要である。 

〇 こどもや若者に対する性暴力等の被害は深刻な状況にある。また、家庭における被害

は潜在化・深刻化しやすいことや、暴力の背景に、上司・部下、教員・生徒等立場を利用

した支配がある場合には、加害者との関係性から被害を訴えにくい場合があることに十

分留意しなければならない。暴力の被害者が、男性、性的マイノリティ、高齢者、障害

者、外国人等である場合を含め、多様な被害者が声を上げやすくなるよう、暴力の形態

や被害者の属性等に応じてきめ細かく対応する視点が不可欠である。暴力の被害者や支

援者等が誹謗中傷や誤情報により二次被害等を受け、その尊厳が損なわれたり、活動へ

の支障が生じることで被害者支援に困難が生じたりすることはあってはならず、その防

止にも取り組む必要がある。   

〇 デジタルを始めとするテクノロジーの進展、ＳＮＳなどのコミュニケーションツール

の更なる広がりに伴い、被害は一層多様化しているところ、新たな形の暴力に対しても

状況を注視し、迅速に対応していく必要がある。 

〇 令和５（2023）年の刑法（明治 40 年法律第 45 号）改正を始め、５次計画の期間中、

関連する法制度には大きな進展があった。今後は、その実効性が問われていく。関係法

令の改正内容を含めた周知、関係者・支援者等への教育・研修の徹底、加害者への厳正な

対処、幼児期から大人に至るまでの各年代での教育啓発等を通じて、ジェンダーに基づ

くあらゆる暴力を容認しない社会基盤の形成を図る必要がある。 

〇 暴力の被害者に対しては、その尊厳の回復のため、被害者に寄り添った十分かつ専門

的な支援を行う必要がある。こうした支援は、相談から保護、自立支援、自立後の継続的

支援まで、早期から切れ目なく、行政と民間団体とが連携し、包括的に提供することが

重要である。そのため、適切な処遇を含め、専門人材の育成・確保を図るとともに、各地
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域において、それぞれの地域特性や実情に応じて関係機関の連携を強化し、支援体制の

充実に努めることが求められる。 

＜施策の基本的方向と具体的な取組＞ 

１ ジェンダーに基づくあらゆる暴力の予防と被害者支援の基盤強化 

（１）施策の基本的方向 

〇 性犯罪・性暴力、配偶者等への暴力、ストーカー行為、セクシュアルハラスメント等の

暴力は、個人の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、犯罪となる行為をも含む重大な人

権侵害であることや、「同意のない性的な行為は性暴力である」という認識を社会全体で

共有し、あらゆるジェンダーに基づく暴力を容認しない社会基盤の形成に向けた啓発を

強力に推進する。その際、国際社会との協調に取り組み、性暴力やセクシュアルハラス

メントが「ビジネスと人権」の取組において十分に認識されるべき人権問題であること

について、企業等への周知・啓発を図る。 

〇 暴力の加害者、被害者及び傍観者とならないための教育の全国展開を進める。また、

幼児期から大人に至るまで、「性的同意」を含む必要な知識を各段階に応じて身に付けら

れるよう、教育啓発や情報提供に取り組む。 

〇 広報・啓発等により、年齢や性別、国籍、障害の有無等にかかわらず、相談をしやすい

社会環境を醸成し、被害の潜在化を防止する。 

〇 性犯罪・性暴力、配偶者等への暴力、ストーカー行為、セクシュアルハラスメント等の

ジェンダーに基づく暴力の被害の状況等について、的確に把握し、実証的な政策立案に

資する統計等の整備を図る。 

〇 暴力の予防と根絶や被害者の支援については、社会経済における男女間の格差の解消

や、リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関連する女性の健康支援、貧困等の生活上の

困難や複合的に困難な状況に置かれる女性への支援等、防災・復興分野における男女共

同参画の推進等、様々な分野に関連することにも留意しつつ施策を推進する。 

（２）具体的な取組 

① 性犯罪・性暴力、配偶者等への暴力、ストーカー行為、セクシュアルハラスメント

等の暴力の予防と根絶に向けて、改めて集中的な啓発期間を定め、国民各層へ向けた

効果的な広報啓発を一層推進する。その際、性別の被害の状況や、女性に対する暴力

の背景には社会における男女が置かれた状況の違いや根深い偏見等が存在すること

に留意する。 

② 性犯罪・性暴力が個人の尊厳を著しく踏みにじる許されない行為であること、相手

の同意のない性的な行為は性暴力であること等についての認識が社会全体で共有さ

れるよう、社会の幅広い組織・団体等の協力を得て、各界各層を対象とする啓発に取

り組む。また、「性的同意」について啓発に取り組む。 

③ 生命の尊さを学び生命を大切にし、こどもたちを性暴力の加害者、被害者及び傍観

者にさせないため、幼児期からこどもの発達段階に配慮した「生命（いのち）の安全

教育」について、内容面の充実を図りつつ、教員への研修機会の充実や更なる普及の

ための実効的な手段を検討し、全国的な取組の実施を推進する。 
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④ 学校や保健所等において、性に関する科学的知識に加え、性情報への対処や互いを

尊重しあう人間関係など様々な観点から、産婦人科医や助産師等の専門家を外部講

師として活用する等により、性と健康に関する教育等を行う。 

⑤ 様々な状況に置かれた被害者に情報が届くよう、相談窓口等の周知を含め官民が

連携した広報啓発を実施するとともに、加害者や被害者を生まないための若年層を

対象とする予防啓発の拡充を図る。また、広報啓発を実施する際は、男性、性的マイ

ノリティ、高齢者、障害者、外国人等の多様な被害者にも支援の情報が届きやすくな

るよう留意する。 

⑥ 性暴力やセクシュアルハラスメントが「ビジネスと人権」に係る取組においても十

分認識されるべき人権問題であることについて、企業等への周知・啓発を図るととも

に、企業活動における性暴力の防止及び被害者の救済等に係る取組を促す観点も含

め、令和７（2025）年度までを計画期間とする「「ビジネスと人権」に関する行動計

画」を改定し、その内容の普及に取り組む。 

⑦ 性犯罪・性暴力、配偶者等への暴力、ストーカー行為、セクシュアルハラスメント

等のジェンダーに基づく暴力の被害の状況等について、男女別を含め的確に把握し、

実証的な政策立案に資する統計等の整備を図る。 

⑧ 性的な被害や配偶者等からの暴力等の暴力の被害者を始めとする様々な困難な問

題を抱える女性一人一人のニーズに応じて、包括的な支援を実施できるよう、困難な

問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第 52 号。以下「女性支援新

法」という。）に基づき、女性相談支援センターや女性自立支援施設の機能強化、女

性相談支援員の人材の養成・処遇改善の推進、若年女性を含む困難な問題を抱える女

性への支援に取り組む民間団体が行う活動や事業継続への支援、民間団体と地方公

共団体との協働の促進、民間団体を含めた女性支援を担う者の育成強化等を図る。 

⑨ 被害者と直接接することとなる警察、検察、矯正、更生保護官署、地方出入国在留

管理局、犯罪被害者等早期援助団体、配偶者暴力相談支援センター、性犯罪・性暴力

被害者のためのワンストップ支援センター（以下「ワンストップ支援センター」とい

う。）、女性相談支援センター、女性自立支援施設、児童相談所、こども家庭センター

等の関係機関の職員、女性相談支援員等の関係職員等について、専門性の向上を図

り、被害者等に対し適切な対応をとることができるよう、研修機会の充実に努める

等、支援に携わる人材の育成を図る。 

⑩ 医師、看護師、薬剤師等の医療関係者、教職員、法曹、公認心理師等の被害者に接

する可能性のある専門職にある者が、性犯罪・性暴力等の暴力に対する理解を深め、

被害者の置かれた状況に十分配慮して職務に従事することができるよう、各職能団

体への情報提供等により、これらの専門職に対する研修機会の充実を図る。また、こ

れらの職の養成課程にある者に対する教育等の充実を図る。 

⑪ 海外で邦人がＤＶや性被害を含む犯罪等の被害に遭った場合における、在外公館

（大使館、総領事館等）による現地での支援に関する情報提供の充実を図るととも

に、当該邦人等の要請に応じて、在外公館を通じた現地の弁護士や通訳・翻訳者等に

関する情報提供、必要に応じた警察への同行、（相談者又は相談者の子、家族等の生

命又は身体に危険が及ぶおそれがあると判断される場合には）警察等への保護要請

等、可能な限り支援を行うよう努める。また、当該邦人の帰国後は、国内における犯

罪被害者と同等の支援の確保を図る。 
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２ 性犯罪・性暴力への対策の推進 

（１）施策の基本的方向 

〇 性犯罪・性暴力対策については、令和２（2020）年度から令和４（2022）年度までを

「集中強化期間」、令和５（2023）年度から令和７（2025）年度までを「更なる集中強化

期間」とし、関係府省が連携して実効性のある取組の推進に努めてきた。同期間におけ

る対策の進捗や、依然として深刻な被害の状況等を踏まえ、６次計画の計画期間におい

ても、引き続き政府一体となって、対策を継続・強化していく。 

〇 令和５（2023）年の刑法改正等により性犯罪に対処するための刑事法が整備されたこ

とを踏まえ、その内容・趣旨について、周知を徹底するとともに、性犯罪に対して、法と

証拠に基づき、厳正に対処していく。また、性的な被害の実態等の調査を着実に実施し

た上で施策の在り方について検討を行い、その結果に基づき所要の措置を講ずる。 

〇 性犯罪・性暴力の被害者が躊躇せずに被害を訴え、又は相談し、医療的支援や法的支

援等の必要な支援を包括的に受けられるよう、関係府省が連携し、各地域において、ワ

ンストップ支援センターを中核として、各関係機関が連携した相談支援体制の整備を進

めることにより、被害者支援の更なる充実を図る。 

〇 被害者のプライバシーの保護及び二次被害の防止について万全を期す。 

（２）具体的な取組 

① 令和５（2023）年の性犯罪に対処するための刑事法の整備（ア 「刑法及び刑事訴訟

法の一部を改正する法律」及びイ 「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に

記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」）の趣旨・内

容の周知を徹底するとともに、性犯罪への厳正かつ適切な対処に努める。また、これ

らの法律の施行後の適用状況等を的確に把握するとともに、アの附則において、施行

後５年を経過した場合に性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の

在り方について検討を加えること及びその検討がより実証的なものとなるよう、被

害申告の困難さ等の性的な被害の実態についての調査を行うことが定められている

ことから、同附則の規定に基づく調査を着実に実施した上で検討を行い、必要がある

と認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずる。 

② 性犯罪・性暴力の被害は、加害者との関係性などから誰にも相談できず、被害が潜

在化・深刻化しやすいことから、年齢・性別を問わず、多様な被害者がためらうこと

なく被害を訴え、相談し、適切な支援を受けることができるよう、相談しやすくする

ための工夫や夜間・休日における相談対応の実施、各都道府県等における相談体制・

支援事例等の共有に努めるとともに、各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につな

がる全国共通番号「#8103 （ハートさん）」やワンストップ支援センターの全国共通番

号「#8891（はやくワンストップ）」等の相談先等の周知を更に進める。 

③ 毎年４月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、若年層に向けた広報啓発を集

中的かつ効果的に実施する。 

④ 各地域での被害者支援における中核的な機能を担うワンストップ支援センターが、

個々の被害者の置かれた状況に対応して、医療的支援、法的支援、心理的支援、同行

支援等を総合的に提供し、また、必要に応じて専門機関等による支援につなぐことが

できるよう、運営の安定化及び支援の質の向上に係る都道府県等の取組を支援する。
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また、ワンストップ支援センターと、警察、犯罪被害者等早期援助団体、医師会等の

医療関係団体、日本司法支援センター（法テラス）、弁護士会、女性相談支援センタ

ー、女性自立支援施設、児童相談所、教育委員会等の地域における関係機関とのネッ

トワークの構築に係る各都道府県等の主体的な取組を推進する。特に、ワンストップ

支援センターと連携・協力する医療機関における支援環境の整備等の推進を図る。 

⑤ 性犯罪捜査担当係への女性警察官の配置推進、性犯罪に関する被害の届出がなさ

れた場合の明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除く即時受理の更

なる徹底等、性犯罪の被害者が安心して警察に届出ができる環境づくりのための施

策を推進し、性犯罪被害の潜在化防止に努める。 

⑥ 性犯罪・性暴力被害者に対する医療的支援の更なる充実のため、産婦人科に加え、

小児科、精神科等の多様な診療科における医療関係者及び医療機関のワンストップ

支援センターに対する理解を増進するため、医療関係者等への研修や必要な情報の

周知等に努める。 

⑦ 性犯罪・性暴力被害者がＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）等の精神的な疾患に

苦しむケースが少なくないことを踏まえ、捜査関係者を含む関係者において、被害者

の精神面の被害についても的確に把握し、事案に応じた適切な対応を図る。 

⑧ 医師や看護師を養成する教育の中で、性犯罪被害等に関する知識の普及に努める。

医師、看護師、保健師、精神保健福祉士等を対象に、ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス

障害）に関する専門的知識・技能を習得させる「ＰＴＳＤ対策専門研修」を実施し、

医療機関、精神保健福祉センター、保健所等における地域住民等に対する相談支援の

充実を図る。また、トラウマを抱えた被害者への対応を含め、必要な治療を行える医

師等の専門職の育成を促進するとともに、適切な処遇について検討を行う。 

⑨ 障害者に対する性的虐待の実態把握に努めるとともに、厳正かつ適切な対処を行

う。 

⑩ 性犯罪被害者を含む犯罪被害者等に対して、その多岐にわたるニーズに対応し、必

要な支援を適時適切に提供するため、全ての都道府県において犯罪被害者等支援コ

ーディネーターを中心とした多機関ワンストップサービスが構築されるよう、各都

道府県の取組を促進する。 

⑪ 二次被害防止の観点から被害者支援、捜査及び公判手続における被害者のプライ

バシー保護を図る。また、公判手続における性犯罪被害者等の心理的・精神的負担の

軽減のため、被害者からの聴取の在り方について引き続き検討を行うとともに、研修

等により対応における留意点等の周知を図る。 

⑫ 刑事施設及び保護観察所において性犯罪者処遇プログラムの更なる充実等の再犯

防止対策の強化を図る。 

⑬ 痴漢は重大な性犯罪であるという認識の下、徹底した取締り等により加害者に厳

正に対処するとともに、特に電車内における痴漢防止対策や、国民の痴漢撲滅に対す

る意識の向上などの広報・啓発の充実等、関係府省が一体となって取組を強化してい

く。 

３ こどもに対する性犯罪・性暴力の根絶に向けた対策の推進 

（１）施策の基本的方向 
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〇 こどもに対する性犯罪・性暴力は、被害に遭った当事者の心身に長期にわたり有害な

影響を及ぼす極めて悪質な行為であり、断じて許されないものであることを踏まえ、こ

どもに対する性犯罪・性暴力の防止に係る施策を総合的に推進する。 

〇 こどもは、被害に遭っても、それを性被害であると認識できないことや家族を始めと

する身近な者からの被害は特に潜在化・深刻化しやすいこと等に留意し、こどもが長く

過ごす場における性被害の未然防止と早期発見のための仕組みの整備や、こどもや若年

層が相談しやすい体制の整備を図る。学校設置者等や教育保育等の事業者に対し、こど

もの安全を確保する措置を義務付ける等の措置を講ずる学校設置者等及び民間教育保育

等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第

69 号。以下「こども性暴力防止法」という。）について、円滑な施行を図り、同法に基づ

き、こどもへの性暴力防止に取り組む。 

〇 児童買春・児童ポルノ等を始め、こども・若年層に対する性暴力被害の予防等のため

の被害防止啓発、 国民意識の向上に向けた取組及び取締りを強化する。 

（２）具体的な取組 

① こども・若者の性被害防止対策を進めるため、こども大綱（令和５年12月22日閣議

決定）、こども・若者の性被害防止のための総合的対策（令和６年４月25日性犯罪・

性暴力対策強化のための関係府省会議・こどもの性的搾取等に係る対策に関する関

係府省連絡会議合同会議取りまとめ）等に基づき、加害の防止、相談・被害申告をし

やすくする、被害者支援及び治療・更生の４つの観点から総合的な取組を推進する。 

② こどもに対する性暴力を防止するため、こども性暴力防止法に基づき、学校設置者

等や学習塾等の民間教育保育等事業者に児童等に対する性暴力等を防止する責務が

あることを明確化した上で、学校設置者等や認定を受けた民間教育保育等事業者に

対して、こどもの安全を確保するための措置を義務付ける等の措置を講ずる。 

③ 教育職員等による児童生徒性暴力等の根絶に向け、教育職員等による児童生徒性

暴力等の防止等に関する法律（令和３年法律第57号）及び同法に基づく基本指針等を

踏まえ、引き続き、被害を未然に防ぐための環境整備、教育職員等に対する研修・啓

発の充実、相談体制の整備、児童生徒性暴力等を行った教育職員等に対する厳正な対

処等、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止・早期発見・対処に関する取組を推

進する。 

④ 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者の児童相談所等への通告義務の周

知徹底や児童相談所等との的確な連携を促すためのこどもと直接接する業務を行う

施設の職員等に対する啓発等の実施とともに、児童相談所、警察等においては、性的

虐待の認知・把握に努め、被害児童の保護、被害児童に配慮した聴取（代表者聴取）、

加害者の検挙と適切な処罰等に向けた必要な施策を実施する。また、児童から最初に

話を聞くこととなる可能性の高い教育機関等に対し、被聴取者の記憶の汚染を防止

する必要性の周知に努める。 

⑤ 監護者による性犯罪・性暴力の実態把握に努め、厳正かつ適切な対処に努める等必

要な処置を講ずる。 

⑥ こども間の性暴力事案や性的いじめ事案における加害者への対応や地域における

関係機関との連携を含めた適切な対応の在り方について、教育委員会、都道府県及び
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大学等の担当課等に対し周知すること等により事案発生時の迅速的確な事実確認の

実施及び相談体制の充実を図る。 

４ 配偶者等への暴力の防止及び被害者の保護等の推進 

（１）施策の基本的方向 

〇 配偶者等への暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるとの認識の下、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成 13 年法律第 31 号。以

下「配偶者暴力防止法」という。）等に基づき、テクノロジーの進展も踏まえ、その防止

と被害者の保護・支援に取り組む。 

〇 配偶者等への暴力の防止と被害者支援に当たっては、中核的な役割を担う都道府県と、

被害者に最も身近な行政主体である市町村が、相互に連携して取り組む。 

〇 被害者支援については、地方公共団体や民間団体等の関係機関が広範に連携し、被害

者情報の保護を徹底するとともに、被害者のニーズに沿った保護、自立支援等の支援を、

性別や国籍等を問わず、被害者の置かれた状況や地域の実情に応じ、切れ目なく行う。 

〇 被害者支援の一環として加害者プログラムの実施を推進する。 

〇 非同棲交際相手への暴力（いわゆるデートＤＶ）についても、被害者等の安全確保の

ため、相談支援や一時保護に取り組むとともに、予防啓発を充実する。 

（２）具体的な取組 

① 配偶者暴力防止法及び同法に基づく基本的な方針79等に基づき、保護命令制度の活

用等を含め、配偶者等からの暴力の防止並びに被害者の保護及び支援の強化に取り

組む。また、配偶者暴力防止法を共管する内閣府及び関係省庁が連携し、令和５（2023）

年改正後の同法に基づく取組の状況等に係る的確な把握及び分析に取り組み、今後

の施策の充実等について検討を行い、その結果に基づき所要の措置を講ずる。 

② 配偶者等からの暴力の相談者の多様なニーズに対応できるよう、配偶者暴力相談

支援センターの全国共通番号「♯8008 （はれれば）」の周知や各都道府県等における

ＳＮＳ等を活用した相談等の体制整備を促進するとともに、夜間・休日を問わず相談

しやすい体制の充実を促す。 

③ 配偶者等への暴力の被害者が、身近な地域において、保護命令の申立ての支援を含

め、それぞれの状況に応じた必要な支援を切れ目なく受けることができるよう、情報

の提供や研修機会の提供等により、配偶者暴力相談支援センターの機能の充実に係

る都道府県や市町村の取組を促進する。また、地域における被害者支援体制の充実強

化のため、配偶者暴力防止法に基づく法定協議会の活用等による関係機関・団体等と

の一層の連携を促進する。 

④ 女性相談支援センターにおいて、被害者の安全の確保や心身の健康回復を十分に

行うとともに、民間シェルター等の積極的活用等による適切かつ効果的な一時保護

を実施する。また、女性相談支援センター一時保護所や女性自立支援施設において、

被害者に対する心理的ケアや自立に向けた支援、同伴児童への学習支援を推進する。 

 
79 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針（令和５年内閣府・

国家公安委員会・法務省・厚生労働省告示第１号）。 
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⑤ 配偶者等への暴力と児童虐待が密接に関連するものであることを踏まえ、要保護

児童対策地域協議会や配偶者暴力防止法に基づく法定協議会の活用等により、児童

相談所、こども家庭センター及び配偶者暴力相談支援センターと福祉事務所等の連

携の強化を促進する。 

⑥ 民間シェルター等の民間団体が、被害者の多様なニーズに対応した柔軟な支援を

行うなど、被害者支援において重要な役割を果たしていることを踏まえ、官民連携の

下で行われる先進的な取組等の支援等の必要な援助を行い、各地域の行政と民間シ

ェルター等の民間団体との緊密な連携による被害者支援の充実を図る。 

⑦ 被害者が自立して生活することを促進するため、関係機関が連携して、公営住宅の

優先入居や住宅確保要配慮者居住支援法人による支援等の住宅の確保、入居中の支

援、就業の支援、同居するこどもの就学・保育、住民基本台帳の閲覧等の制限に関す

る制度の利用等の情報提供等を行う。また、個人情報に係る閲覧や証明書の制度を不

当に利用した被害者等の住所の探索を防止するなど、被害者情報の保護の徹底を図

る。 

⑧ 警察においては、身体に対する暴力に限らず、生命、身体、自由、名誉又は財産に

対する脅迫が疑われる場合を含め、配偶者等からの暴力相談等として幅広く受理し、

被害者の安全確保を最優先に、関係機関と連携して、事案に応じた適切な対応を行

う。また、重大事件等の発生状況等を踏まえ、被害を防止するための対策を推進する

とともに、配偶者暴力防止法に基づく法定協議会において、当該地域において発生し

た重大事件等の暴力被害に関する必要な検証を含め配偶者等への暴力を防止するた

めの取組等に関する協議が行われるときは、当該地域において事件化された事案に

係る情報を適切に共有する等、協議への積極的な参画に努める。 

⑨ 配偶者等に暴力を行う等した保護観察対象者について、その特性に応じた処遇を

実施するほか、配偶者等暴力を行った受刑者に対して、その問題性を踏まえた指導を

実施する。 

⑩ 被害者支援の一環として、参加の動機付けを有する加害者に働きかけることで自

らの暴力の責任を自覚させる加害者プログラムについて、その必要性や実施に当た

っての留意事項等について理解の促進を図り、行政がプログラム実施団体に対して

必要な援助を行うことなどにより、各地域における官民連携による実施を推進する。

また、加害者プログラムの実施に加え、加害者を対象とするＤＶ相談窓口の開設等の

取組を含め、加害防止のための取組に関して幅広く知見の蓄積を図り、その全国的な

普及に取り組む。 

⑪ いわゆるデートＤＶは、重大な人権侵害であり、許されない行為であることを踏ま

え、被害者に寄り添った対応を行い、暴行、傷害、脅迫、住居侵入、器物損壊、スト

ーカー行為等刑罰法令に触れる行為を行った場合には、各種法令を適用した措置を

厳正に講ずるとともに、被害者に対する相談支援の拡充及び相談先の周知、必要な一

時保護の適切な実施並びに若年層に対する教育及び広報啓発を推進する。 

⑫ 日本司法支援センター（法テラス）において、ＤＶ、ストーカー、児童虐待を受け

ている方や受けるおそれのある方に対し、資力にかかわらず、弁護士による速やかな

法律相談を行う。 

⑬ 子の利益の実現に向けた父母の離婚後の子の養育に関する見直しを図る民法等の

一部を改正する法律（令和６年法律第 33 号）の円滑な施行のため、配偶者への暴力

を防ぎ、被害者の保護や支援に係る施策を含め、子の利益を確保する観点から必要な
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施策の充実に取り組む。また、令和６年の改正により、配偶者からの暴力の被害者の

避難や被害者の支援を行う関係機関等の活動に支障が生ずることがないよう、その

正確な趣旨や内容について、引き続き適切な周知を図る。 

⑭ 二次被害を防止し、適切な被害者支援を行うため、被害者の保護等に関わる職員等

による配慮を徹底するとともに、職務関係者に対する研修等の取組を継続して行う。

また、被害者は身体的な傷害やＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）等の疾患を抱え

ることが多いことから、医学的援助等に携わる医師、看護師、保健師、精神保健福祉

士等への研修等により、適切な支援を行うための人材育成を促進する。 

５ ストーカー事案への対策の推進 

（１）施策の基本的方向 

〇 ストーカー事案は、事態が急展開して重大事件に発展するおそれがあることから、 被

害者等からの相談窓口を充実させるとともに、民間団体を含めた関係機関が連携して、

被害者等の適切な避難等、迅速・的確な支援を行う。 

〇 ストーカー行為等の未然防止、再発防止に向けた教育活動、広報啓発活動のほか、加

害者の更生に向けた取組を推進する。 

（２）具体的な取組 

① ストーカー行為は事態が急展開して重大事案に発展するおそれが大きいものであ

ることを考慮し、被害者の安全確保及び加害者への厳正な対処を徹底するとともに、

効果的な被害者支援及び被害の防止に関する広報啓発を推進する。 

② 相談者やその関係者の心情に寄り添いつつ対応を行い、被害者等の安全の確保を

最優先に、テクノロジーの進展も踏まえ、関係法令を駆使した加害者の検挙による加

害行為の防止や被害者の保護措置等の組織的な対応を推進する。また、被害者等の安

全確保をより確実にするため、ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成12年法

律第81号）に基づく禁止命令等を受けた加害者全員を対象として、カウンセリング等

を受けるよう働き掛ける取組のほか、電話連絡や面談によって近況等を把握し、その

都度、加害行為の再発や報復のおそれの有無等についてのリスク評価を行うととも

に、被害者等の保護措置を見直す取組を推進する。 

③ 緊急時における被害者の適切かつ効果的な一時保護を実施するとともに、避難の

ための民間施設における滞在支援等を行うなど、被害者等の安全確保のための取組

を促進するとともに、自立支援を含む中長期的な支援を推進する。 

④ 被害者等の保護、捜査、裁判等に関係のある者は、被害者等の安全の確保及び秘密

の保持に十分な配慮をする。また、加害者が個人情報に係る閲覧や証明書の制度を不

当に利用し被害者等の住所を探索することを防止するなど、被害者情報の保護の徹

底を図る。 

⑤ ストーカー事案に係る相談・支援窓口や事案対処の方法について、広報啓発を推進

する。 

⑥ 加害者に対する迅速・的確な対応を徹底するとともに、加害者に対する治療等の有

用性の教示や、精神医学的・心理学的アプローチ、受刑者に対するストーカー行為に

つながる問題性を考慮したプログラムの実施・充実等、警察、刑事施設、医療機関等

の関係機関が連携し、加害者更生に係る取組を推進する。 
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⑦ 保護観察所において、ストーカー行為等により保護観察に付された者等に対し、改

善更生及び再犯防止に向けた指導を実施する。また、ストーカーやＤＶ事案等の恋愛

感情等のもつれに起因する暴力的事案に係る仮釈放者及び保護観察付執行猶予者に

ついて、警察との緊密かつ継続的な連携により、被害者等に接触しようとしているな

どの特異動向等の情報を双方で迅速に把握し、必要な指導を行う。 

６ セクシュアルハラスメント防止対策の推進 

（１）施策の基本的方向 

〇 セクシュアルハラスメントは、上下関係に基づく影響力を背景とする性犯罪等の犯罪

となる重大な人権侵害をも含む行為であり、個人の尊厳や人格を傷つけるものである。

こうした認識の下で、セクシュアルハラスメントに関する意識改革に向けた取組を進め、

セクシュアルハラスメントは決して許されない行為であるという社会全体の気運を醸成

するとともに、その防止のための対策を推進する。 

〇 雇用の場や就職活動におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、外部相談窓

口を含む相談体制の整備や研修の充実等、セクシュアルハラスメント防止対策の促進に

向けた取組を行う。 

〇 教育・研究・医療・社会福祉施設やスポーツ分野等におけるセクシュアルハラスメン

ト被害についても、効果的な被害防止策を講ずる。 

〇 セクシュアルハラスメントは、上記の分野に限らず、男女共同参画社会の形成を阻害

する要因となっている。このため、６次計画の各分野における取組の中においても、誰

もが相談しやすい体制の整備、行為者への厳正な対処及び再発防止の取組を促すため、

必要な施策を推進する。 

（２）具体的な取組 

① 教職員が学生に対して行うハラスメント等の防止及び適切な対応のため、大学等

の関係者が集まる各種会議等において、各大学における取組の好事例の発信や、相談

窓口の周知等を一層強化する。 

② 国公私立学校等に対して、セクシュアルハラスメントの防止のための取組が進め

られるようハラスメント防止のための窓口の設置等の取組の実施状況に関する調査

や、大学におけるハラスメント防止に係る研修教材等セクシュアルハラスメントの

防止のための取組に必要な情報提供等を行うなど、セクシュアルハラスメントの防

止等の周知徹底を行う。 

③ セクシュアルハラスメントの被害実態を把握するとともに、教職員や部活動関係

者等の教育関係者への研修等による服務規律の徹底、被害者である児童生徒等、更に

はその保護者が相談しやすい環境づくり、相談や苦情に適切に対処できる体制の整

備、被害者の精神的ケアのための体制整備等を推進する。また、被害の未然防止のた

めの児童生徒、教職員等に対する啓発・教育を実施する。 

④ 研究・医療・社会福祉施設やスポーツ分野等におけるセクシュアルハラスメントの

実態を把握するとともに、予防のための取組や被害者の精神的ケアのための体制整

備を促進する。また、セクシュアルハラスメントの行為者に対し厳正に対処するとと

もに、行為に至った要因を踏まえた対応を行うなど再発防止対策の在り方を検討す

る。 
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⑤ 上記のほか、第３分野４（２）におけるセクシュアルハラスメントに係る取組を推

進する。 

７ 人身取引対策の推進 

（１）施策の基本的方向 

〇 人身取引（性的サービスや労働の強要等）は、性的搾取を始めとする搾取の目的によ

り行われるものであり、その被害者に対して深刻な精神的・肉体的苦痛をもたらし、そ

の損害の回復は非常に困難となる、重大な人権侵害であるとの認識の下、関係行政機関

が緊密な連携を図りつつ、また、外国の関係行政機関、国際機関、ＮＧＯ等とも協力し

て、総合的かつ包括的な人身取引対策に取り組んでいく。 

（２）具体的な取組 

① 人身取引対策について、関係閣僚から成る人身取引対策推進会議を随時開催する

とともに、「人身取引対策行動計画2022」（令和４年12月20日犯罪対策閣僚会議決定）

に基づき、国民に対する情報提供、被害者への支援を含む各種施策を推進する。 

② 出入国在留管理庁の各種手続等において認知した人身取引被害者等に関する情報

や警察における風俗営業等に対する立入調査や取締り等あらゆる警察活動を通じて、

人身取引被害の発生状況の把握・分析に努めるとともに、こうした関係行政機関の取

組や、各国の在京大使館、ＮＧＯ関係者、弁護士等からの情報提供を通じて得られた

情報を、関係行政機関において共有し、外国人女性及び外国人労働者の稼働状況や人

身取引被害の発生状況、国内外のブローカー組織の現状等の把握・分析に努める。 

③ 人身取引の被害申告等を呼びかけるポスター、リーフレット等を多言語で作成し、

上陸審査場、地方出入国在留管理局、外国人被害者の主な送り出し国の駐日大使館及

び在外日本国大使館等の人身取引被害者の目につきやすい場所に掲示等することに

より、被害を受けていることを自覚していない、又は被害を訴えることができずにい

る潜在的な被害者に対し、多言語に応じた被害の申告先や相談窓口の周知を図る。 

④ 人身取引対策関連法令執行タスクフォースによる関係行政機関の連携強化、同タ

スクフォースによる「人身取引取締りマニュアル」の活用等を通じて、警察、出入国

在留管理庁、検察、労働基準監督署、海上保安庁等の関係機関の職員が認識を共有し、

緊密な連携の下、人身取引事犯、売春事犯、風俗関係事犯等の人身取引関連事犯の取

締り及び厳正な対処の徹底を図る。 

⑤ 人身取引の定義や事例等の人身取引対策に関する情報のホームページ等への掲載

等を通じて、国民に対して情報提供を行い、広く問題意識の共有を図るとともに被害

の通報等の協力の確保に努める。 

⑥ ＡＶ出演被害について、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資す

るために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資

するための出演契約等に関する特則等に関する法律（令和４年法律第 78 号）の趣旨

及び内容等の周知を図るとともに、相談窓口であるワンストップ支援センターにお

ける被害者への相談支援の充実、広報啓発の継続的な実施、厳正な取締り等により、

被害の防止及び被害者の救済を図る。 
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８ 売買春への対策の推進 

（１）施策の基本的方向 

〇 性を商品化し、人間の尊厳を傷つける売買春の根絶に向けて、関係法令の厳正な運用

と取締りの強化を行うとともに、売買春の被害からの女性の保護、心身の回復の支援や

社会復帰支援のための取組、若年層等への啓発活動を促進する。また、売春の背景には

貧困、孤立等があることから、アウトリーチを含めた相談支援や生活支援、自立支援を

進める。 

（２）具体的な取組 

① 売買春の被害に遭うおそれのある女性については、様々な困難を抱え、支援を必要

とする女性であるという観点から、関係機関における連携を促進し、総合的な支援の

充実を図るとともに、売買春の被害に遭うおそれのある若年層の女性を早期に発見

し、福祉等の支援につなぐことができるアウトリーチ機能を持った民間団体と協力

し、福祉による生活支援や宿所の提供、自立支援など、売春を未然に防ぐための施策

を推進する。 

② 売春の周旋行為や海外での売春のあっせん等の各種事犯に対し、関係法令を厳正

かつ適切に運用し、取締りを一層強化する。 

③ 売春の相手方の行為についても、各種法令を適用し、児童買春その他の刑罰法規に

違反する行為に対して厳正かつ適切に対処するとともに、売春防止法（昭和31年法律

第118号）の更なる見直しを含め、売買春に係る規制の在り方について検討を行う。 

④ 違法な海外での売買春についての注意喚起の強化を図る。 

９ インターネットを利用した性暴力等への対応 

（１）施策の基本的方向 

〇 ＳＮＳ等を通じた性暴力を防止するため、ＳＮＳ等を含むインターネット上の被害の

予防・拡大防止対策を推進する。 

〇 インターネット上における違法な性・暴力表現の流通等を防止するとともに、関係機

関等と連携した広報啓発の推進等の適切な対応を行う。 

〇 インターネット上の性的な暴力やハラスメントの被害者にも加害者にもならないよう

にするという観点から、関係機関・団体等と連携して、安全・安心な利用のための広報啓

発を行うとともに、ＩＣＴリテラシーやメディア・リテラシーの向上のための取組を推

進する。 

（２）具体的な取組 

① インターネット上の性的な暴力やハラスメントの被害者にも加害者にもならない

ようにするという観点から、関係機関・団体等と連携して、安全・安心な利用のため

の広報啓発を行うとともに、ＩＣＴリテラシーやメディア・リテラシーの向上のため

の取組を推進する。特に、自画撮り被害を防止するため、若年層・児童生徒等や保護

者に対する教育・啓発等の対策を総合的に推進する。（再掲） 
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② ＳＮＳに起因する事犯を防止するため、こどもの性被害等につながるおそれのあ

る不適切な書き込みをサイバーパトロールにより発見し、注意喚起・警告のためのメ

ッセージを投稿する取組を推進するとともに、より効果的な手法の導入を検討する。

（再掲） 

③ リベンジポルノや人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案の

附帯決議にも指摘されるＡＩ技術を悪用したディープフェイクポルノ等に関し、事

案に応じて各種法令の規定に基づき、違法行為に対して厳正に対処するなど、必要な

対策を検討する。（再掲） 

④ インターネット上の私事性的画像記録、児童ポルノ画像や盗撮事犯に係る画像等

の流通防止対策を推進する。また、インターネット・サービス・プロバイダによるブ

ロッキング等の自主的な取組を引き続き支援し、児童ポルノ画像の閲覧防止対策を

推進する。（再掲） 

⑤ インターネット上に拡散した画像の削除等について相談・通報を受け付ける窓口

の周知に取り組む。（再掲） 
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第７分野 男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対す

る支援と多様性を尊重する環境の整備 

 

【基本認識】 

〇 我が国では、既に超高齢社会を迎え、今後も高齢者人口の増加が続くことが見込まれ

る中、2030 年には単独世帯が全体の４割を超えると推計されるなど、「世帯の単独化」が

同時に進行している。このような人口動態・世帯構成の変化を踏まえれば、高齢者や、就

職氷河期世代等の今後高齢期を迎える世代が抱える様々な困難への対応が、これまで以

上に重要な課題となる。特に、性別でみると、65 歳以上の一人暮らしは、令和２（2020）

年に女性が約 441 万人、男性が約 231 万人と、女性が大きく上回っている。高齢女性は

高齢男性よりも貧困率が高く、その中でも単独世帯の高齢女性の貧困率が高い状況にあ

る。高齢女性や今後高齢期を迎えていく世代の女性について、その生活上の困難や就労、

家族形態等をめぐる実情を的確に捉え、必要な支援を提供することや、男女間の賃金格

差の解消、労働者が希望する形での継続就業の支援、非正規雇用労働者の正社員転換や

待遇改善等、現役世代の高齢期も見据えた対策を今から講じていくことは、個人の尊厳

が守られ、安全で、安心して暮らせる社会を築く上で重要な課題の一つである。また、貧

困等生活上の困難は、若年層から高齢層まで、全ての年代の女性に生じ得ることに留意

する必要がある。 

〇 セーフティネットの機能として、このような貧困等生活上の困難に対する多様な支援

を行うとともに、その支援が届きやすくなるよう改善に努めることが必要である。その

際、子育て、介護、暴力の被害等に関する施策の対象ではない場合は、行政や支援機関と

の接点を持ちにくく、公的な支援を受けることが難しくなっていることに留意が必要で

ある。 

〇 ひとり親家庭等の親子が安心して生活できる環境の整備や、家族の介護等を行ってい

るいわゆるヤングケアラーの問題にも引き続き取り組む必要がある。また、こどもの貧

困対策や孤独・孤立対策等を総合的に講じていくことにより、若年層を含め、個人の置

かれた状況に寄り添った切れ目のない支援を行うことが重要である。 

〇 高齢期においても就業を継続する女性が増えている中、ハラスメント等の人権に関す

る問題や安全衛生の確保等に留意し、女性が安全に安心して就業を継続できる環境の整

備に取り組むことが必要である。また、女性が長期的な展望に立って働けるようにする

ために、不利益を被ることなく、男女ともに出産・育児・介護等に対応した多様で柔軟な

働き方を選択できるようにすることも必要である。 

〇 様々な属性80を理由とした社会的困難を抱えている場合、社会における固定的な性別役

割分担意識や性差に関する偏見があいまって更に複合的な困難を抱えることがある。こ

のため、様々な属性の人々についての正しい理解を広め、社会全体が多様性を尊重する

環境づくりを進めることが必要である。多様な属性の人々の人権が尊重される社会を作

ることは、それ自体が極めて重要なことであり、その結果として女性が複合的な困難を

抱えるリスクが減ることにつながる。 

 
80 例えば、アイヌの人々であること、障害があること、性的マイノリティであること、部落差別（同和

問題）に関すること、外国人やルーツが外国であること。 
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〇 これらのことを踏まえ、男女共同参画の視点に立ち、多様かつ複合的な困難を抱える

女性に対して、困難な状況が固定化・連鎖しないようきめ細かな支援を行うことにより、

全ての女性が安全に安心して暮らせる環境の整備に取り組む必要がある。 

＜施策の基本的方向と具体的な取組＞ 

１ 貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援 

（１）施策の基本的方向 

〇 貧困等生活上の困難に陥ることなく、健康で文化的な生活を送るために十分な賃金を

確保できるようにするため、男女共同参画の視点から就業・生活面の環境整備を行う。

また、男女間の賃金格差の解消や労働者が希望する形での継続就業の支援等に取り組む

ことは、高齢期の公的年金受給額の格差是正のためにも必要であり、女性の経済的自立

の観点から不可欠である。 

〇 ひとり親家庭等に対し、親子が安心して生活できるように世帯やこどもの実情に応じ

たきめ細かな自立支援を行う。その際、母子家庭に加え、父子家庭の抱える困難への対

応にも留意する。 

〇 貧困の次世代への連鎖を断ち切るため、貧困の状況にあるこどもへの教育の支援、生

活面での支援等を行うとともに、次世代を担うこども・若者が、社会生活を円滑に営む

ことができるよう、地域の実情に即した切れ目のない支援を行う。 

〇 貧困等生活上の困難に直面する女性は、自ら支援を求めることが難しいことや、暴力

による被害等が背景にある場合があることにも留意し、令和６（2024）年４月に施行さ

れた女性支援新法によって各地域において整備が進められている相談支援体制等によ

り、必要な支援につなげていく。 

〇 また、高齢、疾病、障害などの理由で働くことができない女性が貧困に陥ることがな

いよう、個人の様々な生き方に沿った支援を行う。 

（２）具体的な取組 

ア 就業・生活の安定を通じた自立に向けた取組 

① 男女の均等な機会及び待遇の確保の徹底、男女間の賃金格差の解消、女性の就業継

続や再就職の支援、女性に対する各種ハラスメントの防止、男女ともにライフステー

ジに応じて、ワーク・ライフ・バランスを実現できる働き方の推進等に向けた取組を

行う。 

② 男性に比べ女性の方が雇用者に占める非正規雇用労働者の割合が高いことが女性

が貧困に陥りやすい背景の一つとなっていることから、公正な待遇が図られた多様

な働き方の普及、同一企業・団体内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との

間の不合理な待遇差の解消等を推進する。 

③ 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改

正する等の法律（令和７年法律第 74 号）による中小企業等で働く短時間労働者に対

する被用者保険の適用拡大を着実に実施するとともに、更なる適用拡大の検討を進

める。 

④ 困難を抱える者の課題は、経済的困窮を始めとして、就労活動困難、病気、住まい
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の不安定、家庭の課題、メンタルヘルス、家計管理の課題、就労定着困難、債務問題

など多岐にわたり、かつこうした課題を複数抱える者が存在する。これを踏まえ、複

合的な課題を抱える生活困窮者のそれぞれの状況に応じ、包括的な支援を行いその

自立を促進するため、生活困窮者自立支援法（平成 25 年法律第 105 号）に基づく相

談支援、就労支援、居住支援、家計改善支援等を行う。 

⑤ 令和６（2024）年４月に施行された女性支援新法を踏まえ、困難な問題を抱える女

性に対して包括的な支援を実施できるよう、支援体制の強化、支援員の人材育成、民

間団体と地方公共団体との協働の促進等の各種取組を行う。 

⑥ 男女共同参画センター等を拠点として、地方公共団体が実施する、様々な課題や困

難を抱える女性に寄り添った相談支援や、男性の望まない孤独・孤立の解消等のため

の相談員の育成を含めた男性相談の取組など、地域女性活躍推進交付金により支援

する。また、好事例の横展開を図り、相談支援の取組の充実等を促す。 

⑦ 令和 10 （2028）年 10 月の週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未満の労働者への雇

用保険適用拡大の施行に向けて着実に準備を進めるとともに必要な周知・広報等を

実施する。 

イ ひとり親家庭等の親子が安心して生活できる環境づくり 

① ひとり親家庭の実情に応じ、マザーズハローワーク、母子家庭等就業・自立支援セ

ンター等において、ひとり親を含む子育て女性等に対するきめ細かな就職支援を実

施する。また、ひとり親家庭の親等の就労支援に資する職業訓練や各種雇用関係助成

金の活用を推進する。さらに、就職に有利になる資格の取得や主体的な能力開発の取

組を促進し、生活の安定を図るため、ひとり親家庭の親に対する給付金等により、ひ

とり親家庭の生活の安定に資する就業に向けた資格取得を促進する。くわえて、企業

に対して、ひとり親の優先的な雇用について協力を要請し、助成金を通じて企業の取

組を支援するとともに、マザーズハローワーク等において、協力企業に関する情報を

提供する。 

② ひとり親家庭等が安心して子育てをしながら生活できる環境を整備するため、以

下の取組を含めた総合的な支援を展開する。 

・ ひとり親世帯や住宅困窮度の高い子育て世帯の公営住宅に係る優先入居等、住宅

セーフティネット制度による子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない

賃貸住宅の登録促進、居住支援、住宅の改修や入居者負担の軽減、生活困窮者に対

する家賃相当額や転居費用の支給、住居借り上げ資金の無利子での貸し付け等を通

じ、居住の安定を支援する。 

・ ひとり親家庭等のこどもに対し、学校や放課後児童クラブ等の終了後に生活習慣

の習得・学習支援、軽食の提供等を行うことが可能な居場所づくりを推進する。 

・ 児童扶養手当の支給、母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付けにより経済的な支援

を実施するとともに、引き続き支給要件の周知等を図る。 

・ デジタル化社会到来の中で、女性が経済的に自立できるよう、女性デジタル人材

の育成など、多様な主体による連携体制の構築の下で地域の実情に応じて地方公共

団体が行う取組を、地域女性活躍推進交付金により支援する。 

③ ひとり親家庭を対象とした様々な支援情報を提供する。また、ひとり親家庭の相談

窓口において、ひとり親家庭が直面する様々な課題や個別のニーズに対応するため、

適切な支援メニューをワンストップで提供する体制を整備する。 
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④ 養育費の取決め等を促進するため、法定養育費はあくまでも養育費の取決めをす

るまでの暫定的・補充的なものであり、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費

の取決めをすることが重要であることなどについて、動画やパンフレット等による

効果的な周知・啓発を行う。養育費 ・親子交流相談支援センターや地方自治体におけ

る養育費の相談支援について、身近な地域での伴走型の支援、専門的な相談を更に充

実・強化するとともに、離婚前後家庭支援事業において、弁護士等による支援を含め

た離婚前からの支援の充実や、関係部署の連携強化を含めた地方自治体の先駆的な

取組への支援を実施する。また、実効性の高い法的支援・解決の在り方等について分

析を行うための自治体と連携したモデル事業の実施等の実証的な調査研究や、国民

各層の声を幅広く聴くためのシンポジウムの開催等によって、養育費の支払確保に

向けた調査・検討を進める。 

「全国ひとり親世帯等調査」において、ひとり親家庭における養育費受領の実態を

把握し、受領率向上に向けた取組につなげていく。 

また、資力の乏しい者でも民事裁判等手続を円滑に利用できるようにするため、法

律相談援助や弁護士費用等の立替えを行う日本司法支援センター（法テラス）の民事

法律扶助について、令和６（2024）年４月１日から、養育費の請求を行うなどしたひ

とり親に対し、償還等免除要件の緩和を行うなど、ひとり親に対する支援を拡充した

こと等を含め、適切に運用する。 

共同養育計画及びその在り方について調査・研究し、その成果に基づいて、標準モ

デル例を公表するとともに、離婚する父母に情報提供する。 

養育費の確保を含む父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等

について、民法等の一部を改正する法律の施行後の各法律の施行の状況を踏まえた調

査研究を実施するなどして検討を加える。また、法施行後の家事紛争に適切に対応す

るため、家庭裁判所の人的・物的体制の強化や専門性の向上に努めるよう要請する。

また、関係機関と連携した上、家事事件に対応可能なＡＤＲ事業者に関する情報を分

かりやすく発信し、当事者が自分に合った紛争解決手続に容易にアクセスできるよう

にするとともに、ＡＤＲ手続のオンライン化による全国対応を進めるなど、ＡＤＲの

利便性向上と家事紛争の受入れ体制の充実を図る。 

⑤ 家庭の経済状況等によってこどもの進学機会や学力・意欲の差が生じないように、

以下の取組を推進する。 

・ 生活困窮世帯等に対する学習支援や進路選択に関する相談等の支援のほか、こど

もや保護者の居場所づくりや生活に関する支援 

・ 学校におけるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の配置の充

実を図るとともに、地域全体でこどもの成長を支える地域学校協働活動を推進 

・ 高校中退を防止するため高等学校における指導・相談体制の充実を図るとともに、

高校中退者等を対象とした学習相談及び学習支援を実施する地方公共団体等の取

組の支援等 

・ 教育費に係る経済的負担の軽減 

・ ひとり親家庭等のこどもに対し、学校や放課後児童クラブの終了後に生活習慣の

習得支援、大学等受験料の支援を含む学習支援等を行うことにより、進学に向けた

チャレンジを後押し 

⑥ ひとり親家庭等の自立を社会全体で応援すべく、こどもの未来応援国民運動を展

開する。 
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ウ こども・若者の自立に向けた力を高める取組 

① 社会人・職業人として自立できる人材を育成するため、キャリア教育・職業教育を

体系的に充実する。進路や就職に関する指導も含め、男女ともに経済的に自立してい

くことの重要性について伝えるとともに、自らの学びのプロセスを記述し振り返る

ことができる教材「キャリア・パスポート」の効果的な活用等を通じて、女性が、長

期的な視点に立って人生を展望し、働くことを位置付け、準備できるような教育を推

進する。 

② 若者が充実した職業人生を歩んでいけるよう、就業等の実態を男女別等きめ細か

く把握し、新規学校卒業者への支援、中途退学者や未就職卒業者への対応、フリータ

ーを含む非正規雇用で働く若者への支援等を行う。 

③ ニート、ひきこもり等、困難を有するこども ・若者が、社会生活を円滑に営むこと

ができるよう、子ども・若者総合相談センター、地域若者サポートステーション、ひ

きこもり地域支援センター等において、多様な主体間の連携により、複数の支援を組

み合わせて行うなど、地域の実情に合った切れ目のない支援を行う。 

④ いわゆるヤングケアラーの問題は、表面化しにくい構造であること等を踏まえ、地

方公共団体における実態把握、様々な支援に結び付けるコーディネーターの配置や

支援窓口の設置等の支援策を推進する。また、ヤングケアラーについて理解を深める

ため、必要な広報その他啓発活動を行う。 

２ 高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備 

（１）施策の基本的方向 

〇 高齢化が進展する中で、高齢期の男女が抱える生活上の困難等の的確な把握に努めつ

つ、高齢者が安心して暮らせる環境が整備されるよう、また、高齢期に達する以前の女

性が老後の生活の備えを十分にできるよう、男女共同参画の視点に立ってあらゆる面で

の取組を進める。 

〇 様々な属性を持つことに加え、女性であることで更に複合的に困難な状況に置かれて

いる場合があることに留意し、様々な属性の人々についての正しい理解を深め、社会全

体が多様性を尊重する環境づくりに資するよう、人権教育・啓発等を進める。 

（２）具体的な取組 

ア 高齢者等が安心して暮らせる環境の整備 

① 高齢期の女性の貧困について、年金生活者支援給付金制度などを活用し、低年金・

無年金者問題に対応する。また、高齢期に達する以前の女性が老後の生活の備えを十

分にできるよう、男女共同参画の視点から施策の検討を行い、あらゆる分野で着実に

推進する。 

② 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けて、65 歳までの高年齢者雇用確保措

置・70 歳までの高年齢者就業確保措置の着実・円滑な実施や、ハローワークの生涯

現役支援窓口における、特に 65 歳以上の者の再就職支援、シルバー人材センターを

通じた多様な就業機会の提供等を通じ、高齢期の男女の就業を促進するとともに、能

力開発のための支援を行う。 
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③  「健康寿命延伸プラン」に基づき、次世代を含めた全ての人の健やかな生活習慣形

成、疾病予防・重症化予防、介護予防・フレイル対策、認知症予防等を中心に取組を

推進し、男女ともに健康寿命の延伸を実現する。 

④ 医療・介護保険制度については、効率化・重点化に取り組みながら質の高いサービ

スの充実を図る。 

⑤ 認知症や一人暮らしの高齢者が、社会から孤立することなく、住み慣れた地域の中

で、希望を持って自分らしく暮らし続けられるよう、共生社会の実現を推進するため

の認知症基本法（令和５年法律第 65 号）及び認知症施策推進基本計画（令和６年 12

月３日閣議決定）に基づき、「新しい認知症観」に立ち、認知症施策を総合的かつ計

画的に推進することにより、住民等を中心とした地域の支え合いの仕組みづくりを

促進する。 

⑥ 高齢者が他の世代とともに社会の重要な一員として、生きがいを持って活躍でき

るよう、高齢者の多様な学習機会の提供及び社会参加の取組を促進する。 

⑦ 安定した住生活の確保、建築物、道路、公園、公共交通機関等のバリアフリー化や

無電柱化等、高齢者を取り巻く環境の整備等を推進する。 

⑧ 住宅セーフティネット制度に基づき、高齢者等の住宅確保要配慮者の入居を拒ま

ない賃貸住宅や入居中の見守り等のサポートを行う賃貸住宅の供給促進、居住支援

等を通じて、高齢者の居住の安定確保を図る。 

⑨ 企業等による、高齢者のニーズや事故防止、安全対策等の社会課題に合致した機器

やサービス、その効果的な活用方法の開発等を支援する。 

⑩ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 （平成 17 年法律

第 124 号）等を踏まえ、都道府県や市町村に対する支援等を通じ、虐待の未然防止、

早期発見、迅速かつ適切な対応が図られるよう取組を推進する。 

⑪ 消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号）を踏まえ、高齢者の消費者被害の防止を

図る。 

⑫ 今後、単身世帯や単身高齢世帯等の増加により孤独・孤立のリスクを抱える者の増

加が見込まれ、孤立死についても増加していくことが懸念される。こうした中長期的

な課題に対して、関係府省や地方公共団体が密接に連携し、現役世代を含めた単身者

等の孤独・孤立状態の予防や社会とのつながりを失い孤立死に至ることを予防する

観点から、居場所・つながりづくりなど、中長期的な視点に立って孤独・孤立状態の

予防に取り組む。 

⑬ 上記のほか、高齢社会対策大綱 （令和６年９月 13 日閣議決定）に基づき必要な取

組を推進する。 

イ 障害者が安心して暮らせる環境の整備 

① 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）等を

踏まえ、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けた取組を推進する。 

② 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 （平成 23 年法律

第 79 号）等を踏まえ障害者虐待防止の取組を進める。 

③ 消費者安全法を踏まえ、障害者の消費者被害の防止を図る。 
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④ 障害者が安心して生活できる住宅の確保、建築物、道路、公園、公共交通機関等の

バリアフリー化や無電柱化を推進するとともに、障害者に配慮したまちづくりを推

進する。 

⑤ 障害者が個人としての尊厳にふさわしい生活を営むことができるよう、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）に

基づき、自立生活援助、就労定着支援などの障害福祉サービス等の充実を図り、障害

者の地域における生活を総合的に支援する。 

⑥ 障害者の雇用の促進等に関する法律 （昭和 35 年法律第 123 号）や障害者雇用対策

基本方針（令和５年厚生労働省告示第 126 号）等を踏まえた就労支援を行う。 

⑦ 上記のほか、障害のある女性は、それぞれの障害の種別ごとの特性、状態により

様々な支援が必要であることに加えて、女性であることにより、更に複合的に困難な

状況に置かれている場合があることに留意し、障害者基本計画（令和５年３月 14 日

閣議決定）に基づき、防災・防犯等の推進、自立した生活の支援・意思決定支援の推

進、保健・医療の推進等の分野における施策を総合的に推進する。また、障害者の権

利に関する条約第 31 条等の趣旨を踏まえ、障害者の実態調査等を通じて、障害者の

状況等に関する情報・データの収集・分析を行うとともに、障害者の性別等の観点に

留意しつつ、その充実を図る。 

ウ 外国人が安心して暮らせる環境の整備  

① 外国人が、言語の違い、文化・価値観の違い、地域における孤立等の困難に加えて、

女性であることにより更に複合的に困難な状況に置かれている場合があることに留

意し、以下の取組を含めた多文化共生施策を総合的に推進する。 

・ 日本で生活する外国人への教育、住宅、就労支援、各種の手続・法令・制度等に

ついての多言語での情報提供や、よりきめ細かな対応を可能とする相談体制の整

備、外国人のこどもへの支援等を進める。 

・ 外国人の妊産婦が、日本において母子保健情報を円滑に入手し活用することで安

心して出産・子育てができるよう支援等を進める。 

・ 外国人が抱える様々な課題を的確に把握するために、専門家の意見等を踏まえつ

つ、外国人に対する基礎調査を実施するとともに、関係者ヒアリングにおいて、地

方公共団体や外国人支援団体等幅広い関係者から意見を聴取し、共生施策の企画・

立案に活用することにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる環境整備を

進める。 

・ 外国人居住の実情を踏まえつつ、行政情報や相談窓口の周知など、外国人が行政

情報を適切に把握できるような環境整備を進める。また、国の行政機関における相

談窓口と地方公共団体等が運営する相談窓口が協力し、更なる連携を強化する。 

・ 外国人受入環境整備交付金等により、地方公共団体による多言語での情報提供及

び相談を行う一元的な相談窓口の設置・運営の取組を支援する。また、地方公共団

体の行政窓口に対する通訳支援について、利用状況等を踏まえ、引き続き、効果的

な通訳支援の在り方について検討する。 

② 配偶者等からの暴力の被害者である在留外国人女性への支援について、人身取引

及び配偶者からの暴力に関する専門的知識を持った母国語通訳者の養成等を含め、

適切に支援する。 
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③ 英語や中国語等の通訳を配置した外国人のための人権相談所や外国語インターネ

ット人権相談受付窓口を引き続き設置し、更にその内容を充実させるよう努める。 

④ 配偶者等からの暴力を受けた外国人被害者の保護においては、在留資格の有無や

その種類により被害者の置かれた状況が様々であることや、言語や文化、習慣の違い

等を十分意識し、一時保護等の必要な支援を受けられるよう努める。 

⑤ 「人身取引対策行動計画 2022」に基づき、政府一体となってより強力に、総合的

かつ包括的な人身取引対策に取り組んでいく。 

エ 女性であることで更に複合的に困難な状況に置かれている人々への対応  

① 様々な属性を持つことに加え、女性であることで更に複合的に困難な状況に置か

れている場合等を含め、人権教育・啓発活動の促進や、人権侵害の疑いのある事案を

認知した場合の調査救済活動の取組を進める。また、人権問題が生じた場合に、法務

局・地方法務局の人権相談所を相談者が幅広く安心して利用できるよう、相談員の専

門性の向上も含め、人権相談体制を充実させる。 

さらに、学校における性的マイノリティに係る児童生徒等への適切な対応を促すた

め、相談体制の充実や関係機関との連携を含む支援体制を整備する。その他、男女共

同参画の視点に立って必要な取組を進める。 

② 多様かつ複合的な困難を抱える人々を地域において早期に発見し、確実に支援し

ていくため、包括的な支援体制の整備を推進し、困難な状況が固定化・連鎖しないよ

うきめ細やかな支援の実現に向けて、各種施策との連携を図る。 
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第８分野 防災・復興における男女共同参画の推進 

 

【基本認識】 

〇 災害は、地震、津波、風水害等の自然現象（自然要因）とそれを受け止める側の社会の

在り方（社会要因）により、その被害の大きさが決まってくると考えられている。被害を

小さくするためには、社会要因による災害時の困難を最小限にする取組が重要である。 

〇 大規模災害の発生は、全ての人の生活を脅かすが、とりわけ、女性やこども、ぜい弱な

状況にある人々がより多くの影響を受けることが指摘されている。人口の半数超は女性

であり、女性と男性が災害から受ける影響の違いなどに十分に配慮された男女共同参画

の視点からの災害対応が行われることが、防災・減災及び災害に強い社会の実現にとっ

て必須である。非常時には、平常時における固定的な性別役割分担意識を反映して、増

大する家事・育児・介護等の負担が女性に集中したり、性暴力や配偶者等からの暴力の

被害が生じたりするといったジェンダー課題が顕著になることが懸念される。また、そ

れによって女性の就業継続が困難となれば、医療、介護、保育等、復旧・復興に向けた社

会経済活動に不可欠な機能の維持にも懸念が生じかねない。固定的な性別役割分担意識

はまた、女性のみならず、復旧・復興期における男性の孤立や活力の低下に影響すると

いわれている。 

〇 したがって、平常時からあらゆる施策の中に、男女共同参画の視点を含めることが肝

要であるとともに、非常時において、女性に負担が集中したり、困難が深刻化したりし

ないような配慮が求められる。また、男女問わず悩みや相談を中長期的に受けられるよ

うな体制を整える等、生活再建に向けた心身のケアも重要である。 

〇 こうした認識の下、防災基本計画（令和７年７月１日中央防災会議決定）、「避難所運

営等避難生活支援のためのガイドライン（チェックリスト）」、「災害対応力を強化する女

性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン～」等に基づき、平常時

からあらゆる施策の中に男女共同参画の視点を反映するとともに、防災分野における方

針決定過程及び災害対応の現場への女性の参画を推進してきた。また、「女性・平和・安

全保障（ＷＰＳ）」の理念に則り、我が国では特に防災・災害対応における女性の参画と

ジェンダー主流化の実現が求められている。 

〇 しかしながら、令和６年能登半島地震における被災者支援でも、避難所等において女

性のニーズを配慮した対応が十分ではなく、今後、南海トラフ地震や首都直下地震等の

大規模災害の発生が想定される中で、いまだ、男女共同参画の視点からの防災・復興の

取組が十分に浸透しているとは言い難い状況である。 

〇 改めて平常時から男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立を一層進めていく

必要がある。 

〇 このため、国の災害対応において男女共同参画の視点を取り入れた取組を進める必要

がある。また、地方公共団体が、平常時の備え、初動段階、避難生活、復旧・復興の各段

階において、若年層を含め女性が主体的な担い手であるという認識を国内外で共有し、

男女共同参画の視点を取り入れた取組が国内で進められるように国として支援を行う必

要がある。 

〇 また、令和６年能登半島地震では、様々なスキルや知見をもつ女性防災リーダーや民

間支援団体等が男女共同参画の視点からの被災者支援に長期的に取り組み、全国的なネ
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ットワークを構築する動きも見られた。そのため、地方公共団体が、多様な立場の女性

防災リーダーや民間支援団体等とも平常時から連携し、多様性及び複合的に困難な状況

に配慮し、共に地域防災力の向上に取り組んでいけるよう国として後押しする必要があ

る。 

＜施策の基本的方向と具体的な取組＞ 

１ 国の防災・復興行政への男女共同参画の視点の強化 

（１）施策の基本的方向  

〇 平常時より、国においても、地方公共団体においても、防災・危機管理部局と男女共同

参画部局とが、より密接に連携・協働することが、防災・復興における男女共同参画の視

点の強化のために重要である。国は率先して国の災害対応において男女共同参画の視点

を取り入れた取組を進める。 

（２）具体的な取組 

① 災害応急対策のための会議等において、男女共同参画の視点からの災害対応につ

いて、関係省庁の間で認識を共有し、取組を促進する。 

② 災害対応のための各種要領やマニュアル等において、災害時における男女共同参

画の視点からの配慮事項等を充実させる。 

③ 災害対応に携わる関係省庁の管理職を含む職員を対象に、男女共同参画の視点か

らの災害対応についての理解促進を図る。 

④ 地方防災会議委員のうち、「指定行政機関の長又はその指名する職員（１号委員）」

の選定について、関係省庁に対し、弾力的な女性の登用を促す。 

⑤ 令和６年能登半島地震やこれまでの災害を踏まえ、防災庁が果たすべき役割につ

いて、男女共同参画の視点を踏まえ検討を進める。 

２ 地方公共団体の取組促進 

（１）施策の基本的方向  

〇 災害対応に当たっては、被災市町村とともに応援に入る都道府県・政令市の役割が大

変重要であり、各地方公共団体において男女共同参画の視点からの取組が進められるこ

とが不可欠である。また被災地の地方公共団体職員は支援者であると同時に被災者でも

あることから、災害対応業務を担う職員等への支援体制の強化が必要である。 

〇 防災基本計画、「避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン（チェックリス

ト）」、「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイド

ライン～」等に基づき、地方公共団体の防災・危機管理部局と男女共同参画部局の連携

を促進し、意思決定の場や災害対応の現場への女性の参画、男女別データの作成・活用、

災害から受ける影響やニーズの男女の違いに配慮した取組、避難生活等における女性と

男性の安全・安心の確保等、平常時の備え、初動段階、避難生活、復旧・復興の各段階に

おける、地方公共団体の男女共同参画の視点からの取組を推進する。 

（２）具体的な取組 
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ア 防災・復興に関する政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

① 都道府県防災会議における女性委員の割合について、各都道府県に対して、女性の

参画拡大に向けた取組を促進するよう要請する。 

② 市町村防災会議について、女性委員のいない会議を早期に解消するとともに、女性

委員の割合を増大する取組を促進するため、都道府県と連携し、女性を積極的に登用

している市町村の好事例の展開などを行う。 

③ 地方公共団体の災害対策本部について、女性職員や男女共同参画担当職員の配置、

構成員となる男性職員に対する男女共同参画の視点からの取組に関する理解促進等

が図られるよう、平常時から働きかけを行うとともに、発災時に、現地に国の職員を

派遣することや、被災経験や支援実績のある男女共同参画センター等による協力を

含め、支援の強化を進める。 

④ 東日本大震災の被災地における復興の取組に男女共同参画を始めとした多様な視

点を生かすため、行政や民間団体における各種施策や参考となる事例等の情報を収

集し、シンポジウムや研修等を通じてその普及・浸透を図る。 

イ 防災の現場における女性の参画拡大 

① 地方公共団体が作成する地域防災計画等において男女共同参画の視点が位置付け

られ、具体的な施策が検討・実施されるよう、情報提供や助言等を行う。 

② 避難所運営等に若年層を含めた女性が参画し、女性と男性のニーズ等の違いに配

慮して取組を行う。同時に、被災者や支援者が性暴力及び配偶者等からの暴力の被害

者にも加害者にもならないよう、暴力は許されない行為であるという認識の普及・徹

底を図る。 

③ 初動段階から女性の視点を生かした災害対応を行うため、平常時から地方公共団

体の防災・危機管理部局の男女比率を、少なくとも庁内全体の職員の男女比率に近づ

け、あらゆる職員が災害対応に係る知見・経験を日頃から蓄積できるように、働きか

けを行う。同時に、女性職員が安全・安心に災害対応業務を行うための環境整備や、

男女問わず子育てや介護に携わる職員が災害対応業務に専念できるようにするため

のサポート体制の強化等について検討するよう、あらゆる機会を通じて周知する。 

④ 男女共同参画センターが男女共同参画の視点からの地域の防災力の推進拠点とな

るよう、先進的な取組事例の共有を行うとともに、地方公共団体に対して男女共同参

画センターの役割の明確化を促す。 

⑤ 防災施策に男女共同参画の視点が反映されるよう、防災関係者に対して、男女共同

参画の視点からの防災・復興に係る研修を実施する。特に、防災担当職員や指導的立

場にある者を対象とした研修の実施に当たっては、予防、応急及び復旧・復興の各段

階における男女共同参画の視点からの災害対応に関する講義を盛り込む。 

⑥ 地方防災会議委員に対し、男女共同参画の視点からの防災・復興の取組の重要性に

ついて、周知を図る。 

⑦ 自主防災組織等において女性の参画を進める好事例の展開などを行う。 

⑧ 女性防災リーダーや女性防災士等の育成及び育成した女性防災人材の活躍を支援

する地方公共団体や民間団体等の事例を展開し、全国的な女性防災人材のネットワ

ークの構築・拡大に向けた取組を促す。 
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⑨ 防災に関する知識の普及において、災害の各段階において受ける影響やニーズが

女性と男性で違うことや地域防災力を高めるためには女性の参画やリーダーシップ

が重要であることの理解促進を図るため、情報提供や働きかけを行う。その際、こど

もについては、その発達段階に応じた対応を行う。 

⑩ 被災地における支援者や復興に従事する職員に対して、地方公共団体、男女共同参

画センター等と連携・協働し、男女共同参画の視点からの対応についての理解を促進

するためのシンポジウム・ワークショップ・研修等を行う。 

⑪ 被災地における生活再建や就労支援を推進し、女性の活躍をより促進するため、各

種施策や参考となる事例等の情報を、地方公共団体等と連携・協働し、被災地の女性

や女性グループを始め、多様な主体に行き渡るよう工夫して提供する。 

⑫ 消防吏員に占める女性の割合の増加に向け、女性の消防吏員の採用に向けた積極

的な広報を実施する。また、女性専用施設等の職場環境の整備について支援を行うと

ともに、先進的な取組事例の全国展開、管理職員向け研修会等を実施する。 

⑬ 消防団への女性の積極的な入団を促進するため、女性団員の確保や女性が活動し

やすい環境づくりに向けた地方公共団体の取組を支援するとともに、全国の女性消

防団員が一堂に会する大会等を通じ、女性消防団員の活動をより一層活性化させる。

また、消防団の拠点施設等における女性用トイレや更衣室等の設置、女性を含め、全

ての団員が比較的容易に取り扱える小型・軽量化された資機材の整備等を進める。 

ウ 令和６年能登半島地震等を踏まえた、今後の災害対応に男女共同参画の視点を導入

するための取組強化 

①  「令和６年度 男女共同参画の視点からの能登半島地震対応状況調査」を踏まえ、

「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイド

ライン～」の内容の充実や、「ガイドラインに基づく地方公共団体の取組状況調査」

の有効性の検証等、今後の災害対応に男女共同参画の視点を取り入れるために必要

な取組を進める。 

② これまでの災害における男女共同参画の視点からの取組事例やノウハウ等を体系

的に整理し、平常時からホームページ等で共有し、発災時に地方公共団体や民間支援

団体等の災害対応に当たる関係者が迅速に参照できる環境を整備する。 

③ 大規模な災害の発生が予測されたとき又は発生した後には、必ず、「災害対応力を

強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン～」に含ま

れる「避難所チェックシート」を関係地方公共団体に通知し、取組を促す。災害時に

「避難所チェックシート」がスムーズに活用されるため、平常時から周知に努める。

なお、避難生活の長期化により、被災者のニーズは刻々と変化するため、「避難所チ

ェックシート」を踏まえた段階的なリストや携帯しやすいリーフレット・チラシの作

成等の取組を検討する。 

④ 災害時においても性暴力や配偶者等からの暴力の被害に関する相談窓口が継続し

て運営されるよう、平常時から相談窓口の持続的な体制の必要性について周知を行

う等、関係機関等による検討・準備を促進する。 

⑤ これまでの災害における女性と男性の課題や影響を把握するため、平常時、初動段

階、避難生活、復旧・復興において必要な男女別データの収集・活用方法を整理する

とともに、被災者の支援ニーズを的確に把握・判断できるよう、具体的な活用事例を

示す。 
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⑥ 平常時に利用している物資等を災害時にも使えるようにする「フェーズフリー」の

観点を踏まえ、女性用品や乳幼児用品、衛生用品等についてもローリングストックな

どにより住民の備えを促す等、必要な情報提供を行う。 

３ 国際的な防災協力における男女共同参画 

（１）施策の基本的方向  

〇 第 58 回国連女性の地位委員会「自然災害におけるジェンダー平等と女性のエンパワー

メント」決議（平成 26（2014）年）81、第３回国連防災世界会議で策定された「仙台防災

枠組 2015-2030」（平成 27（2015）年）等を踏まえ、男女共同参画の視点に立った国際的

な防災協力を実施するとともに、我が国の知見と教訓を国際社会と共有する。 

〇 「女性・平和・安全保障（ＷＰＳ）」を踏まえ、防災・災害対応及び復興のあらゆる施

策に男女共同参画の視点を取り入れ、意思決定の場への女性の主体的な参画を一層推進

していく。 

（２）具体的な取組 

① 第 58 回国連女性の地位委員会「自然災害におけるジェンダー平等と女性のエンパ

ワーメント」決議（平成 26（2014）年）及び第３回国連防災世界会議で策定された

「仙台防災枠組 2015-2030」（平成 27 （2015）年）に沿うよう、防災分野における男

女共同参画について、防災に関わる国際会議の場や国際機関（ＵＮＤＲＲやＵＮＩＴ

ＡＲ等）等との協力を通じて推進する。 

② 国内の関係府省において、ＷＰＳ担当官を明確に位置づけ、各国との協力を一層推

進するとともに、「第３次女性・平和・安全保障に関する行動計画（2023－2028 年度）」

に基づく取組を対外発信含めて着実に実施していく。 

③  「第３次女性・平和・安全保障に関する行動計画（2023－2028 年度）」を踏まえ令

和６（2024）年４月に策定された「防衛省女性・平和・安全保障（ＷＰＳ）推進計画」

に基づき、防衛省一体としてＷＰＳを強力に推進するため、ＷＰＳハンドブック、防

災業務計画等の作成、変更等を通じた自衛隊の活動への反映等に取り組み、女性のエ

ンパワーメント支援を含む諸外国、機関等との連携を深める等により、国民の保護や

国際社会の平和と安定に貢献する。 

④ 消防分野においても、「第３次女性・平和・安全保障に関する行動計画（2023－2028

年度）」に基づき、女性消防吏員及び女性消防団員の増加を図るべく、ソフト・ハー

ド両面からの勤務環境・活動環境の更なる向上に努める。 

 
81 平成 24（2012）年に我が国が初めて提案した同名の決議をフォローアップし、我が国が提案した決議

（我が国を含む 79 か国が共同提案）。災害時における女性のぜい弱性や、防災、災害対応、復旧・復

興の過程における意思決定過程への女性の参画確保等を強調。 



 

91 
 

Ⅱ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備・強化 

第９分野 地域における男女共同参画の状況に応じた取組の推進 

 

【基本認識】 

〇 持続可能な地域づくりを推進するためには、様々な場面で固定的な性別役割分担意識

の解消を含む男女共同参画を推進し、それぞれの地方の持つ良さを生かしながら、女性

や若者が活躍でき、暮らしやすい地域へとシフトしていくことが必要不可欠である。 

〇 様々な活動に多様な人材が参画することは、全ての人が個性と能力を十分に発揮し、

生きがいを感じられる、多様性が尊重される地域社会の実現に寄与するとともに、地域

の経済社会に、商品開発などの新規の発想やイノベーションをもたらし、持続的な発展

を確保する上でも極めて重要な意義を持つ。女性など多様な人材が活躍でき、暮らしや

すい地域にシフトする上で、誰もが働きやすい職場づくり、発言しやすい地域社会づく

りが重要である。 

なお、若者が出身地域を離れた理由として、男女とも「希望する進学先が少なかったか

ら」、「やりたい仕事就職先が少なかったから」又は「地元を離れたかったから」と回答す

る者の割合が高い。特に「地元を離れたかったから」と回答する者の割合は女性で高い。

また、出身地域を離れた者の多くが出身地域に愛着がある一方で、固定的な性別役割分担

意識ゆえに出身地域に戻らないといった指摘もされている。こうした背景にある根強い

固定的な性別役割分担意識は、家事・育児・介護負担の女性への偏りや男女間の賃金格差

にも影響を与えているだけでなく、男性にとっても、過重労働など心身の健康悪化や生活

の質の低下をもたらしている側面もある。このため、地域における男女共同参画の推進

は、若年層の大都市圏への転出超過傾向の緩和や反転にも寄与するものと考えられる。 

〇 したがって、６次計画の他分野にあるように、意思決定層への女性の参画拡大、仕事

と家事・育児・介護・健康・学び等の両立支援、多様な働き方の実現等といった取組によ

り、地域社会づくりを推進する必要がある。 

〇 また、地域の伝統文化などの資産、地域で解決すべき社会的課題などに着目し、女性

が起業することも有効である。起業は、女性が働きやすい雇用環境の創出、女性の視点

を生かした商品・サービス開発の促進や、固定的な性別役割分担意識に起因する課題を

取り除いていくことなどを通じ、女性が活躍でき、暮らしやすい地方の実現に寄与する

側面がある。起業を人生の選択肢にする観点からも大都市圏との「情報格差」（ロールモ

デル、ネットワーク）と「意識格差」（固定的な性別役割分担意識）の双方の解消が必要

となる。 

〇 多様性が尊重されることによる新規の発想やイノベーションという観点からは、例え

ば、地域の農林水産業やその周辺産業に影響を及ぼしつつある気候変動問題について、

女性の視点を生かした商品・サービス開発等の取組が地域経済の新たな可能性を引き出

すことに貢献することが期待される。また、現在のテクノロジーの進展を踏まえ、デジ

タル分野におけるリ・スキリングを始めとする人材育成などを推進し、地域の埋もれた

資源と、それが生み出す商品・サービスの消費地等を結び付けることも有効であると考

えられる。 



 

92 
 

〇 地域における男女共同参画の推進は、地域の経済社会の抱える高齢化や人手不足、気

候変動の影響などの課題の同時解決にも寄与すると期待される。例えば、農林水産分野

では、ロボットやＩｏＴ等のテクノロジーを取り入れ、ドローンによる農薬散布、ＡＩ

技術によるモニタリング等のスマート技術を活用することで身体の負担を軽減し、女性

が働きやすい環境を整えることが可能となる。また、テレワーク型のモニタリングや管

理業務の導入により、家事・育児・介護との両立を支援し、多様な働き方の実現が期待で

きる。 

なお、環境問題は地域経済や生活環境にも影響を与えるものである一方、当然、地域の

みで解決できる問題ではない。地域で生活環境の変化を含めた気候変動の影響を乗り越

える取組を進めるに当たって、また、国・地方公共団体等において環境に影響を与える産

業・エネルギー政策の取組に当たって、男女共同参画の視点が反映されることが重要であ

る。 

〇 地域の経済活動のみならず、自治会、ＰＴＡ、防災組織その他地域に根差した組織・団

体において、女性の視点を取り入れやすくすることも重要である。また、地域において

男女共同参画の様々な課題に取り組むＮＰＯなどの団体と自治会などとの間で様々な形

で連携を行うことにより、女性や若者の声が反映されやすくすることも重要である。 

同時に、女性の声が反映されやすくするためには、地方議会の議員、自治会の役員や農

業委員会の委員、農業協同組合や漁業協同組合の役員、土地改良区等の理事、地方公共団

体の防災会議委員等の地域の女性リーダーの育成を行うことも重要である。 

〇 教育に関しては、地域の状況に応じて、進学しやすい環境を整備するとともに、魅力

ある大学づくりを推進することが重要である。 

〇 地域における男女共同参画を推進するに当たっては、地方公共団体（男女共同参画セ

ンターを含む。）、中小企業、商工会議所、自治会、ＮＰＯなど様々な主体が連携すること

が重要である。 

〇 先進的な取組を進めている地域においては、地方公共団体が、地域の経済界や自治会、

地域内外のＮＰＯやメディアなど各種団体等と協働し、働きがいや働きやすさなどに着

目した働き方改革や、女性の登用・育成の見直し、固定的な性別役割分担意識の改善に

取り組んでいる。こうした取組を進めるに当たり、地方公共団体や地域の経済界など各

分野のトップがコミットしつつ、男女共同参画の視点を生かした総合戦略を全庁横断的

に策定したり、地域の男女共同参画の状況を示すデータを活用したり、未来の望ましい

状態や目標を設定し、その状態を達成するために未来から逆算して計画を立てるバック

キャストの手法を活用するなど、工夫あるアプローチをしている点は、注目に値する。 

〇 各地方公共団体において、上記のような先進事例も参考にしつつ、それぞれの地域の

男女共同参画社会を取り巻く実情を踏まえて、取組を進めることが期待される。国は、

こうした取組を資金面、人材面、データ面、ノウハウなど様々な形で必要に応じた支援

を行っていく。 

〇 こうした取組を進めるに当たっては、男女共同参画センターなどの拠点機能の充実を

図るとともに、そうした充実化を男女共同参画機構など国が支援することも重要である。 

〇 また、当事者の感じている課題や障壁と向き合うことが効果的な取組に資することに

鑑み、立案や推進の適切な段階において、当事者である女性や若者の声を反映させるこ

とが重要であることに留意する必要がある。 
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〇 平常時から女性が参画し、声を上げやすい地域づくりを進めることは、防災の観点か

らはフェーズフリーの考え方にも合致し、災害時においても、被災後、復興等のそれぞ

れの局面において、被災者の半数である女性の視点が反映され、地域の防災力を高める

ことに寄与するものとして、安心・安全な地域づくりにも貢献するという視点を持つこ

とが重要である。 

〇 以上のような取組を進め、様々な分野における女性や若者の参画・活躍が進むことで

多様な視点が取り入れられ、地域で解決すべき社会課題の克服が促進されることが期待

される。女性の活躍推進を通じて、地域の多様性を尊重し、地域社会の活力を高めるこ

とにより、日本全体の活力を作り出していく。 

＜施策の基本的方向と具体的な取組＞ 

１ 女性が活躍でき、暮らしやすい地域づくりのための男女共同参画の推進 

（１）施策の基本的方向 

〇 女性が活躍でき、暮らしやすい地域づくりのためには、意思決定層への女性の参画拡

大、仕事と家事・育児・介護・健康・学び等の両立支援、多様な働き方の実現等、様々な

分野において、男女共同参画の取組を推進することが重要である。 

〇 女性が働きやすい雇用環境への改善や女性の育成・登用、女性の起業の支援など、企

業等における男女共同参画の推進について、国は、各種補助制度等を活用し、地方公共

団体が行う様々な取組を支援することが求められている。 

〇 農林水産業の発展、農山漁村の魅力を増すためには、女性が働きやすく暮らしやすい

農山漁村にすることが重要であり、女性が地域の農林水産業の方針決定過程に参画し、

女性の声を反映させていくことが必要である。 

〇 政策・方針決定過程への女性参画という観点では、地方公共団体の長や地方議会議員、

審議会等委員など、女性を含めたより幅広い層が参画できる環境を整備することは、地

域社会の発展には欠かせない。 

〇 また、それらの取組とともに、社会における慣行等を含め、根強い固定的性別役割分

担意識等の解消に向けた男女双方の意識改革と理解を促進する。 

（２）具体的な取組 

ア 企業等における男女共同参画の推進 

① 地方公共団体が多様な主体による連携体制の構築の下で、地域の実情に応じて行

う、多様で柔軟な働き方の定着や女性デジタル人材・女性起業家の育成、様々な課

題・困難を抱える女性への支援、学び直しやキャリア形成の支援、女性活躍推進法に

基づく事業主行動計画の策定等に係る中小企業・小規模事業者への支援などの取組

を、地域女性活躍推進交付金により支援する。また、地方公共団体が行う男女共同参

画社会の実現に向けた取組については、地方財政措置が講じられており、各地方公共

団体の状況に応じて、自主財源の確保を働きかける。 

② 女性や若者等の移住・定着の推進のため、地域を支える企業等への就業と移住や、

地域における社会的課題の解決に資する起業と移住への支援を行う地方公共団体の

取組等について、地域未来交付金により支援する。 
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③ 女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏まえた目標設定、目標達成に向けた取

組を内容とする事業主行動計画の策定、女性の活躍状況に関する情報公表、女性活躍

推進に向けて企業等が行う積極的改善措置（ポジティブ・アクション）等の取組を要

請等により促進するとともに、令和７（2025）年に改正された女性活躍推進法に基づ

き、女性管理職比率の公表等新たに義務付けられる取組内容について、あらゆる機会

を通じて事業主に対し周知し、円滑な施行及び実効性の確保を図る。（再掲） 

④ 公共調達において、女性活躍推進法に基づく認定の取得等をしたワーク・ライフ・

バランス等推進企業を加点評価することにより、これらの企業の受注機会の増大を

図る。（再掲） 

⑤ 地方においても時間や場所を有効に活用でき柔軟に働ける環境整備に向け、テレ

ワークの導入・改善を検討している企業に対するコンサルティングや、中小企業事業

主に対する助成金等の各種支援策を推進するとともに、リモートによる副業・兼業の

推進等の地方の課題解決等を図る取組等を推進する。（再掲） 

⑥ 中小企業に対して、仕事と育児を両立する柔軟な働き方の導入や業務の代替等の

支援を実施するとともに、男女ともに労働者が円滑な育児休業の取得や職場復帰、そ

の後の仕事・キャリア形成と育児との両立が図られる雇用環境を整備するため、専門

家が中小企業・労働者の状況や課題に応じた支援を実施する。（再掲） 

⑦  「共働き・共育て」の推進の観点から、子の出生直後の一定期間以内に、両親が 14

日以上の育児休業を取得する場合に、最大 28 日間、育児休業給付金に加えて、休業

開始前賃金の 13％を出生後休業支援給付として支給し、育児休業給付と合わせて休

業開始前賃金の 80％（手取りで 10 割相当）を実現するとともに、制度の周知に取り

組む。 

また、子の出生・育児休業後の労働者の育児とキャリア形成の両立支援の観点から、

男女ともに時短勤務を選択しやすくなるよう、２歳未満の子を養育するために時短勤

務をする場合に、育児時短就業給付として時短勤務中の賃金の 10％を支給するとと

もに、制度の周知に取り組む。（再掲） 

⑧ 建設産業、海運業、自動車運送事業等（トラック運転者、バス運転者、タクシー運

転者、自動車整備士）、女性の少ない業種・職種において、多様な人材が働きやすい

環境の整備等により、女性の就業及び定着を促進する。（再掲） 

⑨ 各地域における交通やまちづくりの分野において、ジェンダー平等及びジェンダ

ーの視点をあらゆる施策に反映する「ジェンダー主流化」を進めるため、業界の枠を

超えた企業経営者や管理職、一般職員等の様々な階層の職員同士が交流を深め、横の

連携を図ることのできるコミュニティの構築を推進することにより、女性活躍の取

組や男女の異なるニーズを反映したサービス提供の促進を図る。（再掲） 

⑩ 企業や地方公共団体などの組織における女性人材の発掘、能力開発、登用、そのた

めの意識変革・働き方改革などの取組を促進すべく、男性の意識と行動の変革を目指

すリーダーの会について新たな行動宣言の下に女性リーダーの参加を促し、地方の

企業や中小・小規模事業の経営者の賛同を増やす。 

⑪ 女性も含めた後継者の事業承継を後押しし、中小企業・小規模事業者の事業承継・

Ｍ＆Ａを促すため、予算・税制等を含めた総合的な支援策を推進する。また、その活

用事例を展開していく。（再掲） 

⑫  「女性、若者／シニア起業家支援資金」等による資金調達支援を実施し、女性の起

業を後押しする。 
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⑬ 女性の起業・創業の活性化や女性起業家の成長・発展を促進するため、多様なロー

ルモデルについて、関係機関等に周知・普及を図る。（再掲） 

⑭ 男女共同参画センター等の関係機関とも連携しつつ、全国各地における女性起業

家支援の好事例についての横展開や女性起業家支援ネットワークの構築を図ること

で、女性起業家を総合的に支援する。（再掲） 

⑮ 女性がアクセスしやすい男女共同参画センター等を女性の起業支援の拠点として、

地方公共団体において実施する、女性のための起業セミナーやチャレンジショップ

等の継続的な開催を通じた女性起業家のネットワーク形成など、女性の起業支援の

取組を、地域女性活躍推進交付金を始めとする財政支援や男女共同参画機構におけ

る全国的な外部専門人材のデータベースの整備により後押しする。（再掲） 

⑯ 女性起業家に対するハラスメントも含め、相談を受け付ける「みんなの人権110番」

等について、引き続き周知を図る。（再掲） 

⑰ 大学を核とした地域の女性人材育成等のための連携基盤（地域構想推進プラット

フォーム）の整備促進や、推進役となるコーディネーターの活用等を通じた大学間・

産学官連携の強化等を通じて、大学を活用した地方創生の取組を推進するとともに、

地域に不可欠な人材育成機能の確保を図るなど、各地域の魅力的な大学づくりに関

する取組を推進する。 

イ 農林水産業における男女共同参画の推進 

① 農業委員や農業協同組合、森林組合、漁業協同組合の役員及び土地改良区等の理事

について、年齢や性別に著しい偏りが生じないよう配慮しなければならないとの各

根拠法における規定を踏まえ、女性の割合の向上や女性登用ゼロからの脱却に向け

た取組などを一層推進する。また、地方公共団体、農業団体の意思決定層等に対し、

女性登用を進めるための意識啓発を図るとともに、具体的な目標の設定や女性の参

画を促進する仕組みづくりを働きかける。 

② 幅広い視野と能力を有し、地域をリードできる女性農業経営者を育成するため、経

営力や組織の管理能力等の修得に向けた研修を実施するとともに、地域レベルや都

道府県域を超えた女性グループの形成やその取組を支援する。 

③ 全国の市町村において、地域の協議に基づき、地域農業の将来の在り方や農地利用

を明確化する「地域計画」の策定に必要となる協議の場において、女性農業者を始め

とする地域の関係者の積極的な参画を推進する。 

④ 女性の林業経営への参画等により、地域全体における林業を活性化するため、経営

者や従事者に対する研修やセミナー等を行うとともに、森林・林業に関心のある女性

に対して、女性林業グループの取組の発信を行う。 

⑤ 水産業における女性の参画を推進するとともに、水産業経営の改善を図るため、起

業的取組を行う女性グループの取組、女性の経営能力の向上や女性が中心となって

取り組む加工品の開発、販売等の実践的な取組を支援し、優良な取組の全国各地への

普及を図る。 

⑥ 認定農業者制度における農業経営改善計画申請の際に夫婦などによる共同申請を

通じて、女性の農業経営への参画を推進する。 

⑦  「農業女子プロジェクト」や「海の宝！水産女子の元気プロジェクト」において、

企業や教育機関との連携強化、地域活動の推進により女性農林水産業者が活動しや
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すい環境を作るとともに、メンバーの多様な経験・知見を生かした人材育成の強化に

取り組む。 

⑧ 家族経営協定を締結した女性農業者や女性が役員の過半を占める農業法人等に対

する融資の活用を促進する。 

⑨ 農業や家事の分担・負担度合いを見直すワークシートの活用やそれを踏まえた家

族経営協定の締結により家族間での役割分担や就業条件の明確化を推進する。 

⑩ 女性グループが行う漁業生産活動に対する融資の活用を推進することにより、女

性が行う水産業に関連する経営や起業等を支援する。 

⑪ 女性の就農希望者等に対し、就農相談会、農業法人による会社説明会、就農促進 

ＰＲ活動、農業者による高校や大学等教育機関への出前授業等を通じて、農業への理

解を促進する。また、就農に当たっては、家族経営協定を締結した夫婦等での共同申

請を含め、認定新規就農者制度の活用を推進する。 

⑫ 女性農業者の農業者年金への加入を促進する。 

⑬ 女性の就農促進や継続的な雇用に向け、女性活躍推進法等に基づく一般事業主行

動計画の策定等を通じて、子育て等のライフステージにも合わせた、女性が働きやす

い環境整備等をソフト・ハード両面から推進する。 

⑭ 農山漁村が女性・若者に選ばれるための受入拠点の整備等を促進するため、「農山

漁村」経済・生活環境創生プラットフォームにおいて、農林水産業と他分野の企業と

の連携を図り、現場での案件形成を促進していくとともに、優良事例を発信し、普遍

化を図る。 

⑮ 性別役割分担意識等によるジェンダー・ギャップ解消に向けた啓発及び経営で手

腕を発揮するロールモデルの提示や女性登用・支援の一層の推進のための表彰等を

通じ、女性が農業分野で活躍できる環境づくりを促進する。 

⑯ 農作業の自動化等を通じて身体の負担軽減や作業時間の短縮に資するスマート農

業技術により、女性や高齢者などでも活躍しやすい農業を実現するため、多様なプレ

ーヤーが参画したスマート農業イノベーション推進会議（ＩＰＣＳＡ）において、生

産と開発の連携、情報の収集・発信・共有、関係者間のマッチング支援、人材育成等

を行い、スマート農業技術の開発と普及の好循環の形成を推進する。 

ウ 地方議会・地方公共団体における取組の促進 

① 女性の地方公共団体の長や地方議会議員のネットワークの形成について、政党や

地方六団体に要請する。（再掲） 

② 地方議会において女性を含めたより幅広い層が議員として参画しやすい環境整備

について検討を行うとともに、各地方議会におけるデジタル技術を活用した議会運

営やプライバシーへの配慮に関する取組、候補者となり得る女性の人材育成等にも

資する「女性模擬議会」や「議会モニター」等の優良事例について情報提供を行う。

（再掲） 

③ 地方公務員の女性職員の活躍に資する取組について、各地方公共団体の実情に即

し、主体的かつ積極的に取組を推進するよう要請する。また、令和７（2025）年に改

正された女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画について数値目標を設定した

項目の進捗状況及び取組の実施状況が経年で公表されることを徹底するとともに、

公表義務が拡大される情報公表について、適切に対応する。また、各団体の取組につ

いて、比較できる形での更なる「見える化」を行う。 
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④ 各都道府県・政令指定都市が設定している審議会等委員への女性の参画に関する

数値目標や、これを達成するための様々な取組、女性比率の現状、女性が一人も登用

されていない審議会等の状況等を調査し取りまとめて提供し、審議会等委員への女

性の参画を促進する。（再掲） 

エ 地域に根強い固定的性別役割分担意識等の解消 

① 固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見の解消に資する、また、固定観念や

無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）を生じさせない取組に関する情報収

集を行うとともに、行動変容にもつながるよう、啓発手法等を検討し、情報発信を行

う。 

②  「男女共同参画週間」や「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」において、

地方公共団体や関係機関・団体と連携し、男女共同参画に関する意識の浸透を図る。 

２ 地域活動における男女共同参画の推進 

（１）施策の基本的方向 

〇 性別に捉われることなく、多様な住民が地域活動へ参画することやリーダーとして女

性が参画することは、異なる視点による課題解決や社会的な公平性の向上など、地域社

会の活性化や持続可能な地域社会を構築する上で重要である。 

〇 特に地域活動における女性リーダーの存在は、意思決定の場における多様性が確保さ

れることや、他の女性にとってのロールモデルとなり、自治会・ＰＴＡ・防災組織など、

多様な住民の地域活動への参画にも寄与することから、女性人材の育成等の取組を推進

する。 

〇 また、多様な背景を持つ関係人口82等との連携による地域内外のネットワーク強化等に

より、地域に新しい視点や価値観をもたらし、地域課題の解決を促進する。 

（２）具体的な取組 

ア 女性リーダー等の活躍の推進 

① ＰＴＡ、自治会・町内会等、地域に根差した組織・団体の長となる女性リーダーを

増やすための機運の醸成や女性人材の育成を図る。 

② 学校・保育所の保護者会（ＰＴＡ等）や自治会・町内会など、学校・園関連の活動

や地域活動について、男女ともに多様な住民が参加しやすい活動の在り方を提示す

るとともに、優良事例の横展開を図る。 

イ 関係人口等との連携による男女共同参画の推進 

① 地方公共団体が三大都市圏等の企業等の人材を地域の課題解決の即戦力として活

用する「地域活性化起業人」や、都市地域から条件不利地域に住民票を異動した者を

地域の課題解決に活用する「地域おこし協力隊」の仕組みを通じた地域の担い手の確

保の取組を積極的に支援する。 

また、地方公共団体が女性の人材育成や地域企業とのマッチング等に取り組む場合

の経費を支援する「事業承継等人材マッチング支援事業」や産官学金の連携により地

 
82 特定の地域に継続的に多様な形で関わる人々。 
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域の資源と資金を活用した地域密着型事業の立ち上げを支援する「ローカル 10,000

プロジェクト」により、女性の活躍に向けた取組を支援する。 

② 一部の地方公共団体においては、ジェンダー・ギャップ解消のため、地域外からの

専門家や企業と連携するなど、関係人口を活用することにより、地域の実情に応じた

様々なステークホルダーを適切に捉えた効果的な取組が行われている。全ての地方

公共団体において、それぞれの地域の実情に応じた取組を選択し実施できるよう、研

修や会議などの場を活用しながら、このような取組事例の横展開を促進する。 

③ 若者や女性の「働きがい」と「働きやすさ」の両面を向上させていく「地域働き方・

職場改革」を起点とし、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）を含めた地

域社会の変革に取り組む。今後、３～５年程度における先行的な地方公共団体の成果

等の蓄積を通じ、全国的な波及を目指していく。 

３ 官民連携による男女共同参画の推進 

（１）施策の基本的方向 

〇 地域の実情・特性を踏まえた主体的な取組が全国各地で展開されるよう、様々な主体

（経済団体、労働団体、農林水産団体、金融機関、企業、大学、地縁団体、民生委員・児

童委員や保護司、女性団体を始めとするＮＰＯ・ＮＧＯ等）との連携強化を含め、地方公

共団体における男女共同参画の取組を推進する。 

〇 男女共同参画機構は、連携・協働の促進、人材の育成・確保に取り組むことで、各地の

男女共同参画センターを強力に支援し地域における諸課題の把握とその解決を推進す

る。 

〇 男女共同参画センターが、地域の様々な関係者相互間の連携・協働を促進するための

拠点としての役割を果たせるよう、「男女共同参画センターにおける業務及び運営につい

てのガイドライン」も活用した不断の効果検証を促す。 

（２）具体的な取組 

ア 地方公共団体における関係機関・団体との連携  

① 男女共同参画社会基本法で努力義務となっている市町村男女共同参画計画の策定

は、男女共同参画社会を形成していく上で、極めて重要である。特に、策定が進んで

いない町村に焦点を当て、都道府県と連携し、策定状況の「見える化」を含む情報提

供や好事例の収集・発信、専門家派遣などにより、男女共同参画についての理解を促

進し、全ての市町村において計画が策定されるよう促す。 

② 地方公共団体が多様な主体による連携体制の構築の下で、地域の実情に応じて行

う、多様で柔軟な働き方の定着や女性デジタル人材・女性起業家の育成、様々な課

題・困難を抱える女性への支援、学び直しやキャリア形成の支援、女性活躍推進法に

基づく事業主行動計画の策定等に係る中小企業・小規模事業者への支援などの取組

を、地域女性活躍推進交付金により支援する。また、地方公共団体が行う男女共同参

画社会の実現に向けた取組については、地方財政措置が講じられており、各地方公共

団体の状況に応じて、自主財源の確保を働きかける。（再掲） 

③ 地方公共団体の自主性と創意工夫に基づく、地域独自のジェンダー・ギャップ解消

に向けた取組を、計画から実施まで、地域未来交付金により支援する。 
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④ 一部の地方公共団体においては、ジェンダー・ギャップ解消のため、地域外からの

専門家や企業と連携するなど、関係人口を活用することにより、地域の実情に応じた

様々なステークホルダーを適切に捉えた効果的な取組が行われている。全ての地方

公共団体において、それぞれの地域の実情に応じた取組を選択し実施できるよう、研

修や会議などの場を活用しながら、このような取組事例の横展開を促進する。（再掲） 

イ 男女共同参画機構としての取組の推進 

① 男女共同参画機構の設立後、同機構は、男女共同参画に関する施策を総合的に行う

ナショナルセンターとして、男女共同参画を担う人材の確保等に向けた研修や地域

の男女共同参画に関する専門的な調査研究を行うとともに、全国各地の男女共同参

画センター等を強力に支援するセンターオブセンターズとして、男女共同参画セン

ターを拠点とした地域におけるネットワーク形成の支援、男女共同参画センター間

のネットワーク形成の促進や男女共同参画センターが行う好事例の収集・提供、個別

事業の実施方法に関する助言等に取り組む。 

また、「独立行政法人国立女性教育会館の機能強化による男女共同参画の中核的組

織の整備に向けて」（令和６年７月 30 日公表）に基づき、必要な予算及び人員を確保

の上、特定の場所や方法にとらわれない多様な事業を展開するため、男女共同参画機

構に必要な機能を本館に集約するとともに、老朽化した宿泊棟、研修棟等を撤去すべ

く、速やかな関連工事への着手を目指す。 

② 全国各地の男女共同参画センターが地域における男女共同参画に関する状況と課

題等を把握するために必要なノウハウや手法等についても検討・提供し、男女共同参

画センターから情報を集約し、就労状況など統計データを始め、地域における男女共

同参画の実態をきめ細かく把握する。 

ウ 男女共同参画センターの機能の強化・充実 

① 令和７（2025）年の男女共同参画社会基本法の改正により、同法に男女共同参画セ

ンターが地域の課題解決を行う関係者相互間の連携と協働を促進するための拠点で

あることを規定するとともに、地方公共団体に対して、その体制確保に努める義務を

課すこととした。 

これを踏まえ、国としては、男女共同参画センターが「男女共同参画センターにお

ける業務及び運営についてのガイドライン」も活用し、男女共同参画社会基本法の理

念に即した運営と関係機関との有機的な連携の下、同法に定められた役割を十全に果

たせるよう不断の効果検証を促す。 

② 男女共同参画機構及び各地の男女共同参画センター相互間で必要な知見及びノウ

ハウを共有するための情報プラットフォームの構築・運用や、同機構の保有する史・

資料のデジタル化を進めること等により、男女共同参画センターにおける事業及び

各地方公共団体における男女共同参画に関する施策の企画・立案に、男女共同参画機

構や他の男女共同参画センターの知見及びノウハウを円滑に生かすことができる環

境を整備する。 

③ 男女共同参画センター等を拠点として、地方公共団体が実施する、様々な課題や困

難を抱える女性に寄り添った相談支援や、男性の望まない孤独 ・孤立の解消等のため

の相談員の育成を含めた男性相談の取組など、地域女性活躍推進交付金により支援

する。また、好事例の横展開を図り、相談支援の取組の充実等を促す。（再掲） 
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４ 環境問題への取組における男女共同参画の推進 

（１）施策の基本的方向 

〇 気候変動を始めとする環境問題への対応に当たっては、持続可能な社会への実現に向

けた国際的な潮流を踏まえ、政策・方針決定過程への女性の参画を拡大するとともに、

環境問題が男女に与える影響やニーズの違いを考慮するなど、男女共同参画の視点が反

映されるよう積極的に取り組む。 

（２）具体的な取組 

① 気候変動問題等に係る環境政策や環境に影響を与える産業・エネルギー政策の政

策・方針決定過程における女性の参画拡大を図る。 

② 各都道府県・政令指定都市が設定している審議会等委員への女性の参画に関する

数値目標や、これを達成するための様々な取組、女性比率の現状、女性が一人も登用

されていない審議会等の状況等を調査し取りまとめて提供し、審議会等委員への女

性の参画を促進する。（再掲） 

③ 環境問題に関する施策の企画立案・実施に当たっては、男女別データを把握し、女

性と男性に与える影響やニーズの違いを踏まえた対応を行う。 
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第 10 分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 

 

【基本認識】 

〇 男女共同参画社会の形成のためには、社会制度や慣行が、実質的に男女にどのような

影響を与えるのか常に検討されなければならない。社会制度や慣行は、それぞれの目的

や経緯を持って作られてきたものではあるが、男女共同参画の視点から見ると、明示的

に性別による区別を設けていなくても、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見

等を反映して、結果的に男女に中立に機能しない場合がある。 

〇 社会における活動や個人の生き方が多様化する中で、男女が自らの意思によって社会

のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されるためには、ワーク・ライフ・

バランスや働き方改革、多様性の確保、公正な処遇といった男女双方を対象にした取組

の推進を通じて、男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響が中立的な制度・

慣行を構築することが不可欠である。このため、男女共同参画社会の実現に向けて、税

制や社会保障制度を始めとする社会制度の全般について、経済社会情勢を踏まえて不断

に見直す必要がある。 

〇 一人一人の個人がその時々の事情に応じた多様な働き方を選択でき、誰もがその能力

を思う存分発揮できる社会の実現に向け、政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼ

す影響等に関する調査研究を進める。 

〇 男女の多様な選択を可能とする育児・介護の支援基盤の整備を推進する。 

〇 性別による差別的取扱いを受けず個人として能力を発揮する機会が確保されること及

び性別による差別的取扱いによって人権が侵害された場合に適切な救済を得られること

が重要である。 

＜施策の基本的方向と具体的な取組＞ 

１ 男女共同参画の視点に立った各種制度等の見直し 

（１）施策の基本的方向 

〇 個人の働き方の多様化等を踏まえつつ、働く意欲のある全ての人がその能力を十分に

発揮できるよう、また、様々な施策の効果が必要な個人に確実に届くよう、社会の諸制

度を見直す。また、男女が共に仕事や家庭に関する責任を担えるよう、男女の多様な選

択を可能とする育児・介護の支援基盤の整備を推進する。 

（２）具体的な取組 

ア 働く意欲を阻害しない制度等の検討 

① 働き方の多様化を踏まえつつ、働きたい女性が就業調整を意識しなくて済む仕組

み等を構築する観点から、税制や社会保障制度等について、総合的な取組を進める。 

・ 税制については、令和７年度税制改正において給与所得控除の最低保障額が 65

万円に引き上げられたところ、今後も、働き方の多様化や待遇面の格差を巡る状況

の変化を注視しつつ、働き方の違いによって不利に扱われることのない、個人の選
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択に中立的な税制の実現に向け、所得再分配機能が適切に発揮されているかといっ

た観点も踏まえながら、諸控除の更なる見直しを進める。 

また、働き方の違い等によって有利・不利が生じないような企業年金・個人年金

等に関する税制上の取扱いや、働き方の多様化を踏まえた退職給付に係る税制につ

いて、企業年金・個人年金等は企業の退職給付の在り方や個人の生活設計にも密接

に関係することなどを踏まえ、その検討を丁寧に行い、関係する税制の包括的な見

直しを行う。 

・ 社会保障制度については、被用者保険加入によるメリットの理解を十分に広めな

がら、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部

を改正する等の法律による中小企業等で働く短時間労働者に対する被用者保険の

適用拡大を着実に実施するとともに、更なる適用拡大の検討を進める。 

第３号被保険者については、多様な属性を持つ者が混在していることを踏まえつ

つ、被用者保険の適用拡大を進める中で第３号被保険者を縮小することを基本的な

方針としつつ、その実態を分析し、制度の在り方の検討を進める。 

・ 配偶者の収入要件があるいわゆる配偶者手当については、税制・社会保障制度と

ともに、就業調整の要因となっているとの指摘があることに鑑み、配偶者の働き方

に中立的な制度となるよう、労使に対しその在り方の検討を促す。 

イ 家族に関する法制の整備等 

① 現在、身分証明書として使われるパスポート、マイナンバーカード、運転免許証、

住民票、印鑑登録証明書なども旧氏併記が認められており、旧氏の通称使用の運用は

拡充されつつあるが、婚姻により氏を変更した人が不便さや不利益を感じることの

ないよう、社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度の創設の検

討を含め、旧氏使用の拡大やその周知に取り組む。 

② 婚姻後も仕事を続ける女性が大半となっていることなどを背景に、婚姻前の氏を

引き続き使えないことが婚姻後の生活の支障になっているとの声など国民の間に

様々な意見がある。そのような状況も踏まえた上で、家族形態の変化及び生活様式の

多様化、国民意識の動向等も考慮し、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関

し、戸籍制度と一体となった夫婦同氏制度の歴史を踏まえ、また家族の一体感、こど

もへの影響や最善の利益を考える視点も十分に考慮し、国民各層の意見や国会にお

ける議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進める。 

ウ 男女の多様な選択を可能とする育児・介護の支援基盤の整備 

① 子ども・子育て支援新制度の実施による幼児期の学校教育、保育、地域の子ども・

子育て支援の充実、幼児教育・保育の無償化、 「保育政策の新たな方向性」に基づく

取組、「放課後児童対策パッケージ」に基づく放課後児童クラブの受入児童数の拡大

などにより、地域のニーズに応じた子育て支援の一層の充実を図る。 

・ 幼稚園・保育所・認定こども園を通じた共通の給付や小規模保育への給付、地域

の事情に応じた認定こども園の普及、地域子育て支援拠点や放課後児童クラブ等地

域のニーズに応じた多様な子育て支援策を着実に実施する。 

・ 地域の課題に応じた保育の提供体制の確保を図るとともに、保育人材の確保のた

めの取組を総合的に推進する。 
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・ 多様な保育ニーズに対応するため、延長保育、休日保育、夜間保育、病児保育、

複数企業間での共同設置を含む事業所内保育等の多様な保育の拡大を図る。 

・ 就業の有無にかかわらず、一時預かり、幼稚園の預かり保育等により、地域にお

ける子育て支援の拠点やネットワークを充実する。 

・ 幼児教育・保育の無償化の着実な実施や保育利用に係る支援等により、保護者の

経済的負担の軽減等を図る。 

・ 放課後等デイサービス等の障害児通所支援における預かりニーズに対応した支

援や保育所等における障害のあるこどもの受入れを進めるとともに、マザーズハロ

ーワーク等を通じ、きめ細かな就職支援等を行うことにより、障害のあるこどもを

育てる保護者を社会的に支援する。 

② こどもの事故防止に関連する関係府省の連携を図り、保護者や教育・保育施設等の

関係者の事故防止の意識を高めるための啓発活動や、安全に配慮された製品の普及

等に関する取組を推進し、男女が安心して子育てができる環境を整備する。 

③ こどもの安全な通行を確保するため、こどもが日常的に集団で移動する経路等の

交通安全環境の整備や、地域ぐるみでこどもを見守るための対策等を推進する。 

④ 男女の多様な選択を可能とする介護の支援基盤の整備を推進する。 

・ 都道府県や介護事業者等を主体とし、イベントの企画、マスメディア、ネット広

告などの発信、パンフレット作成などの情報発信を行い、介護の仕事のイメージや

社会的評価の向上、理解の促進を図る。 

・ 多様な人材層（若者・女性・高齢者）をターゲットとした介護現場における多様

な働き方（朝夕のみ、夜間のみ、季節限定のみの勤務、兼業・副業、選択的週休３

日制等）による効率的な事業運営等の実践を行い、その成果を全国に展開する。 

・ 介護に関する入門的な知識・技術を習得するための研修（介護に関する入門的研

修）を実施し、事前の周知から研修受講後の介護施設等とのマッチングまでの一体

的な支援を行う。 

⑤ 安心して育児・介護ができる環境を確保する観点から、住宅及び医療・福祉・商業

施設等が近接するコンパクト ・プラス・ネットワークの取組や、住宅団地における子

育て施設や高齢者・障害者施設の整備、各種施設や公共交通機関等のバリアフリー

化、全国の高速道路のサービスエリアや「道の駅」における子育て応援施設の整備等

を推進する。 

⑥ 医療・介護保険制度については、多様な人材によるチームケアの実践等による効率

化・重点化に取り組みながら質の高いサービスの充実を図る。その際、医療・介護分

野における多様な人材の育成・確保や、雇用管理の改善を図る。 

そのため、介護労働者の雇用管理改善を促進する介護雇用管理改善等計画（令和３

年厚生労働省告示第 117 号）に基づき、介護労働者の雇用管理改善等を図る。また、

人材不足分野（医療、介護、保育、建設、警備、運輸等）における人材確保支援の強

化を図るため、主要なハローワークに人材確保支援の総合専門窓口となる「人材確保

対策コーナー」を設置し、関係機関・業界団体との連携により、求人者及び求職者に

対する支援を実施する。 

⑦ 住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、

医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制 （地域包括ケアシス

テム）の構築を推進し、家族の介護負担の軽減を図る。 
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⑧ 多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、都道

府県・保健所の支援の下、市区町村が中心となって、地域の医師会等と緊密に連携し

ながら、地域の関係機関の連携体制の構築を推進する。 

⑨ 男女とも子育て・介護をしながら働き続けることができる環境の整備に向けて、育

児・介護休業法の履行確保を図る。また、仕事と育児の両立支援の促進のため、次世

代育成支援対策推進法の周知を行うとともに、仕事と子育ての両立を推進する企業

を対象とした認定及び特例認定の取得を促進する。あわせて、仕事と介護の両立支援

の促進のため、「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツー

ル」や付属資料の積極的な活用促進を図る。 

⑩ 認知症や一人暮らしの高齢者が、社会から孤立することなく、住み慣れた地域の中

で、希望を持って自分らしく暮らし続けられるよう、共生社会の実現を推進するため

の認知症基本法（令和５年法律第 65 号）及び認知症施策推進基本計画（令和６年 12

月３日閣議決定）に基づき、「新しい認知症観」に立ち、認知症施策を総合的かつ計

画的に推進することにより、住民等を中心とした地域の支え合いの仕組みづくりを

促進する。（再掲） 

⑪ 就職を希望する女性医師に対して医療機関や再研修先の紹介等を行う女性医師バ

ンク事業の実施や都道府県における女性医師の復職に関する相談窓口の設置等、女

性医師等が働きやすい環境の整備を進める。 

２ 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実 

（１）施策の基本的方向 

〇 人権尊重の理念に対する理解を深めるとともに、各人が自らに保障された法律上の権

利や、権利の侵害を受けた場合の対応等について正確な知識を得られるよう、法律・制

度の理解の促進を図る。また、政府の施策に対する苦情の処理や人権が侵害された場合

の被害者救済体制・相談体制の充実及び周知を図る。 

（２）具体的な取組 

① 学校や社会において、法令等により保障される人権に関し、正しい知識の普及を図

るとともに、国民一人一人の人権意識を高め、人権への理解を深めるため、様々な教

育・啓発活動や、人権教育の在り方等についての調査研究を行う。 

② 男女共同参画に関連の深い法令・条約等について、分かりやすい広報の工夫等によ

り、その内容の周知に努める。また、権利が侵害された場合の相談窓口、救済機関等

の周知に努める。 

③ 政府の施策についての苦情の処理及び人権が侵害された場合における被害者の救

済について、行政相談制度や人権擁護機関等を積極的に活用する。その際、相談に当

たる職員、行政相談委員、人権擁護委員等の研修の充実を図るとともに、男女共同参

画に関する苦情処理等に関する実態把握を行う。 

民生委員・児童委員が人権に関する内容を含め、地域住民の抱える様々な課題に的

確に対応できるよう、その資質向上を図るため、生活困窮者就労準備支援事業費等補

助金等を通じて、各都道府県等における演習の実施を促す。 
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また、人権擁護機関においては、男女共同参画社会の実現のために、啓発活動に積

極的に取り組むとともに、全国の人権相談所や、「みんなの人権１１０番」において、

人権相談、人権侵犯事件の調査救済活動に、関係機関と連携しつつ積極的に取り組む。 

④ 英語や中国語等の通訳を配置した外国人のための人権相談所や外国語インターネ

ット人権相談受付窓口を引き続き設置し、更にその内容を充実させるよう努める。

（再掲） 

⑤ 男女共同参画に関連の深い法令・条約等について、政府職員、警察職員、消防職員、

教員、地方公務員等に対して、研修等の取組を通じて理解の促進を図る。また、法曹

関係者についても、同様の取組が進むよう、情報の提供や講師の紹介等可能な限りの

協力を行う。 
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第 11 分野 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の

促進 

 

【基本認識】 

〇 女性も男性も、持続可能な働き方を実践するとともに仕事以外に個人としての多様な

活動に参加し役割を持つことが、生涯にわたり豊かな人生をもたらすと考えられる。女

性と男性が共に働き方・暮らし方の変革を進め、若者や女性が働きやすく魅力ある職場

づくりも併せて求められている。 

〇 男女共同参画を推進する様々な取組が進められており、法制度の整備も進んできたも

のの、依然として、男女共同参画社会が実現したとは言い難い状況にある。「男女共同参

画社会に関する世論調査（令和６（2024）年９月調査）」によれば、社会全体における男

女の地位の平等感について、「男性の方が優遇されている」と回答した者の割合は 74.7％

である一方、「平等」と回答した者の割合は 16.7％にすぎない。背景には、働き方・暮ら

し方の根底に、長年にわたり人々の中に形成された固定的な性別役割分担意識や性差に

関する偏見・固定観念、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）があり、またそ

れらによって価値観や慣習が形成されていることが挙げられる。 

〇 このような意識や固定観念等は、往々にして幼少の頃から長年にわたり形成されてき

ており、女性と男性のいずれにも存在し、進路選択や就業など様々なライフスタイルに

影響を与え、家事・育児・介護負担の女性への偏りや男性の過重労働など心身の健康悪

化や生活の質の低下をもたらしている側面もある。国民一人一人の意識が変わり、従来

の性別による固定観念にとらわれなくなることで、女性も男性も一人一人が、お互いを

尊重しながら、長い人生の中で主体的で多様な選択をでき、自分らしく生きられること

につながる。男性にとっては、主たる稼ぎ手であるべきという固定観念にとらわれずに、

家庭や地域などの生活の場に積極的に関わることができると考えられる。 

〇 したがって、男女共同参画の推進に係る他の全ての取組の基盤として、また、様々な

取組の実効性を高めていく観点から、こどもを始め様々な世代で固定的な性別役割分担

意識等を植え付けず、また、押し付けない取組、そして、男女双方の意識を変えていく取

組が極めて重要である。根強い偏見等を背景に、女性は、嫌がらせ、誹謗中傷等の標的に

なりやすく、深刻な影響を受けやすいことに留意しつつ、地域・職場・教育など様々な場

から社会全体の機運を醸成していくことも欠かせない。 

〇 家庭、地域、職場、学校、メディアなどのあらゆる場を通じて、幼児から高齢者に至る

幅広い層を対象に、男女共同参画を親しみやすく分かりやすいものとすることが重要で

ある。また、こどもに関する取組を行うに当たってはこどもの最善の利益に配慮する必

要がある。 

〇 以上を踏まえ、人権の尊重を前提として、地方公共団体や関係機関・団体と連携し、固

定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見の解消、固定観念を打破するとともに、無

意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）による悪影響が生じないよう、男女双方の

意識改革と理解の促進を図る。また、人々の意識形成に大きな影響力をもつ学校教育及

びメディアの分野における政策・方針決定過程への女性の参画を促進する。 
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＜施策の基本的方向と具体的な取組＞ 

１ 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 

（１）施策の基本的方向 

〇 教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）が掲げる男女の平等を重んずる態度を養うとい

う教育の目標を達成するため、教員の養成・採用・育成の各段階に男女共同参画の視点

を取り入れ、校長を始めとする教職員や教育委員会における男女共同参画の理解を促進

するとともに、学校教育と社会教育において男女平等の理念を推進する教育・学習の一

層の充実を図る。 

〇 また、大学、研究機関、独立行政法人等による、男女別データを活用した男女共同参画

に資する研究を推進し、その成果を学校教育と社会教育に活用する。 

〇 さらに、より長い人生を見据え、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見・固

定観念、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）にとらわれずに、「教育、仕事、

老後」という単線型の人生設計ではなく、人生ステージに応じた様々な働き方、学び方、

生き方を選べるよう、男女共同参画の視点を踏まえた生涯学習や能力開発を推進する。 

（２）具体的な取組 

ア 校長を始めとする教職員への研修の充実 

① 男女共同参画機構において、教育長、教育委員、教育委員会や教育センターの職員、

学校の管理職等が、学校における男女共同参画に関する現状・課題を把握し、女性の

管理職登用促進や教職員のキャリア形成支援等の意義・必要性について理解を深め、

地域の実情に合わせた課題解決の方策を検討できるよう研修や教育・学習支援等を

実施する。また、研修を効果的なものとするため現状の把握と課題の抽出のための調

査研究を行う。（再掲） 

イ 男女平等を推進する教育・学習の充実 

① 未就学児がジェンダーバイアスにより自分の可能性を狭めてしまわないよう、幼

少期の教育現場等における固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコ

ンシャス・バイアス）の解消に資する方策について周知・普及に努める。（再掲） 

② 初等中等教育において男女共同参画の重要性についての指導が充実するよう、教

員研修の充実、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見の解消と固定観念の

打破を図るために開発した学校教育や社会教育で活用できる学習プログラムの普及

等を行う。また、こどもたちへの教育や、理工系進学等の進路選択の支援に臨むに当

たって、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）

の解消に向けて、こどもたちの身近な存在である教員の理解促進を図る。 

③ 図書館や公民館等の社会教育施設において、学校や男女共同参画センター、民間団

体等と連携し、情報・資料の提供等を通じて学習機会の充実を図る。 

④ 男女共同参画機構において、地域における男女共同参画が推進されるよう、男女共

同参画センター、女性団体等を対象とした研修や教育・学習支援等を行う。 

ウ 大学、研究機関、独立行政法人等による男女共同参画に資する研究の推進  
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① 男女共同参画機構において、男女共同参画に関する専門的・実践的な調査研究や情

報・資料の収集・提供・デジタル化を行う。 

エ 多様な選択を可能にする教育・能力開発・学習機会の充実 

① 大学や地方公共団体、男女共同参画センター等と連携し、学び直しを通じて女性の

キャリアアップやキャリアチェンジ等を総合的に支援する取組を推進する。 

２ 国民的広がりを持って地域に浸透する広報活動の展開とメディア分野等と連携した積

極的な情報発信 

（１）施策の基本的方向 

〇 固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見・固定観念、無意識の思い込み（アン

コンシャス・バイアス）は、女性にも男性にもある。女性も男性も一人一人が、男女共同

参画を自分のこととして認識し、その実現に向けて協力し合って取り組めるよう、男女

双方の意識改革に取り組む。 

〇 その際、男女共同参画に関心の高い層だけではなく、関心の低い層や次世代を担う若

者、企業・団体の経営者や管理職等を含め、訴えかける対象を設定し、多様なメディア・

コンテンツを活用しながら、その対象ごとに戦略的な広報活動を展開する。 

〇 また、地域により情報や取組に差があることから、住民に身近な地方公共団体や、関

係機関・団体と連携して、地域における広報・啓発活動の一層の推進を図る。 

〇 新聞・テレビ・映画・ゲーム・インターネットメディア・広告等の多様なメディア関係

者と連携し、男女共同参画に資する広告やコンテンツ等について積極的に情報発信を行

う。また、表現の自由を十分尊重しながら、性暴力表現など実在する人物の人権を侵害

するような情報への対策を始め男女共同参画に関する各業界における自主的な取組を促

進する。 

〇 違法な性・暴力表現の流通等を防止するとともに、関係機関等と連携した広報啓発の

推進等の適切な対応を行う。 

（２）具体的な取組 

① 固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見の解消に資する、また、固定観念や

無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）を生じさせない取組に関する情報収

集を行うとともに、行動変容にもつながるよう、啓発手法等を検討し、情報発信を行

う。（再掲） 

② 政府広報も活用し、幅広く丁寧に、男女共同参画に関する国民的関心を高めてい

く。 

③  「男女共同参画週間」や「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」において、

地方公共団体や関係機関・団体と連携し、男女共同参画に関する意識の浸透を図る。

（再掲） 

④ 家事・育児等の手間やストレスの軽減に資する様々な活動や商品・サービスの活用

に関する広報活動を展開する。 

⑤ 男女共同参画を阻害する固定観念の撤廃を目指すための各種取組と連携する。 

⑥ インターネット上の性的な暴力やハラスメントの被害者にも加害者にもならない

ようにするという観点から、関係機関・団体等と連携して、安全・安心な利用のため



 

109 
 

の広報啓発を行うとともに、ＩＣＴリテラシーやメディア・リテラシーの向上のため

の取組を推進する。特に、自画撮り被害を防止するため、若年層・児童生徒等や保護

者に対する教育・啓発等の対策を総合的に推進する。（再掲） 

⑦ インターネット上に拡散した画像の削除等について相談・通報を受け付ける窓口

の周知に取り組む。（再掲） 
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第 12 分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 

 

【基本認識】 

〇 男女共同参画社会基本法第７条では、我が国の男女共同参画社会の形成は、国際的協

調の下に行われなければならないとされている。国際社会における男女共同参画・女性

活躍の進展を真剣に受け止め、国際規範・基準等や国際的なコミットメント等を国内施

策に適切に反映していくとともに、国際的な取組に貢献していく必要がある。 

〇 平成 27 （2015）年９月に国連で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」では、「ジェンダー平等の実現と女性・女児のエンパワーメントは、すべての目標

とターゲットにおける進展において死活的に重要な貢献をするものである」とされてい

る。また、令和６（2024）年９月に採択された「未来のための約束」においても、ジェ

ンダー平等とすべての女性及び女児のエンパワーメントが持続可能な開発の不可欠な

前提条件であることが確認されている。令和９（2027）年９月のＳＤＧサミットにおい

て議論が本格化する見込みの令和 12（2030）年以降の枠組みを見据えつつ、施策を強

力に推進するための体制（国内本部機構）の機能の充実・強化を図り、政府が行うあら

ゆる取組において常にジェンダー平等及びジェンダーの視点を確保し施策に反映して

いく（ジェンダー主流化）。 

〇 女子差別撤廃委員会対日審査や北京＋30 を踏まえた国連女性の地位委員会等におけ

る意見や議論を踏まえ、女子差別撤廃条約を積極的に遵守し、北京宣言・行動綱領に沿

った取組を進める。  

〇 Ｇ７、Ｇ20、ＡＰＥＣ 等の首脳級・閣僚級会合におけるジェンダー平等と女性・女

児のエンパワーメントに関する国際的なコミットメントを確実に実施するとともに、令

和 12（2030）年にＧ７議長国、また、令和 13（2031）年にＡＰＥＣ議長を務める予定

であることを踏まえ、様々な国際的な議論や取組に積極的に貢献していく。  

〇 政府開発援助（ＯＤＡ）におけるジェンダー主流化の推進、国連安保理決議第 1325

号に代表される一連の「女性・平和・安全保障（ＷＰＳ）」に関する安保理決議に係る

取組、紛争下の性的暴力への対応及び防災分野における実施により、女性・女児のエン

パワーメントやジェンダーの視点からの国際社会の平和と安定及び繁栄の確保に貢献

していく。 

〇 国際機関等における国際的な政策・方針決定過程への女性の積極的な参画を促進す

る。 

〇 上記の取組を実施する際には、国際的な議論や関連する政府の取組について国民の理

解を深めるための情報提供を行うとともに、国連を含む各種国際機関、地方公共団体、

民間部門、市民社会等、全てのステークホルダーとの連携・協力を行う。 

＜施策の基本的方向と具体的な取組＞ 

１ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）や女子差別撤廃委員会など国連機関等との協調 

（１）施策の基本的方向 
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〇  「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に含まれる令和 12 （2030）年を達成期

限とする持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に関し、ＳＤＧｓ実施指針改定版（令和５

（2023）年 12 月ＳＤＧｓ推進本部決定）を踏まえ、国際社会における普遍的価値とし

ての人権の尊重、ジェンダー平等の実現及びジェンダー主流化は、分野横断的な価値と

してＳＤＧｓの全ての目標の実現に不可欠なものであり、あらゆる取組において常にそ

れらの視点を確保し施策に反映することが必要であるとの主要原則に則り、ジェンダー

平等の実現を含む我が国の優先課題に取り組む。 

〇 また、気候変動を始めとする地球規模課題の深刻化に加え、国際情勢の緊迫化、各国

の政治情勢の急激な変化等、ジェンダー平等の実現に必要な平和で安定した国際環境そ

れ自体が危機にさらされる状況が生じているが、我が国が提唱する「人間の安全保障」

の理念の下、国際社会と協力しつつ、平和の持続と持続可能な開発の一体的な推進に資

する取組を進める。 

〇 さらに、女子差別撤廃委員会や国連女性の地位委員会等における意見や議論を踏ま

え、女子差別撤廃条約を遵守し、北京宣言・行動綱領に沿った取組を進める。 

（２）具体的な取組 

ア 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）達成に向けた連携及び推進 

① 全国務大臣を構成員とする持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部（平成 28 （2016）

年５月設置）において決定されたＳＤＧｓ実施指針改訂版を踏まえ、同本部で決定さ

れたＳＤＧｓ達成に向けた実行計画を広範なステークホルダーと連携して推進・実

施する。 

② ＳＤＧｓ目標５（ジェンダー平等の実現）の達成度を的確に把握するため、データ

に基づくグローバル指標を活用し、進捗結果を国内外に適切な形で公表する。また、

海外及び国内の研究機関等による評価、グローバル指標の検討・見直し状況、ローカ

ル指標の検討状況等に留意し、進捗評価体制の充実と透明性の向上を図る。 

イ 女子差別撤廃条約の積極的遵守等 

① 女子差別撤廃条約第９回政府報告最終見解における勧告について､男女共同参画

会議は､各府省における対応方針の報告を求め､必要な取組等を政府に対して要請す

る。また、政府として同勧告中のフォローアップ事項について適切な時期に女子差別

撤廃委員会に対し、その進捗状況等について報告するとともに、同条約第 10 回政府

報告を作成し、同委員会に提出する。 

② 女子差別撤廃条約の選択議定書については､早期締結について真剣な検討を進め

る。 

③ 雇用及び職業についての差別待遇に関する条約（ＩＬＯ第 111 号条約）、パートタ

イム労働に関する条約（ＩＬＯ第 175 号条約）、母性保護条約（改正）に関する改正

条約（ＩＬＯ第 183 号条約）、家事労働者の適切な仕事に関する条約（ＩＬＯ第 189

号条約）、仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約（ＩＬＯ第

190 号条約）その他男女共同参画に関連の深い未締結の条約について、世界の動向や

国内諸制度との関係を考慮しつつ、締結する際に問題となり得る課題を整理するな

ど具体的な検討を行い、批准を追求するための継続的かつ持続的な努力を払う。 
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ウ 北京宣言・行動綱領に沿った取組の推進 

① 国連女性の地位委員会や国連アジア太平洋経済社会委員会（ＥＳＣＡＰ）等に積極

的に参加し、参加各国との連携を図るとともに、我が国の男女共同参画・女性活躍に

係る取組等の情報発信､共有により国際的な政策決定､取組方針への貢献に努める。 

エ 国際機関等との連携・協力推進 

① ＵＮ Ｗｏｍｅｎを始めとする国際機関等への積極的貢献を図るとともに､連携

の強化等を図る。特に、「ビジネスと人権」等、近年の国際的な基準に基づくジェン

ダーに係る情報公開等を企業に求める国際的な潮流を踏まえ、関連する国際機関等

による取組の紹介等に努める。 

２ Ｇ７、Ｇ20、ＡＰＥＣ等における各種コミットメント等への対応 

（１）施策の基本的方向 

〇 近年、Ｇ７、Ｇ20、ＡＰＥＣといった国際会議の場において、ジェンダー平等の実現

が主要議題の一つとして取り上げられ、首脳級・閣僚級での様々な国際的なコミットメ

ントがなされている。例えば、令和５（2023）年のＧ７日本議長国年には、広島サミッ

ト及び全ての閣僚会合にてジェンダー平等を議題として取り上げ、Ｇ７広島首脳コミュ

ニケ及びＧ７栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大臣会合を始めとする閣僚会合

成果文書にジェンダー視点を盛り込んだ。 

〇 こうしたコミットメントをこれまで以上に国内施策に適切に反映し、実施するととも

に、我が国の経験や取組等に基づく情報発信､共有により､今後とも、国際的な議論や取

組に積極的に貢献していく。 

〇 また、我が国が国際会議の議長国となる場合には、ジェンダー平等や女性のエンパワ

ーメントを重視し、国際的な議論をリードする。 

（２）具体的な取組 

① Ｇ７、Ｇ20、ＡＰＥＣやその他の女性に関連する国際会議の場における首脳級・閣

僚級のジェンダー平等に係る各種の国際的なコミットメントや議論を、国内施策に

適切に反映して実施する。コミットメントに至る議論の過程においては、我が国の経

験や取組等に基づく情報発信､共有により､政策決定､取組方針に貢献する。 

② 我が国が国際会議の議長国となる場合には、成果文書にジェンダー平等や女性の

エンパワーメントに関する事項を盛り込むとともに、全ての大臣会合においてアジ

ェンダとして取り上げることを検討する。 

３ 男女共同参画・女性活躍に関する分野における国際的なリーダーシップの発揮 

（１）施策の基本的方向 

〇 政府開発援助（ＯＤＡ）プログラムやプロジェクトの実施におけるジェンダー主流化

を推進し、ジェンダー平等と女性・女児のエンパワーメントを推進することで、開発協

力のあらゆる段階における女性の参画を促進し、女性が公正に開発の恩恵を受けられる

よう努める。 
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〇 国連安保理決議第 1325 号等を踏まえた取組や紛争下の性的暴力への対応により、女

性のエンパワーメントやジェンダーの視点からの国際社会の平和と安定及び繁栄の確

保に積極的に貢献する。 

〇 さらに､平和構築､自然災害への対応、感染症対策を含む国際保健などの様々な分野

や､国際的な政策・方針決定過程への女性の積極的な参画を促進する。 

（２）具体的な取組 

ア 開発協力大綱に基づく開発協力の推進 

①  開発協力大綱（令和５年６月９日閣議決定）及び「女性の活躍推進のための開発

戦略」に基づき､ジェンダー主流化の視点及び女性の権利を含む基本的人権の尊重を

重要なものとして考え､開発協力を適切に実施する。 

イ ＷＰＳの理念を踏まえた女性の平和等への貢献や紛争下の性的暴力への対応 

① 国連安保理決議第 1325 号等を踏まえ､女性・平和・安全保障に関する行動計画を

国際機関､有識者及びＮＧＯ等市民社会とも連携しつつ効果的に実施し､平和構築及

び復興開発等のプロセスへの女性の参画を一層促進する。 

② 紛争下の性的暴力防止について､関係国際機関との連携の強化を通じて､犯罪者の

訴追増加による犯罪予防や被害者保護・支援等に一層取り組むとともに、紛争関連の

性的暴力生存者のためのグローバル基金への支援等を行う。 

ウ 国際分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

① 国際機関等の専門職､国際会議の委員や日本政府代表等に､幅広い年齢層､分野の

女性等がより多く参画することにより､国際分野における政策・方針決定過程への参

画を一層促進し､国際的な貢献に積極的に努める。特に､海外留学の促進や平和構築・

開発分野における研修等の充実により､将来的に国際機関等で働く意欲と能力のあ

る人材の育成や､若者や子育てが一段落した世代等に対する国際機関への就職支援

を強化する。 

② 在外公館における主要なポストの任命に際して､女性の登用を進める。 
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Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の整備・強化 

 

【基本認識】 

〇 男女共同参画社会の実現に向けた取組を一段と加速するためには、政府や地方公共団

体等の行政機関だけでなく、社会の多様な主体が連携・協働しながら男女共同参画を推

進する必要がある。 

〇 そのためには、職場や地域コミュニティにおいて、男女共同参画の担い手となる人材

の育成や確保が重要となる。 

〇 また、男女共同参画の取組を効果的に推進するためには、監視・影響調査等の機能強

化の観点から、データに基づいてＰＤＣＡサイクルを回し、男女共同参画機構による調

査研究等も活用しつつ状況や課題を適切に把握した上で、学識経験者等の知見も十分活

用しながら、社会のあらゆる分野において、ジェンダーの視点を反映することが重要で

ある。 

〇 内閣府男女共同参画局が、男女共同参画会議の議論を踏まえつつ、施策の企画立案及

び総合調整の機能を担い、我が国の男女共同参画社会の形成の促進に関する方向性を示

すとともに、施策の実施体制を強化するため、男女共同参画に関する施策を総合的に行

う「ナショナルセンター」として男女共同参画機構を新設し、地域における諸課題の解

決に取り組む地方公共団体及び全国各地の男女共同参画センターを強力に支援する。 

〇 さらに、広く各界各層から成る男女共同参画推進連携会議と歩調を合わせ、国民的な

取組を推進する。 

＜施策の基本的方向と具体的な取組＞ 

１ 国内の推進体制の充実・強化 

（１）施策の基本的方向 

〇 男女共同参画会議は、内閣総理大臣の下で男女共同参画を強力に推進する国内本部機

構として、あらゆる施策について、総合的な企画立案機能、横断的な調整機能、監視・影

響調査機能等を最大限に発揮するとともに、その機能を更に強化する。 

〇 男女共同参画推進連携会議の場を活用し、市民社会や民間団体等、次世代を担う若年

世代を含めた様々な世代との間で６次計画を始めとする情報の共有や連携を進め、各団

体における中央組織から地方の現場への取組の浸透を図ることにより、男女共同参画社

会づくりに向けての国民的な取組を推進する。 

（２）具体的な取組 

① 内閣府に置かれる重要政策会議である男女共同参画会議（男女共同参画社会基本

法により設置。内閣官房長官を議長とし、関係する国務大臣及び学識経験者によって

構成。）が、適時適切に重要な政策に関する提言を行う。また、国内の推進体制の中

で重要な役割を果たすため、男女共同参画会議の下、専門調査会等において、ＥＢＰ

Ｍの観点を踏まえつつ、学識経験者等の知見を積極的に取り入れ、各府省等の施策の

総合調整やその効果を高めるための方策等について、調査審議を行う。 
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② 男女共同参画推進本部（閣議決定により設置。内閣総理大臣及び全ての国務大臣に

よって構成。）の下で、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果

的な推進を図る。本部長の指名により関係行政機関に置かれた男女共同参画担当官

（局長級）は、男女共同参画社会の形成に直接・間接に影響を及ぼすあらゆる施策へ

男女共同参画の視点を反映させるとともに、相互の機動的な連携を図る。 

③ すべての女性が輝く社会づくり本部（閣議決定により設置。内閣総理大臣及び全て

の国務大臣によって構成。）の下で、様々な状況に置かれた女性が、自らの希望を実

現して輝くことにより、我が国最大の潜在力である「女性の力」が十分に発揮され、

我が国社会の活性化につながるよう、施策の一体的な推進を期す。 

④ 男女共同参画社会基本法で努力義務となっている市町村男女共同参画計画の策定

は、男女共同参画社会を形成していく上で、極めて重要である。特に、策定が進んで

いない町村に焦点を当て、都道府県と連携し、策定状況の「見える化」を含む情報提

供や好事例の収集・発信、専門家派遣などにより、男女共同参画についての理解を促

進し、全ての市町村において計画が策定されるよう促す。（再掲） 

⑤ 有識者及び地方６団体・経済界・労働界・教育界・メディア・女性団体等の代表か

ら成る男女共同参画推進連携会議の場を活用し、重要課題に関する意見交換や情報

共有、市民社会との対話、各団体における中央組織から地方の現場への取組の浸透等

を通じて、各界各層の若年層を含めた様々な世代との連携を図る。 

⑥ 国内の推進体制の運営に当たっては、男女共同参画機構に加え、多様な主体（地方

公共団体・男女共同参画センター、大学、企業、経済団体、労働組合、ＮＰＯ、ＮＧ

Ｏ、地縁団体等）との連携を図り、男女共同参画に識見の高い学識経験者や女性団体、

若年層など国民の幅広い意見を反映する。 

⑦ 国際機関及び諸外国との連携・協力の強化に努める。 

２ 男女共同参画の視点を取り込んだ政策の企画立案及び実施等の推進 

（１）施策の基本的方向 

〇 政策の立案から実施までの各プロセスに男女共同参画の視点を取り込むため、政策・

方針決定過程への女性の参画を促進し、予算の編成・執行に当たっては、男女共同参画

の推進に資するものとなるよう留意しつつ、広範かつ多岐にわたる課題に対応した施策

の充実・強化を図る。また、男女共同参画会議における監視・影響調査等の機能強化に取

り組む。 

〇 政策の立案に際しては、可能な限り、男女の置かれている状況を客観的に把握するた

めの統計（ジェンダー統計）、データ、アンケート調査等を活用する。ジェンダー統計の

充実の観点から、人によってジェンダーアイデンティティの在り方が多様であることに

配慮しつつ、男女別データの重要性について周知啓発するとともに、その把握及び利活

用の促進に取り組む。また、若年層の声を踏まえて政策を立案することが望ましいとの

認識に立ち、若年層とも意見交換等を行い、政策をより良いものへとブラッシュアップ

する。 

（２）具体的な取組 

① 男女共同参画会議は、毎年度の「女性活躍・男女共同参画の重点方針」（女性版骨

太の方針）の策定に向けた検討を通じて、６次計画の進捗状況を検証するとともに、
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６次計画の実効性を高めるために集中的に議論すべき課題や新たな課題について調

査審議を行う。また、各年に特に重点を置いて６次計画の成果目標の達成状況や取組

の進捗状況の点検を行うべき事項・分野について、丁寧なフォローアップを実施す

る。その結果も参照しながら、必要に応じ内閣総理大臣及び関係各大臣に対して意見

を述べるなど、更なる取組を促す。 

② すべての女性が輝く社会づくり本部及び男女共同参画推進本部は、毎年６月を目

途に 「女性活躍・男女共同参画の重点方針」（女性版骨太の方針）を決定し、各府省

等の概算要求に反映させる。 

③ 男女の置かれている状況を客観的に把握するための統計（ジェンダー統計）につい

て、過年度の調査結果を基にジェンダー統計の更なる充実に向けた取組を進める。業

務統計を含む各種調査の実施に当たり、可能な限り男女別データを把握し、年齢別・

都道府県別にも把握・分析できるように努める。また、男女共同参画に関する重要な

統計情報は、国民に分かりやすい形で公開するとともに、統計法（平成 19 年法律第

53 号）に基づく二次的利用を推進する。 

④ ジェンダー統計の更なる充実に向けて、人によってジェンダーアイデンティティ

の在り方が多様であることに配慮しつつ、その重要性について、周知啓発に取り組

む。 

⑤ 政治・司法・行政・経済分野等あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性

の参画状況等を調査し、公表する。 

⑥ 男女共同参画会議において、税制や社会保障制度について、男女共同参画社会の形

成に及ぼす影響を調査し、必要に応じ、内閣総理大臣及び関係各大臣に対して意見を

述べる。 

⑦ 政府の施策及び社会制度・慣行が男女に実質的にどのような影響を与えるかなど、

男女共同参画社会の形成に関する課題についての調査研究を行う。 

⑧ 国民の意識、男女の家事・育児・介護等の時間、企業等における働き方の把握や、

男女別データの利活用の促進等を含め、男女共同参画社会の形成に関する調査研究

を進める。 

⑨ 国の各府省や関係機関が実施している男女共同参画に関わる情報を集約整理し、

情報発信・広報活動を積極的に実施する。国民、企業、地方公共団体、民間団体等に

分かりやすく提供することで、各主体による情報の活用を促進する。 

⑩ 若年層の声を踏まえて政策を立案することが望ましいことを踏まえ、様々な機会

を通じた意見交換等を行い、若年層の政策立案への関与を図る。 

⑪ 各府省は、男女共同参画の視点に立ち、男女共同参画機構の知見も参考にしつつ、

あらゆる分野の政策・事業の計画、実施及び評価において、男女別の影響やニーズの

違いを踏まえた検討・立案を行う。その前提として、男女の性差を考慮するとともに、

関連するデータの男女別の把握・分析を強化する。 

⑫ あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画を促進する。国の審議会

等委員又は審議会等専門委員等に加え、行政運営を補佐するため各行政機関におい

て開催される複数の外部有識者が含まれるあらゆる合議体（複数の外部有識者から

個別に意見聴取を行い、それらの意見を総合的に参考とするような場合を含む。）に

おいて、その外部有識者たる構成員についても性別の偏りがないよう取組を進める。

（再掲） 

 


